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予算特別委員会記録（第１号） 

 

 

令和２年３月３日 火曜日 午後３時３０分開会 

委員長 奥 山 省 三     副委員長 叶 内 恵 子 

 

 出 席 委 員（１６名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   庄  司  里  香  委員 

  ３番   叶  内  恵  子  委員     ４番   八  鍬  長  一  委員 

  ５番   今  田  浩  徳  委員     ６番   押  切  明  弘  委員 

  ７番   山  科  春  美  委員     ９番   佐  藤  文  一  委員 

 １０番   山  科  正  仁  委員    １２番   奥  山  省  三  委員 

 １３番   下  山  准  一  委員    １４番   石  川  正  志  委員 

 １５番   小  嶋  冨  弥  委員    １６番   佐  藤  卓  也  委員 

 １７番   髙  橋  富 美 子  委員    １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

 

 １１番   新  田  道  尋  委員 

 

 欠 員（１名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき予算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、小嶋冨弥が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は16名です。 

  欠席通告者は新田道尋委員の１名であります。 

  これより予算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

小嶋冨弥臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選による

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に奥山省三委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました奥山省三委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、奥山省三委員が委員長に当選されました。 

  御協力まことにありがとうございました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後３時３２分 休憩 

     午後３時３３分 開議 

 

奥山省三委員長 それでは休憩を解いて再開いた

します。 

  ただいま予算特別委員長に当選いたしました

奥山省三でございます。皆様方の御協力をよろ

しくお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

奥山省三委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名したいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に叶内恵子委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました叶内恵子委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました叶内恵子委員が副委

員長に当選されました。 

  叶内恵子副委員長、よろしくお願いいたしま

す。（「よろしくお願いします」の声あり） 

 

 

散      会 
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奥山省三委員長 それでは、３月10日火曜日午前

10時より予算特別委員会を本議場において開催

いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  どうもありがとうございました。 

 

     午後３時３４分 散会 
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予算特別委員会記録（第２号） 

 

 

令和２年３月１０日 火曜日 午前１０時００分開議 

委員長 奥 山 省 三     副委員長 叶 内 恵 子 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   庄  司  里  香  委員 

  ３番   叶  内  恵  子  委員     ４番   八  鍬  長  一  委員 

  ５番   今  田  浩  徳  委員     ６番   押  切  明  弘  委員 

  ７番   山  科  春  美  委員     ９番   佐  藤  文  一  委員 

 １０番   山  科  正  仁  委員    １１番   新  田  道  尋  委員 

 １２番   奥  山  省  三  委員    １３番   下  山  准  一  委員 

 １４番   石  川  正  志  委員    １５番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １６番   佐  藤  卓  也  委員    １７番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所 
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長     
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員     
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会  

事 務 局 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会  
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第９号令和２年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

奥山省三委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  それではこれより予算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第９号令和２年度度新庄市一般会計予算から議

案第15号令和２年度新庄市下水道事業会計予算

までの７件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関し、主な留意点を申し上げます。 

  予算特別委員会は３日間にわたり開催されま

すが、本日と11日水曜日の審査につきましては

午後４時ごろの終了をめどに進めてまいりたい

と思っておりますので、御協力のほどよろしく

お願いいたします。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質問は、最初に必ず予算書のページ数、款項

目、事業名などを具体的に示してから質問され

るようお願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審査に入ります。 

 

 

議案第９号令和２年度新庄市一般

会計予算 

 

 

奥山省三委員長 初めに、議案第９号令和２年度

新庄市一般会計予算を議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め

歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたします。 

  それでは、質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について質疑ありませんか。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 皆さん、おはようござ

います。令和２年度の新庄市一般会計歳入につ

いての質問をさせていただきます。 

  ２ページから３ページ、第１表の歳入歳出予

算の歳入の欄です。 

  １款のまず市税１項市民税、それから２款地

方譲与税２項森林環境譲与税、６款法人事業税

等交付金１項法人事業税交付金、それから11款

地方交付税１項地方交付税、11款に関しては１

款の市税と抱き合わせで質問させていただきま

す。18款寄附金１項寄附金、これになります。 

  それでは、まず１款市税から入りますが、今、

大変全国的に問題になっておりますコロナウイ

ルス、市町村の予算特別委員会においてもいろ

いろなところで議論になっていると思われます。

これが与える日本経済への打撃、そして市税へ

の影響をどのように考えているのでしょうか。 

  特に、個人所得、それから法人の収益の減少、

非常に予想されます。我々市民も我々議員も非

常に懸念しているところであります。行政のプ

ロとして、今現在、担当原課は、国の地方財政

計画の方針の修正等が入った場合とかそれから

市税や地方交付税の歳入の悪化、これを考えら

れると思います。この点の補正に関して、どの

ように予想してどのように対応していくのかを

お伺いしたいと思います。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいま市税全体につきまし

て、最近の経済状況を踏まえた回答ということ

での御質問をいただいております。 



- 192 - 

  市税全体としまして、今現在、まず考える前

に、現在は全国を挙げてコロナウイルスの拡大

を封じるための最優先課題としてその取り組み

が最優先であると感じております。それを踏ま

えましても、この当初予算を編成するに当たり

ましてはコロナウイルスが発生する前の段階で

の設定ということでさせていただいております

ので、今現在におきましては、当初予算、コロ

ナウイルスの対応の前ということで前提にさせ

ていただきたいと思っております。 

  その上で市税全体についてお話しさせていた

だきますが、個人市民税全体で申し上げますと

前年度比マイナス937万6,000円の減ということ

で、市民税、法人市民税、分けて考えなければ

なりません。個人市民税全体では所得全体の８

割を占める給与所得の伸びがありまして、前年

度比2,967万9,000円の伸びということがありま

す。この中で、納付書で納めます普通徴収の分

が減り、事業所において給与から天引きする特

別徴収分がふえている状況です。つまり個人住

民税の特別徴収制度が安定して運用されること

によりまして、確実な収納につながっていると

いうことが申し上げられます。また、昨年10月

から地方税共通納税システムというものを稼働

しておりまして、全国の事業所から電子納税が

進んでいる状況でございます。令和２年度にお

きましても同じような状況が考えられます。 

  個人市民税におきましては、前年の所得がベ

ースになっておりますので、令和２年度の予算

については特に大きな影響はないと考えており

ますが、令和３年度からは大きな影響が見込ま

れるところではないかと感じているところでご

ざいます。 

  法人市民税につきましても、同じようにあく

までも予算編成の時点でのお答えをさせていた

だくことになりますが、資本金と従業員に応じ

た均等割と法人税額に税率を掛けた法人税割額

がございます。こちらの伸びにつきましても当

初予算で編成する時点では堅調な部分を見てい

たわけなんですが、昨年11月の予算編成時点に

おきましてかなり景気が鈍っている状況が見受

けられまして、70％まで落ち込んでいたという

状況を景気の境目と捉えまして、これを踏まえ

て、大きく減額しているということで、個人市

民税では大きくふえたところであるんですが、

法人市民税で大きく下げているということで、

結果的にマイナス937万6,000円の減という数字

で計上させていただいたところでございます。 

  よろしかったでしょうか、以上でございます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 今期の現状が来期に反

映するというか、来期の問題となっております

けれども、基本的に大きな修正がかかると思わ

れる、予想されるんです。かなりの減収、歳入

の減収というのが考えられる時期が来ると思い

ますので、ぜひともリアルタイムの情報収集と

的確な判断で運営していっていただきたいと思

います。 

  次に、２款の森林環境譲与税についてですけ

れども、来期、譲与金額というのが約倍増され

ております。この倍増して交付する国の思惑、

それから地方自治体に期待する国の効果をどの

ように考えているのかお伺いいたします。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 森林環境譲与税は、今までで

すとおおよそ700万円ほどでございましたけれ

ども、それが倍増されまして、今年度1,418万

円となっております。 

  その主な理由でございますけれども、令和元

年度台風15号におきまして、倒木による停電被

害が拡大したことを初め近年森林保水力が低下

したことなどにより、洪水、氾濫、山腹崩壊、

流木の被害など甚大な被害が発生しており、森

林整備の促進が緊急の課題であるということか
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ら、このため森林環境譲与税法を改正、森林環

境譲与税の譲与額を前倒して増額するというこ

とになっておるようでございます。 

  それにつきましては、私どもまずは森林をお

持ちの方の意向調査を初めとしまして、図面の

作成、あとはシステムを構築したいというもの

でまず取り組んでいきたいなと考えております。

また、その環境譲与税796万5,000円の残った分

につきましては、積み立てをして、以後の計画

に役立てていきたいと考えているところでござ

います。以上でございます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ということは、約半額

を積み立てて、半額をそのシステム、それから

所有者関係の調査等に回すという考えでよろし

いでしょうか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 そのとおりでございます。よ

ろしくお願いします。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ぜひとも基金の有効な

活用を早く模索して、森林整備に関して、今後

の山形県、それから新庄市、これから４年制大

学と森林関係の非常に力の入れるべき地域にな

ってきますので、なるべく早く構築を求めたい

と思います。 

  それから、次に入りますが、法人事業税交付

金についてですが、これは新設された款項目で

あります。これはどのような交付金制度であっ

て、今回の予算計上の金額、これの根拠はどの

ような内容なんでしょうか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 法人事業税交付金につきまし

てお答えさせていただきます。 

  軽自動車税、従来のものが環境性能割にまず

変更になっております。これに伴いまして、一

旦国・県、市それぞれが徴収した部分がござい

まして、それを再配分するということで、税率

体系が大きく変わっております。 

  これに伴いまして、歳入の部分では、市税の

一般市税の中で環境性能割ということでの計上

させていただきますと同時に、県からの配分と

して法人事業……、すいません、軽自動車と間

違えました、申しわけございません。法人事業

税でした。申しわけございません、訂正させて

いただきます。 

  法人事業税につきましては、一旦国で徴収し

た法人事業税、こちらを地方に配分するという

性質のものでございまして、初年度に当たりま

しては、全くの新規となるものですから、県か

らの配分金の見込み額というものが提示されて

おりますので、これに従いまして計上させてい

ただいたところでございます。 

  なお、年度途中における補正も視野に入れて

の対応と見込んでいるところでございます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ちょっとごちゃごちゃ

したんですけれども、自動車は関係ないわけで

すね。自動車は関係ない。わかりました。 

  新設された款項目なので、まだ不透明な部分

ありますので、今後見ていきたいと思います。 

  それから、先ほど地方交付税は一応聞きまし

たので、寄附金についてです。約１億円の減と

いうことで今回２億円の計上となっております

けれども、いろいろな過去にも各種サイトで集

客、それから返礼品の充実、質の向上等を図っ

て努力してきたわけですけれども、１億円の減

ということで、また消極的な数値かなと捉えて

おります。これは歳出の範疇になると思うんで

すけれども、返礼品業者、その報酬に対する影

響というのがあると思うんです。さらなる施策



- 194 - 

というのを強く進めていく必要性があると、そ

れを考えた予算編成であったのか、それともふ

るさと納税に関しては尻すぼみで消極的になっ

ていくという考えでの予算編成なのかお伺いい

たします。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 ふるさと納税については、

委員おっしゃるとおり、今年度３億円を目標に

取り組んでまいりましたが、来年度の目標を２

億円とさせていただきました。これに対する御

質問でございます。 

  かなり実際のところ苦戦しているというのが

正直なところです。この理由としましては、や

はり昨年４月に総務省から示された３つの基準

が影響しております。１つは返礼割合基準、３

割以下にするということ、もう一つは適正募集

基準、募集経費を５割以下にするということ、

３つ目は地場産品であること、この３つの基準

にどのように対応していくのかというのがこと

しの課題でした。そのため、一番最初に実施し

ましたのが地場産品以外のものをおろしたんで

すけれども、いろいろな人気筋のものがござい

ました。例えば奥山峰石氏の作品であったりポ

ーランド産の羽毛布団であったり米沢牛という

ところ、まずそちらを落とさざるを得なかった

ということ、また適正募集基準の５割というの

が物すごい実際のところ厳しい基準でありまし

て、こちらの対応に追われたというのが実際の

ところでございます。 

  そして、実績的にはやはり昨年よりもかなり

低いということで、４月は700万円から始まっ

て９月までは大体多いときで1,000万円ちょっ

とという形なので、11月現在で9,200万円とい

う実績でしたので、こちらの実績を見ますと来

年については目標値を下げざるを得なかったと

いうところなんですけれども、この状況がこと

しに入ってから若干変わっております。12月現

在で１億7,700万円だったんですけれども、こ

としに入ってから主力である米についてかなり

人気が出てきた。 

  その理由としましては、今まで米については

３割を守ると例えば１万2,000円で10キロとい

うことがせいぜいでしたけれども、事業者も頑

張っていただいて少し仕入れ価格を下げていた

だいたところ急激に人気が高まって、今現在ま

さにふえているという状況にございます。昨日

３月８日までの実績を見ますと２億8,000万円

まで伸びているという状況ですので、予算編成

当時は２億円という目標にせざるを得なかった

ものですけれども、実際のところは来年度も３

億円以上の寄附金を考えておりますので、さら

に対応を充実させることで、ふるさと納税の取

り組みを強化してまいりたいと思いますので、

こちらは来年度の状況を見ながら補正対応とい

う形にさせていただきたいと思います。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ありがとうございます。

やはり最後は米がこの地域を救うのかなと思っ

ております。 

  全般的に今質問させていただきましたが、一

番大きな問題はやはりコロナウイルスがこれか

らどのように影響して市の財政にかかわってく

るのかなというのが非常に市民挙げてみんな心

配している点でございますので、全ての歳入に

関して申し上げれば、その影響が極力少なく済

むような、そのような施策を早目早目に情報を

得て判断していっていただきたいと思います。 

  私からの質問は以上です。ありがとうござい

ました。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

奥山省三委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） おはようございます。 

  私から、今ふるさと納税終わったので、２点
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ほど質問させていただきます。 

  まずはページ数が13ページ、１款４項１目市

たばこ税についてでございます。 

  こちらのほう、たばこ、喫煙している我々に

は厳しい状況ではあるんですけれども、４月か

ら、多少平米数によって変わるんですけれども、

ほとんどのお店が室内禁煙という形の状況にな

ると思います。しかしながら、この本数なぜ出

たのかというのがまず１つ聞きたいのと、今現

在、新庄市民として喫煙者が何人ぐらいいるの

かという想定でやっているのかをまず聞きたい

と思います。 

  次に、16ページでございます。 

  ８款１項１目ゴルフ場利用税交付金でござい

ます。こちらのほう今ゴルフ人口が大分ふえて

きているように思っているんですけれども、こ

ちらのほう何人ぐらいと把握しているのか。ま

た、今回少雪によって1.5カ月ぐらいオープン

が早くなるという話を聞いておるんですけれど

も、こちらのほう、このときはなかったと思う

んですけれども、１カ月当たりどのくらいとい

う見込みで考えているのかお聞かせいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ２点いただいております。 

  １点目ですが、たばこ税におきまして、この

本数の計上の数値の根拠についてお話しさせて

いただきます。 

  たばこ税の売り渡し本数の推移については、

平成26年度から令和元年度見込みまでの平均値

で見たところ毎年327万本が減少しております。

税収にしまして平均で654万円減収している状

況になっております。つまりこの本数がどんど

ん減ってきているという背景には、健康志向で

あるとか人口減少であるとかそういったことが

見込まれていると思います。それらの経年を見

て今回予算計上させていただいているという状

況でございます。 

  ただ、昨年、平成30年から税率がまた大きく

変わっております。これに伴いまして、かなり

の本数が減ってきていると。あわせましても税

率が上がったことによりまして税収幅が若干少

なくなってきているという状況が見受けられま

す。 

  なお、喫煙状況につきましては、特に把握し

ているものはございません。喫煙者ということ

につきましては、嗜好品になりますので、コー

ヒー何杯飲んでいるというような質問と同じに

なってしまいますので、こちらでは把握できか

ねるところでございますので、御承知いただき

たいと思います。 

  ２点目になります。 

  交付金のうちゴルフ場利用税交付金につきま

してお答えさせていただきます。 

  令和元年度ゴルフ場利用者数の実績は、平成

30年度の同程度と見込みまして１万5,800人、

近年、ゴルフ場、アーデンゴルフでありますけ

れども、かなり経営改善されているという状況

から、利用者数も若干でありますけれども伸び

ていると伺っております。 

  令和２年度当初予算では、これに単価400円

を掛けまして、その70％、やはりこの経済情勢

を考えますと必ずしも良好であるとは言いかね

ると思いますので、70％を見込みまして前年同

額の440万円で計上させていただいているとこ

ろでございます。以上です。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

奥山省三委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。 

  まず、たばこ税に関してなんですけれども、

年々減っているんですけれども、今の内容でも

わかったんですけれども、実際のところ、前年

度の予算から比べると約200万本ぐらい減って

いるということで、20本入りのケースとして約

10万箱、365で割ると１日大体274箱ぐらいとい
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う形で計算させていただきました。１日274箱

と考えていくと１日大体平均して１箱ぐらい吸

うと考えた場合ですけれども、大体270人ぐら

いの人がやめるのかなというような雰囲気を持

ったところでした、私の計算方法だったんです

けれども。今の話を聞いて、全体的な健康志向

ということもあるので、そのくらいで見たとい

うことで予想させていただきたいと思います。 

  次に、ゴルフ場利用税でございます。 

  平成30年度決算額では491万円、500万円近い

あれがあったんですけれども、再質問になるん

ですけれども、本年度に関して歳入額幾らぐら

いに見込んでいるのかお聞かせ願えますでしょ

うか。本年度の金額、これから、冬なんでまだ

オープンしてないので、大体今ので決まりだと

思うんですけれども、現状の値段、大体わかれ

ば教えていただきたいと思います。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ゴルフ場利用税につきまして

は、予算計上のとおり440万円ということで見

込んでおります。これ以上伸びるかどうかにつ

きましては、やはり利用の実績によりますので、

経済情勢によっても変わってくるものと思われ

ますので、とりあえず当初予算ではこの440万

円で計上させていただいたところでございます。

よろしくお願いいたします。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

奥山省三委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） 了解いたしました。 

  それでは、ゴルフのほうも健康寿命促進とい

うことでかなり年配の方がふえている状況でご

ざいます。そちらのほうも今後考えていただけ

ればと思います。 

  質問は以上でございます。ありがとうござい

ました。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） それでは、２点お伺

いしたいと思います。 

  初めに、21ページ、15款国庫支出金２項国庫

補助金１目総務費国庫補助金の個人番号カード

交付事務費補助金97万3,000円、個人番号カー

ド交付事業費補助金416万9,000円、合計514万

2,000円とあります。前年度は426万9,000円で

したので、87万3,000円の増となっております。 

  ことし９月からマイナンバーカードの保有者

に期限限定でポイントを付与する事業費が国に

おいて予算計上されておるようです。そのよう

なことからマイナンバーカードの申請者がふえ

ると予想しますが、現在の交付状況についてと

それから今後の予想等についてお伺いしたいと

思います。 

荒田明子市民課長 委員長、荒田明子。 

奥山省三委員長 市民課長荒田明子さん。 

荒田明子市民課長 個人番号カードの交付枚数に

つきましては、３月１日現在で新庄市内で

3,647人ということで10.1％となっております。 

  今後、令和３年３月に健康保険証の利用が開

始すると聞いておりますので、令和４年度には

ほぼ全員が個人番号カードを取得することを予

定されておりますので、令和４年度までには、

ほぼ、新庄市内、100％とはいかないと思うん

ですけれども、健康保険証が利用開始になりま

すので、ある程度100％に近い人数が取得する

のではないかと考えております。以上です。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） マイナンバーカード

の申請、マイキーＩＤ取得ということで、この

間のお知らせ版にも掲載されておりました。市

民課の窓口に行くとしっかり写真も撮っていた

だけるようで、本当にますますこれから、令和

４年度には全員がというか、話がありましたの

で、ことし、来年としっかり周知をお願いした
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いと思います。 

  続きまして、28ページ、10款寄附金１項寄附

金２目ふるさと納税寄附金２億円計上されてお

りますが、先ほど前年度の３億円から１億円を

減額された根拠等についてはお伺いしたのであ

れですけれども、１つ、企業版ふるさと納税と

いうのが2016年から開始されているようですけ

れども、これは企業が寄附を通じて地方創生の

取り組みを応援するものであり、取り組み実施

を通じて企業と地方公共団体のつながりをつく

ることができるものだということのようです。

現在、企業版ふるさと納税を募っている自治体

は都道府県と市町村合わせて406しかなく、全

自治体の23％にとどまっているという新聞掲載

がありました。 

  そこで、状況、企業と地域のつながりを強化

するため、企業、地方公共団体の意見等を踏ま

え、制度の拡充等もこれから実施されるようで

す。このふるさと納税については返礼品もあり

ません。このような企業版ふるさと納税につい

て、本市で検討されているようなことがあれば

お伺いしたいと思います。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 企業版ふるさと納税につ

いては、そういう企業があれば大変心強いとは

思っているところですけれども、今のところ実

際にはそういう企業はないという状況で、具体

的な検討にも入っておりません。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） やはりこちらから働

きかけるということも大変重要なことだと思い

ますので、ぜひ、いろいろな例もありますし、

そういったところを参考にしながら、どうした

らふるさと納税を上げていけるかという点を再

度検討していただきたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 私からは２点、12ペー

ジ、１款市税２項１目固定資産税から入ってい

きたいと思います。 

  市税に対する固定資産税の割合、どれぐらい

になりますか、お聞きします。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいま市税に対する固定資

産税の割合ということでのお問い合わせをいた

だきました。 

  こちらのほう固定資産税と都市計画税を合わ

せまして51％を占めている状況にございます。 

  以上です。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 固定資産税だけの割合

ですと単純計算しますと46.5％と、市税の中で

も突出して大きな割合になっているのかなと思

っております。非常に財政的に厳しい中で、こ

の固定資産税をアップする、増収、増益する方

策、何か考えられておりますか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 税務課としましては、ただい

まの御質問に対しましてなかなかお答えしづら

いところございまして、１月１日の時点で課税

させていただきまして、その上で収納させてい

ただくということに全力を尽くして対応させて

いただいているところでございます。 

  ただ、県内、市内の景気動向を見ますとかな

り厳しい状況が見受けられます。ただ、一方で

固定資産税自体につきましては、償却資産、そ

れから土地家屋それぞれございますが、土地に

ついてはやはり価格が下落しているという傾向

が見受けられます。家屋につきましては、非木
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造であるとか宅地分譲等が少しずつふえてきて

いますので、若干の伸びが見受けられるところ

はございます。償却資産につきましては、やは

り減価償却分を考えましても、理想ということ

で全体的にこのたび予算計上では増という計上

をさせていただいたところでございます。 

  以上です。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） これは新聞記事で山新

です。３月３日、他市、具体的には上山市の記

事なんですが、「駅周辺、宅地開発促す」とい

うタイトルで上山市の市議が総括質疑を行い、

居住誘導策について市長に答弁を求めておりま

す。市長は「利便性の高い場所への居住ニーズ

に応えるため、ＪＲ上山温泉駅東口周辺で上下

水道や道路などの整備を進め、民間事業者によ

る宅地開発を促す」と答弁したという記事が載

っていまして、これは非常に、私何度も申し上

げているところなんですが、率直にうらやまし

いなという感想を持ったところでした。 

  やはり固定資産税を上げるには、例えば農地

だとか原野とか評価の非常に低い、平米当たり

例えば何十円とか100円足らずの評価が宅地化

することによって数百倍に価値が上がるわけで

す。当然1.3％の税率を掛ければ本当に大変な

数字の税収アップかなと考えていますので、何

らかのそういった、市も税収アップの対策を考

えてもらえれば非常にいいなと考えていますが、

その辺どうでしょう、考えられることはありま

せんか。 

  前に、これはどなたか、都市整備課長の返答

では「なかなか民間企業とタイアップした事業

はできない」という発言あったかと記憶してお

りますけれども、こういった上山市の例を見れ

ば、できないんじゃなくて、やればできると解

釈しましたけれども、その辺どうでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 固定資産税の向上に向け

た造成等の事業に向けての市の支援的な動きと

いうことで理解させていただきました。 

  御意見のとおり、今後の新庄市のまちづくり

という観点から、新庄市の都市計画マスタープ

ランなどをベースにしまして、今後の市内の土

地利用について改めて検討させていただきなが

ら業界の皆さんと協議を重ねて、可能な限り土

地の利活用に向けて働きかけられればありがた

いと考えているところですので、御協力のほう

もよろしくお願いしたいと思っております。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 私個人的には、やはり

お役所の中だけじゃなくて、そういった現実や

られている事業者との懇談、これは本当に大事

なものかなと考えていますので、その辺ひとつ

よろしくお願いしたいなと思います。 

  あともう１点、14ページ、先ほどとちょっと

関連します。都市計画税についてです。１款５

項１目都市計画税、この都市計画税についてな

んですが、徴収する範囲ですね、ちょっと教え

ていただきたいんですが。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 今、手元に資料がございませ

んので、後ほど回答させていただきたいと思い

ますが、都市計画区域ということで、３年に一

度評価がえをさせていただいておりますが、そ

の際拡張するということで、前回、平成30年度

に一度拡張させていただいて拡大しているとい

う経過がございまして、次回、令和３年度に向

けて現在準備を進めているというところでござ

います。後ほど詳細についてお答えさせていた

だければと思いますが、よろしいでしょうか。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 



- 199 - 

６ 番（押切明弘委員） 都市計画税について、

私の認識では都市計画区域内の用途地域内と解

釈していますが、それでよろしいですよね。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 基本的にはそのように理解し

ているところでございます。その中で課税区域

ということで明記させていただいておりますの

で、御了解いただければと存じます。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 用途内ということです

が、これは地図上、図面上、色が染まっている

中ということになりますけれども、目的は何の

目的で都市計画税というのを徴収されているの

か確認したいと思います。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時３９分 休憩 

     午前１０時４０分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 都市計画税の基本につきまし

てお答えさせていただきます。 

  都市計画税は、都市計画事業または土地区画

整理事業に要する費用に充てるために目的税と

して昭和55年度から課税しているものでござい

ます。宅地造成等により市街地が拡大され、下

水道の普及など都市施設の整備拡充が図られて

いるということで、それに資するということで

の徴収をさせていただいているところでござい

ます。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 今の返答でやはり下水

道の整備というものが入ってきました。ただ、

用途地域外でも下水道が入ったところが数カ所

あるんですよ、もちろん新庄市内ですが。そこ

にも都市計画税なるものが賦課されていると。

私個人的には整合性がとれないのかなと思って、

ずっと疑問に思っていたところです。その辺な

ぜですかね、お答えください。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 都市計画税につきましては、

用途区域、用途地域に隣接する下水道供用開始

地域におきましても見直しを図るということで、

原則３年に一度、固定資産税の評価がえにあわ

せて取り組んでいくということで現在準備を進

めているところでございます。 

  平成30年４月１日から新たに課税したところ

としては、円満寺、木栄町、西町、五日町字宮

内、松本３区の一部ということで、新たに195

名の課税がふえているというところで対応させ

ていただいたところでございます。よろしくお

願いします。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 

奥山省三委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 ちょっと補足をさせていただき

ます。 

  基本的に、都市計画税、いわゆる都市計画事

業の財源として充てるという目的税でございま

す。都市計画事業といいますのは、基本的には

都市計画区域の中の押切委員おっしゃるとおり

用途の指定を受けたエリアの中が基本的にはこ

の部分について活用させていただいていると。 

  ただ、下水道事業が必ずしもその用途とイコ

ールではありません。状況によっては公共下水

道事業を進めていかないエリアもあるわけで、

そこの部分については、下水道事業、いわゆる

受益者負担とか国の国庫補助金等をいただいて

いるわけですけれども、そのほかにも当然一般

財源として市の税金を投入しています。そうい

う面からいきますと、同じ公共下水道という市
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民にとっては付加価値が高まるような事業を行

っているわけで、そこの部分については、用途

の外については３年に１回、土地の評価の見直

しと一緒に、供用開始がなっていれば、これが

条件ですけれども、３年に１回の見直しの中で

用途の外にあってもそれは同じく都市計画税を

御負担していただくということで、税条例の改

正を行いながら、議員の皆さんからも同意を得

ながら、そういう形で供用開始を行った公共下

水道については、その部分については都市計画

税をいただいているということでございます。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 確かに下水道が入って

いる区域なんですけれども、なかなか今の答弁

ですと、私の理解では、市が入れた場所だった

ら後で３年の見直しの後で賦課されますよと理

解したんですけれども、私も経験上といいます

か、数カ所は民間事業者が開発して自前で下水

道を入れていると。その後にある住民から「都

市計画税が来て、これ何だんだべや」という問

い合わせが何カ所からかあったもんですから、

ちょっと整合がとれないなと。やはり都市計画

税を取るんであれば、今言ったように用途外に

も当然入っていますし、順序としては色をまず

染めてから、計画的に、であれば、そこを買っ

てうちを建てた人も住んでいる人も納得するの

かなと思っていますけれども、やはりなかなか

説明するにちょっと苦慮しているというのが現

状なんです。白地の地区も住宅が張りついてい

るところがいっぱいありますから、最初に色を

染めてもらって都市計画税なるものを賦課する

というのが、順序が逆じゃないかなと思って見

ているところなんです。その辺、都市整備課は

どうでしょう。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 都市計画税の賦課区域に

ついての御質問でございます。 

  これまで御説明申し上げましたとおり、都市

計画税そのものというのは、都市的な土地利用

を図っていただく上で用途地域等の設定をした

上で、その機能が十分満足している部分につい

てその効果を上げるための税金として賦課させ

ていただいているという形での理解をしている

ところでございます。 

  本来、都市的土地利用を図る上で用途地域の

設定というのは必要な部分であるかと思います

けれども、こちらにつきましても市の人口フレ

ーム等勘案した上で、用途地域のエリアにつき

ましても都市計画マスタープラン等で設定する

ような計画の中で進めていきたいと考えており

ますので、御理解いただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） わかりました。ひとつ

よろしくお願いします。以上です。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） 私からは２点ほどお聞

きしたい部分があります。 

  まずは19ページの14、３の１、証紙収入につ

いてです。これは多分ごみ袋の収入だと思うの

ですけれども、このごみ袋の収入の推移をお聞

きしたいです。よろしくお願いいたします。 

  もう一つは、25ページの16、２、５の１、住

宅リフォーム補助金についてです。この施策は

県からのものと聞いております。かなり長くさ

れておりまして、住民の中では、してもらった

ということで評判がいいとお聞きしております。

施策の内容もそうなんですけれども、今後この

住宅リフォーム補助金についての裾野を広げる

ために何か取り組んでいることとかございまし

たらぜひともお聞かせください。お願いします。 
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森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 一般廃棄物処理手数料5,430

万円、委員おっしゃいますとおり、ごみ袋の代

金となっております。 

  質問の年度ごとの変遷というか、内容ですけ

れども、ほぼ5,000万円程度ということで、大

体横ばいとなっております。以上です。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） 先日行われました議会

報告会の中でも、このごみ袋の……。 

奥山省三委員長 庄司里香委員、ちょっと済みま

せん。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 もう一つの御質問であり

ます住宅リフォーム総合支援事業の補助金、こ

ちらの今後の展開についてということで御質問

をいただいております。 

  この事業につきましても、県の補助事業を活

用させていただきまして、平成24年ごろから実

施しているところでございまして、多くの皆さ

んに御活用いただいているところでございます。 

  利用していただいた方々からは大変感謝の声

もいただいているところでございますが、大き

な意味合いとしまして、地域の経済活動に効果

のある事業として運用させていただいていると

ころでございますが、今後の動きといたしまし

て、県の補助要綱に流れるような部分が一部あ

るのですけれども、住宅の質の向上に向けた事

業展開に移行していければということで考えて

いるところでございますが、今後の動向につき

ましては県の事業の進展に合わせまして検討し

てまいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） 先ほどは済みません。 

  先ほどの続きになりますけれども、ごみ袋の

お話については、せんだっての議会報告会の件

でも市民の方から「値段が高い」とか随分御指

摘を受けたんです。その中で思ったことなので

すけれども、20枚入りとか25枚入りという大き

いものでなくて、５枚入りとか10枚入りという

買いやすいようなものの設定とかはできないも

のでしょうか、ぜひともお考えをお聞きしたい

です。よろしくお願いします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 さまざまなお考えはあるかと

思います。市では10枚１セットということで販

売しておりますが、５枚あるいは20枚とします

と、皆さんの、こちら側でもそうですけれども、

大変手間がかかってしまうということで、市と

しましては30円、40円、50円ということで、大

きさを変えた形で利便性を図っているところで

ございますので、それを御利用いただきたいと

考えております。よろしくお願いします。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） ごみ袋の件は、手間も

もちろんあると思うんですけれども、やはり一

人暮らしの人とかそういう方にも対応できたら

と思いますので、ぜひとも袋について、枚数だ

けでなくて、利便性のことについてもぜひとも

考える機会を設けていただけたらと思っており

ます。 

  それから、住宅リフォーム補助金の件ですけ

れども、本当に業者も、使われている業者もそ

うなんですけれども、できないこともやれたと

かということで、お年寄りの家庭の方とかそう

いう方たちから大変評判がよく、私の耳にもよ

く入ってくる事案なのですけれども、問題点が

幾つかありまして、事業者の中では個人事業者

の工務店の方とかだと「やったことない」とか
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「やりづらい」とか「わからない」とかという

話をよく聞きます。なので、ぜひとも相談窓口

とか、あと講座などでそういうことを広めてく

ださるような方策とかそういうことの考えはな

いでしょうか。よろしくお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 リフォーム補助金に関し

まして、事業者の方がなかなか理解されていな

い方もいらっしゃるということで質問いただい

ております。 

  例年４月早々から受け付けを開始するんです

けれども、その前段で事業に関する説明会とい

うものをこれまでは開催させていただいており

ました。次年度につきましては、コロナウイル

スの関係で説明会は開かないということで、県

からも説明ありましたので、今後手続方法の周

知の方法につきまして、市の窓口においでいた

だければ説明させていただけるところではある

んですけれども、業界の皆さんにチラシ等の配

布などを行いまして周知に努めていきたいと考

えております。よろしくお願いします。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） とてもいい施策だと思

いますので、今後とも周知していただけるよう

に、何かの機会で周知するということを前提に

考えて、今回のコロナウイルスの件ももちろん

そうなんでしょうけれども、そういうことでお

年寄りの方が何かおうちの中でこういうことが

改善できた、転倒防止できたということも大変

重要なことだと思いますので、ぜひともよろし

くお願いいたします。 

  私の質問はこれで終わります。 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５６分 休憩 

     午前１１時０５分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質問ありませんか。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 27ページの17款財産収

入、利子及び配当金であります。次の28ページ

には繰入金ということで６億3,050万円という

繰入金のもとになる金額であります。 

  先ほど申し上げました27ページの17款の質問

です。利子及び配当金のうち、次の申し上げる

基金について、この利子を算定するための根拠

となった数字を教えてください。１番目、財政

調整基金、２番目、市有施設整備基金、３番目、

まちづくり応援基金、この３つについてお願い

します。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 最初に財政調整基金の利子50

万円でございますが、こちらの所管、財政調整

基金の積立金に対する利子でございます。 

  それから減債基金の利子につきましては……。 

  失礼いたしました。利率につきましては１％

で見てございます。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） １つを例にして申し上

げます。例えば財政調整基金については、この

ぐらいの金額があって１％掛けるとこうなるん

だよということで、もとの数字、元金について

教えてください。大まかでも構いません。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１１時０７分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 
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平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 大変失礼いたしました。 

  財政調整基金と市有施設整備基金の利子の算

定根拠につきまして、確認しまして後ほど御回

答させていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 まちづくり応援基金の利

子についてでございます。これはふるさと納税

寄附金を積み立てした１年定期預金の利子分、

具体的には平成元年５月27日から令和２年５月

26日までの利子分になります。令和元年11月27

日現在の基金残高が３億3,393万991円、これに

利率0.01％を掛けた金額になります。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 特に財政調整基金とい

うのは市の基金の中でも一番大きい金額のもの

ですから、常にそこの推移については把握して

おくべきだと思うので、よろしくお願いします。

17億円前後かなと推測していますけれども。 

  それで、同じページに出資金配当金1,000円

とあります。出資金については、いつも決算の

ときにも話になりますけれども、公益的事業と

いう観点から市としての公金を出資しているわ

けです。相当の金額になるはずであります。

1,000円というのは少な過ぎるんじゃないでし

ょうか。 

  それからもう１点、基金の中で土地開発基金

についてもそれなりの金額の残高があるはずで

ありますが、ここに計上がないというのはどう

いうことでしょうか。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 最初に出資金配当金でござい

ますが、平成30年度の決算額で総額45万6,000

円ほど出資金の収入がございます。こちら当初

予算上は1,000円という形で、こちらについて

は存置科目ということで、科目をつくるための

収入を見込んでいるということで、金額そのも

のは計上しておりませんが、科目をつくるため

の予算計上であるということで御理解いただき

たいと思います。 

  それからもう１点、土地開発基金につきまし

ては、条例で１億7,000万円と決められている

わけですけれども、こちら土地所有の部分で大

部分を保管しておりますので、現金部分につい

ては、このたびの当初予算で2,500万円ほど買

い戻すということなわけですが、その結果、現

金としましては、買い戻し後になりますけれど

も3,000万円ほどということで、利子について

は計上するほどにはならないということでござ

います。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 3,000万円ということ

で、計上するほどではないというのはいかがで

しょうか。存目程度に置くということをさっき

説明したわけですから、出資金の配当が45万円

ほど見込めるんだけれども1,000円しか配置し

なかった、それはそれで一つの説明ですが。と

するならば、存目ということで配置しているわ

けですから、これについても1,000円というこ

とで上げておくべきじゃなかったでしょうか。 

  ないものに、仮に後ほど補正するときは、予

算にないものに補正するということは説明でも

ちょっと大変になってくると思いますが、その

辺は予算のつくり方の問題ですけれども、いか

がでしょうか。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 基金の利子の収入分というこ

とで、今後検討させていただきたいと思います。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 
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奥山省三委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 補足をさせていただきます。 

  八鍬委員おっしゃるとおり、歳入歳出予算、

歳入、歳出あるわけですが、基本的に歳出とい

うのは、歳出予算につきましてはその費目がな

ければ支出ができないという形になっておりま

す。 

  ただ、歳入については、必ずしも、調定とい

う行為が必要なわけですけれども、予算に計上

されてないから、歳入として、収入として受け

取れないということではございませんので、原

則は見込める部分についてはすべからく予算計

上すべきという考え方もあるわけですが、必ず

しも予算に計上していない歳入分について、歳

入として、いわゆる収入として受け取れないと

いうことではございません。ただ、手続的には

やはり調定という一つの手続が必要なわけです

けれども、そういう意味からいけば、全て入っ

てくる歳入を予算に計上するということではな

いということも御理解いただければと思います。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 予算の編成や運営のテ

クニックじゃなくて、市民にとってわかりやす

いような予算ということで、その項目や説明に

ついても計上すべきではないかと思います。 

  終わります。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 最初に、11ページの１

の市税ということで、市民の平均所得と世帯人

数、そして国民負担率というのがあると思いま

すが、それをどう見ておられるか、お願いした

いと思います。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ３点ほど御質問いただいてい

るようでございますが、ちょっと確認させてい

ただきたいと思いますが、１点目、個人市民税

の件でよろしかったでしょうか。 

  こちらのほうになりますが、個人市民税は所

得全体の８割を占める給与所得の伸びがありま

して、前年度比2,967万9,000円、率にしまして

2.09％の増となっております。こちらのほう先

ほど申し上げたように、納付書で４期で納めま

す普通徴収が減って、事業所が給与から天引き

する特別徴収がふえている、つまり個人住民税

の特別徴収制度がうまく動いていることによっ

て確実な収納が見込めるところでございます。 

  さらに、令和元年10月からは地方税共通納税

システムを稼働しておりますので、全国の事業

所から電子納税が進んでいる状況でございます。 

  こちらのほう個人市民税等好調な部分に対し

まして、法人市民税では均等割の部分におきま

しては事業所数の微増ということで見込んでお

ります。しかし、法人税割につきましては、税

率改正がございまして、12.1％から8.4％に下

がったということになります。こちらのほう国

と地方の偏在是正措置ということで、税率が変

わったことによりまして、６款１項１目にこの

たび令和２年度から法人事業税交付金を設けて

交付されることとなっております。つまり国で

集めたものを地方に回すという仕組みでつくら

れているものになります。 

  この予算編成に当たりましては、令和元年度

決算見込みに税率改正分を乗じて算出しており

ますが、平成30年度は好調な伸びが期待されて

いるところでございました。しかし、昨年11月

時点の予算編成時期に急激な鈍化、かなり落ち

込んだ状況が見受けられまして、これを経済情

勢の変化と感じておりまして、この分、法人税

割をさらに５％減額することでこのたび計上さ

せていただきました。 

  その結果、個人市民税では増、そして法人市

民税では減ということで、総体的にマイナス
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937万6,000円ということで計上させていただい

たところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 11月の景気悪化という

税務課長のお話でありました。これは消費税

10％増税の影響と考えますか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 法人におきましては、必ずし

も、消費税増税の時期が10月からということで、

即11月に反映されるものではございません。た

またまその後の増加傾向もございましたので、

令和元年度につきましては先般補正予算で計上

させていただいたとおりの状況でございますの

で、特段の影響はないと感じているところでご

ざいます。 

  しかし、令和２年度におきまして、消費税増

税の影響が少なからず出てくるものだと思って

おりますが、この予算編成時期におきましては

少なくともただいま申し上げたとおりの状況で

はないかと感じているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今の税務課長のお話と

かかわって、15ページの７の１に地方消費税交

付金というのが出てきておりまして、大幅な増

額となっております。この消費税10％増税の影

響というのは10月から12月のＧＤＰなどに出て

きておるようですが、市民への増税の影響をど

う見ておられるのか、お願いします。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいま消費税増税に伴いま

す市税への影響ということで捉えさせていただ

いております。 

  令和２年度から実質的な影響が見受けられる

と考えられますけれども、消費税増税に伴いま

して、これまでの市長答弁の中で申し上げてい

る内容を述べさせていただきますと、国のあり

方について述べる立場には私はございませんけ

れども、市長答弁におきましては、工業団地に

これだけ造成が進み、就職率も高い環境になっ

ていることは地方にとってもありがたい現状で

あると思っています。企業の中では人材登用が

進み、給料が上がり、生産性が向上するという

点では波及効果が一定程度あったものと捉えて

おりますので、少なからずの影響はあったと捉

えております。 

  ただ、これからの消費税増税については、先

行き不透明な経済情勢、国際情勢がありますの

で、まだまだ予断を許さない状況ではないかと

感じているところでございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先行き不透明というこ

とですが、きょうの赤旗日刊に出ておりました

が、10月から12月のＧＤＰが前年の同じ時期と

比べて1.8％の減となっております。これが１

年間続くと仮定した年率の換算でいきますとＧ

ＤＰはマイナス7.1％かと。令和２年度と言わ

れる、税務課長が言っておられる令和２年のこ

とになるわけですが、今の状況でいくと消費税

増税にかかわってのＧＤＰがマイナス7.1％と

いう深刻な状態になるということを報道されて

おりますが、これについて何かあればお願いし

ます。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 現在の景気動向に把握につき

ましては、山形県の経済動向月例報告、東北財

務局の山形県経済情勢報告並びに民間の山形県

内の企業の経済動向の調査の今後の見通しを考

慮しつつ、この中では緩やかな景気回復傾向が

見られるという現状がございます。 

  この考え方をもとに各種の所得金額を推移し
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まして市税を算定させていただいているところ

でございます。国・県のように景気動向そのも

のを判断している状況にはございませんので、

御理解いただきたいと存じます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） これまでも景気のこと

についてはいろいろな市議会の場でお聞きして

いる言葉に「緩やかな景気回復」という言葉が

市長などから何度か聞かされたように思います。

しかし、去年の10月から12月のＧＤＰの前年度

の同じ時期と比べてのＧＤＰのマイナス1.8％

という減少は深刻なものだと思いまして、緩や

かな景気回復とは言えない。もしかしたらこれ

に基づいた市税というふうに考えたこの市税の

あり方は、もしかしたら私はかなり危ういとい

うか、そういうものではないかなと思います。 

  そういう意味では、国のあり方、景気をつく

る大もとはやはり国の国政であります。そうい

う意味で、甘い見方をせず、実質的に出ている

景気判断などをよく見ていただいて、つつまし

くというか、市税を集める側にとってみる場合

は、つつましく、そして言うべきことは言うと

いう立場でやっていく必要があるんじゃないか

なと私は思います。 

  次に、12ページの１の固定資産税、課税標準

額について、特に中心商店街の課税標準額につ

いて、どう見ておられますか。そして、滞納繰

越分増という内容ですが、この内容はどういう

ものということでしょうか。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

奥山省三委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほど委員から、私が「緩やかな

回復傾向にある」と何度も言っているというこ

とがありますが、確かに施政方針の中では「内

閣府によると世界の景気は緩やかに回復してい

る中で日本の景気は輸出が弱含んでおり、製造

業を中心に弱さが一段増した状態が続いてい

る」と、内閣府の判断です。それに対して私は

「新型コロナウイルスの感染症や消費増税によ

る消費者心理の低下、働き方改革、さまざまな

経済の動向に影響するか注視する必要がありま

す」と述べておりますので、私は「緩やかな回

復」と述べていませんので、御了承いただきた

いと思います。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ２点ほど御質問いただいてお

ります。中心商店街の課税標準額ということで、

個別の状況につきましては現在資料を持ち合わ

せておりませんのでお答えできませんが、全般

的には地価については下落傾向ということで把

握しております。 

  滞繰り分につきまして、固定資産税の滞繰り

分につきましては、こちらのほう例年どおりの

滞繰り状況を見込んで８％で計上しているとこ

ろでございます。その結果、こちらの数字での

計上をさせていただいているところでございま

す。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先日ですが、市内の中

心商店街に住んでおられる方の固定資産税につ

いて訴えがあり、一緒に税務課にお邪魔いたし

ました。そのときに、昔は大変売り上げがあっ

たということがありまして、何とか固定資産税

を払えた状況でありますが、市外に、市外にと

お客さんが行く中で中心商店街の営業がとても

厳しくなっておりまして、この固定資産税が重

くなって払えなくなって苦しいという訴えがあ

りました。 

  こういった方々に、不服審査というか、評価

額を見直してほしいという訴えをする機会があ

るとお聞きしたんですが、そういう御案内を普

通の市民の方は知らないわけでありまして、そ

ういう形ででも、やはり市民としては自分の固
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定資産税、本当にこの評価がいいんだろうかと

みんなに考えていただく場としてあるんだよと

お知らせしてもいいと思うんですけれども、税

務課長としてはどう考えられるでしょうか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいまの御質問、課税に伴

いまして、固定資産税に伴いまして、評価につ

いてのお問い合わせができる、不服審査の申し

立てができるという制度はございます。こちら

につきましては、あくまでも課税をしたという

ことに伴いまして納税通知を差し上げて、公示

をした段階で皆様方からの御質問があればお答

えさせていただいているところでございますが、

広く周知するということではなく、記載はさせ

ていただいているところでございますので、納

税通知書を御確認いただければと存じます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 税務課長を初めとして

市職員の方々は大変優秀な方だと私は思ってお

ります。そういう優秀な方々は細かい裏に書い

てある通知書をよく読まれていることと思いま

す。しかし、私たちのような一般市民の立場か

ら言いますと、なかなかそれが、不服審査でき

るよみたいなことを書いてあっても、読んでも

わからないんです。 

  そういう意味では、温かな、市民の立場に立

った市役所として、そういう苦しんでおられる

方がいて、一般的な説明も確かにありがたいん

ですけれども、本当に苦しんでいる場合はこう

いうところに訴えるのもあるよと、優秀な市職

員からちらっとでも、そういう自分の声を上げ

る場があるということをお知らせいただければ、

市役所ってすごいな、職員ってすごいなと尊敬

の気持ちといいますか、ありがたい気持ちが湧

いてきて、市役所に来るのも楽しいということ

になるかもしれません。そういう意味で、苦し

んでおられる方に温かな手を差し伸べ、そうい

う場もあるよということも言えるような職員を

育てるべきではないかと思うんですけれども、

課長としてはどうでしょうか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 固定資産税における市民への

周知の方法、優しくしてほしいというような解

釈をさせていただいております。 

  まず固定資産税につきましては、５月に納税

通知書をお送りしているところでございますが、

１月１日時点での課税基準をさせていただいて

おりますが、４月の段階で１カ月間の縦覧期間

を設けております。つまり固定資産税が今年度

これくらいになるんだよというようなことでの

お知らせをし、縦覧をすることによって何か不

服申し立てがないだろうかというような期間を

１カ月間設定させていただいております。さら

に、この期間に前年度と比べて大きく変動する

方につきましては個別に通知を出させていただ

きまして、変動理由を添えて御説明をさせてい

ただいているところでございます。 

  こういった努力をする中でさせていただいて

おりますので、不服が前提で取り扱っていると

いうことではございません。不服がある場合に

はやはり公的な措置ということになろうかと思

いますので、万が一そちらのほうになった場合

の対応は別途対応させていただくことになろう

かと思います。よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、別の質問をいた

します。 

  17ページの13款の２の２で保育所入所負担金

と施設型給付費というのがあって、これを見ま

すと合わせて前年比マイナス7,629万円となっ

ております。これは親の負担が減るということ
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ですか。 

  それから、20ページの15款の１の３とそれか

ら21ページの15款の２、国庫支出金がありまし

て、それからもう一つ、あわせて24ページの16

款に県支出金が出ています。これらを合わせる

と公的な子ども・子育て支援事業費に国や県か

ら前年比8,846万円がふやされてくるというこ

とでしょうか。そうすると差し引きプラス

1,217万円、国や県から来るほうが父母負担軽

減よりも多いということになるのか、お答えい

ただきたいと思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 まず保

育所入所負担金についてです。こちらの保育所

入所負担金につきましては、前年度比6,500万

円ほどの減額となっております。前年比減の要

因でございますが、まず保育料無償化の影響が

ございます。前年度といいますか、令和元年度

の当初予算に計上した際は10月から３月分まで

の半年分を加味しておりました。令和２年度に

つきましては１年分となりますので、その半年

分の減額の部分があります。 

  さらに、保育園が１園、認定こども園に移行

します。保育園につきましては委託料として市

が委託しておりまして、その保育料は市に収入

となっているところでございますが、認定こど

も園に移行することによってその保育料が減額

となってございます。 

  さらに、第３子以降児童の保育料免除分、そ

れから令和２年度に新しく予定をしております

ゼロ歳から２歳の保育料の半額免除分、そうい

ったものを含めまして入所負担金が減額となっ

ているところでございます。 

  それから、施設型給付費負担金についてです。

こちらは公立保育所のみの収入の部分でござい

ます。子ども・子育て支援制度におきましては、

保育施設を利用した際に保護者に費用を給付し

て、保護者が施設に支払うといったような原理

になるのですが、実際は施設が法定代理受領を

いたします。これは公立でも同一の原則である

ことから、経理を明確にするために施設型給付

費負担金として公立保育所の法定代理受領分を

歳入として計上しているものです。実際には一

般会計から負担金繰り入れのために収支の差額

は生じないといったところですが、こちらの負

担金につきましての減額は、交付金といいます

か、公定価格に基づいた計算をしておりますけ

れども、年齢区分によっての単価の違いによる

減額といったことになってございます。 

  それから、20ページ以降、国庫負担金と24ペ

ージ、県の補助金関係でございますが、こちら

は事業に対する国・県からの交付金になってお

りますので、全体的には事業に対する収入とい

うことです。全体的な事業がふえているための

増額といったことでございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国と子育てについて、

保育所などについて、国及び県の支出が前年比

で8,846万円伸びている、市に入るお金がふえ

ている、そして父母から入ってくる負担金が

7,629万円減る、差し引き1,217万円の市の国・

県から来るのや父母から受け取るのが減るとい

う関係で市の収入はふえているわけです。 

  そこで、30ページの２の21款４項で公立保育

所副食費徴収金324万円が出ていますが、これ

は公立の部分しか出てないと思うんですが、民

間も含めた副食費徴収金は幾らなのか。それを

考えますと、市の収入ふえた分などを差し引き

して、本当は副食費無料にもできたのではない

のか、お願いします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 
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奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 国や県

の収入につきましては、実際は事業費に対する

交付金であれば２分の１、県は４分の１、それ

から地域子ども・子育て支援事業につきまして

は３分の１ずつとなっております。ということ

になりますと、残り３分の１もしくは４分の１

は市の支出となっておりますので、事業費がふ

えた分、市の一般財源もふえているといった計

算になります。そういったところから、必ずし

も市の収入がふえているというところではない

ことを御了解いただければと思います。以上で

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 

  今後において、子育て推進の立場から、でき

れば副食費負担もなくすようにしてあげれば、

子育てしやすい市になるのではないかなと思い

ますので、そういうことも検討していただきた

いなという要望で終わりたいと思います。 

  次に、17ページの13の２の２で学童保育負担

金が224万8,000円ふえております。入所定員が

ふえるのでしょうか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 学童保

育所、放課後児童クラブにつきましては、大き

な違いとしましては、ただいま日新の放課後児

童クラブを10名定員をふやす予定で動いており

ます。設備は準備が整っておりまして、担当す

る支援員の先生方の人的な整備も必要なんです

けれども、こちらが整い次第、10名の増員とい

うことが可能になります。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがたいことだと思

います。今後も公的な学童保育への希望が多い

ようですので、設備及び人員配置などを整備充

実させて、希望に応えていただきたいなと思う

ところです。 

  次に、20ページの15款の１の１で保険者支援

分、国保基盤安定制度負担金が42万4,000円ふ

えております。また、23ページの16款の１でも

国保基盤安定制度負担金が887万円ふえていま

す。このふえた内容、2020年度の新しいペナル

ティーなどあったらお願いします。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 こちらの国保の基盤安定制度

負担金につきましては、市町村の国保財政を財

政的に安定化させるためのものでございまして、

国からのいわゆる手厚い保護といいますか、国

保財政そのものが脆弱な面がございますので、

そちらへの手当てという内容になります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいまの国民健康保

険への国の保護、手当て、国からの保護という

ことですが、これには法定外繰り入れを許さな

いという方向で出ておりますが、この間、一般

質問で出さなかった資料でこれがありますが、

法定外繰り入れを許さないのは確かに上の保険

料収納不足のための、上の部分についてはだめ

だと、一般会計から入れてだめだと言っていま

すが、しかし下の部分、保険料の減免額に充て

るため、国保法第77条、地方税法第717条に基

づく申請減免です。ここに市長が特別な事情と

認めた部分は法定外繰り入れだめという内容で

はないということです。どうですか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 国保の特別会計の内容にまた
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がるかと思いますけれども、まず山形県内の市

町村で法定外繰り入れをしている市町村は現在

のところございません。 

  また、法定外繰り入れがペナルティーと算定

されますのは、医療費の適正化等に市町村が取

り組んでいる保険者努力支援制度という制度が

ありまして、この保険者努力支援制度の中で仮

に法定外繰り入れをしている場合には、ペナル

ティーというのは何かあれですけれども、市町

村に保険者努力支援制度で国からお金が交付さ

れる場合にカウントしますよということになっ

ておりますので、現在のところ山形県内の市町

村では心配のない制度になっているかなと思い

ます。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

３ 番（叶内恵子委員） 最初に、16ページ、11

款１項１目地方交付税、普通交付税の部分につ

いて伺います。 

  前年度の予算計上が35億6,600万円で、今年

度37億4,300万円と１億7,700万円増収を見込ん

でいます。この根拠、理由を伺います。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 地方交付税のうち普通交付税

の算定根拠の部分でございます。こちらにつき

ましては、令和元年度、今年度の交付決定額に

国の地方財政計画上での伸び率を勘案しまして、

さらに事業費補正等別途計算しまして、そちら

を加算した結果１億7,700万円増の37億4,300万

円と見込んでございます。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

３ 番（叶内恵子委員） 国の地方財政対策、計

画の中で、補正を行った、増額補正を行った理

由というものが何であったのかを伺います。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 国では一般財源の確保という

ことで、地方でも要望しておりましたが、今回

国でそういった対策を強化するという形で財源

の確保をしていただいたと考えてございます。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

３ 番（叶内恵子委員） 質問の仕方がちょっと

あれですかね、漠然としているからなのかわか

らないんですが、今回地方交付税を国が増額し

た中には、今後各自治体に取り組んでもらいた

いものであったり、昨年の９月定例会だったか

と思うんですが、会計年度任用職員制度の施行、

移行に伴って国が地方交付税の中に一般行政経

費というものを計上しているかと思います。そ

の金額、新庄市はどのように見ているのか、ま

た会計年度任用職員のどの給与の部分にその金

額が使われるのか、その点について伺います。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 国で示しております事業の強

化としましてさまざまございます。例えばです

けれども、地域社会の再生事業費ですとか緊急

浚渫推進事業費ですとか、その中に今委員おっ

しゃった会計年度任用職員の部分もあるわけで

ございますけれども、普通交付税の算定の仕方

としまして、そういった個別の経費を勘案して

一つ一つ積み上げるというものではなくて、あ

くまで今年度の交付決定額をもとに全体的な伸

び率から算出していると。さらに、その中で起

債の市債の償還に係る交付税措置の部分が別途

ございますので、そちらを個々に積み上げて積

算したところ増額することができたという内容

でございます。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 会計年度任用職員の報酬等の

部分でございますけれども、一般事務の職員に
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ついては2,200円程度の増額と、月額で。あと

そのほか保育士については資格職ということを

考慮しまして9,800円程度、月額で増額してい

ます。あとそのほか日々雇用職員だった方も含

めて期末手当については一月を支給するという

ような処遇の改善も行っておりますし、あとそ

のほか通勤手当、支給されていなかった日々雇

用職員が会計年度任用職員に移行することに伴

いまして通勤手当相当分の処遇の改善を行って

いるというところでございます。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

３ 番（叶内恵子委員） 昨年、会計年度任用職

員の移行に伴って増額する分、そちらの分のこ

の制度に対しての財政措置というのはどうなる

んだというのが自治体全体的な国に対する要望

であったり困惑するものであったかと思うんで

す。その中で、ようやく年度末に地方財政対策

ということで示された中に、地方交付税の算定

台帳の中に、今後一般行政経費の国の総額のう

ちの一部が基準値として算定台帳の中に含まれ

て計算して財政措置されるということなんです

けれども、この金額が明確になっているのが任

用職員の方々のどの部分の、どの部分という言

い方は変ですね、通常の毎月の給料であるのか、

期末手当の部分であるのか、そちらのほうはど

うでしょうか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 国の財政措置があるという中

で、実際の会計年度任用職員の制度設計という

ことについて、全体の職種も含めた中での給与

体系ということで、担当の総務課としては制度

設計したところであります。 

  その一つの考え方として、他市では国で示さ

れている初任給基準に支給額を落としたところ

もありますけれども、その点については新庄市

においては現給保障以上の額で移行するという

方向をとっております。そのことは結果として

毎年昇給する３年なり４年分を先食いでメリッ

トを享受する制度をとっておりますし、プラス

今後の上限額、国で示している考え方まで昇給

させるという制度もとっておりますので、国の

措置の考え方がある中で、何といいますか、給

与の職種下の体系のあり方の中で制度設計した

というところであります。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

３ 番（叶内恵子委員） 国の交付税措置されて

くる部分が期末手当の一部であって、新庄市で

あれば新庄市の人口規模に該当した算定の基準

の数字で計算されてくるということで、満額は

交付税措置されないという中で、そうしますと

一般財源、自主財源の確保ということが非常に

重要になってくるのだろうと思っています。 

  今回、幼児教育の無償化の自治体の負担であ

ったり任用制度の自治体の負担というところ、

また自主事業を行っている中で自治体が大変財

政状態が厳しくなってきております。２月末に

はちょっと有名な自治体が財政緊急宣言を出す

ような事態になっているということを聞きます

と、先ほど固定資産税の質問であったり、また

市民税の質問であったりという中で、どのよう

にして自主財源を確保していくのか、上げてい

くのか、それがまちづくりの政策につながって

いると認識しております。どのように今後、ま

ちづくり基本計画、総合計画も策定しています

が、どのようにまちの稼ぐ力を上げていこうと

されているのか、ちょっと大きい質問かと思う

んですが、それはやはりビジョンであると思い

ますので、見解を伺いたいと思います。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

奥山省三委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 自主財源をどう確保していくかと

いうことでありますが、基本的には財源は税金

でありますので、やはり民間と違うというとこ
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ろであります。どこまで投資して、どれをどう

回収するかということが分岐点になるのかなと

思っております。 

  今後、人口減少の中で、どのような形で、入

るものが入らない時代が来るわけですが、今度

は出るものを制御していくということが一番求

められるのかなと思っております。行政が与え

られた部分ということ、そういう観点からいき

ますと非常に厳しい状況が続くものだと思って

おります。 

奥山省三委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  財政課長より発言の申し出がありますので、

これを許可します。財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 先ほど答弁を保留しておりま

した八鍬委員の質問にお答えさせていただきた

いと思います。 

  基金利子の算定根拠についてでございます。

こちら確定しております基金残高としまして、

平成30年度の年度末残高、財政調整基金ですと

約21億円でございます。市有施設整備基金につ

いては約９億円ということで、こちらに想定利

率0.02％を乗じまして、端数の部分については

繰り上げさせていただいて算定したという内容

でございます。よろしくお願いいたします。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

３ 番（叶内恵子委員） 企業はビジネスで地域

課題を解決する主体であると思っております。

そして自治体は、政策、制度で地域課題を解決

する主体であると思っております。どうすれば

一番大事な自主財源をふやすことができるのか、

ふやせるのかということを念頭に置いて今後取

り組んでいただきたいと切に願っております。 

  次の質問にまいります。 

  31ページの22款１項６目臨時財政対策債につ

いて伺います。 

  これが前年に比較して対策債の発行可能額が

減少しております。昨年度は４億4,000万円、

今年度については４億2,500万円の計上をして

おります。この積算の根拠について伺います。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 臨時財政対策債についての御

質問でございます。 

  こちらも、国の地方財政計画におきまして一

般財源は今年度上回る額が確保されているわけ

ですが、臨時財政対策債につきましては全体で

前年度比マイナス3.6％という計画が示されて

おります。私どももそれを反映させまして、今

年度の発行可能額に減少率を乗じまして前年度

比で1,500万円減の４億2,500万円計上させてい

ただいたということでございます。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

３ 番（叶内恵子委員） 昨年の決算委員会の折

ですが、平成30年度の決算ベースですと、地方

債現在高、臨時財政対策債が地方債現在高の

48％を占めているという回答をいただいており

ます。 

  その中にありまして、地方債というのは原則

としましてストックとして残って、そのストッ

クとして残ったものがメリットとして将来の世

代にもメリットとして残り、そして公債費は世

代間の財政負担の公平を図ることができるもの

と原則で決められております。 

  しかし、この臨時財政対策債、御承知のとお

り地方交付税の財源不足を上限として起債を認

められた借金です。赤字地方債と呼ばれており

ます。この赤字地方債に対して、新庄市はこれ

までも、臨時的かつ例外的な地方債であるが、
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その元利償還金については後年度に全額交付税

算入されることから、普通交付税の代替措置で

あり、実質的な普通交付税だと位置づけている

と思います。その証拠に、市民への決算状況の

公開であったり中期財政計画の中においても経

常収支比率について臨時財政対策債を含めた表

示をしております。 

  そこで伺いたいんですが、決算カードまたは

財政状況資料集などにおいても、なぜ国が臨時

財政対策債を含めたものと除いたものの２つの

記載を義務づけているのか、これを新庄市とし

てはどう受けとめているのか、その見解をまず

伺います。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 臨時財政対策債につきまして

は、委員おっしゃるとおり、国の本来であれば

一般財源として確保すべき分を地方債によりま

して後年度に国で交付税措置するということで

財源保障するという内容でございます。 

  これにつきましては、地方におきましても、

令和元年度に続きまして令和２年度におきまし

ても折半対象額が解消しているということでご

ざいますが、一般財源そのものが不足している

という状況でございますので、市としては臨時

財政対策債を発行せざるを得ない状況であると

考えてございます。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

３ 番（叶内恵子委員） 臨時財政対策債の性質

であったり、私たち市民よりもよくよく財政当

局の皆さんはおわかりになっていると思うんで

す。どうしても発行せざるを得ない、一般財源

が不足しているという現状が事実としてあると

いうことで、発行せざるを得ないということで

すね。ですが、この発行額、発行している額の

累積が令和元年度におきましては80億円を超え

ている状態になっております。大変恐ろしい、

一面では恐ろしいと思っています。国としては

両論併記として重要な決算カードであったり財

政状況資料集に載せてくるわけですね。その意

味を考えると、そのまま地方交付税として受け

取って本当にいいのかどうかなのかということ

を示唆しているのではないかと思っております。 

  その中でなんですが、地方交付税の算定台帳

の中に、例えば災害復旧事業債の場合は後年度

における元利償還金の95％を措置するとなって

いるので、例えば元利償還金が824万2,000円で

あると95％を掛けて783万円が措置されていま

すね。基準財政収入額に算入してよいとなって

いると思います。ですが、臨時財政対策債はど

うでしょうか。元利償還金が82億5,332万4,000

円、令和元年ベースでですね、措置分が511万

1,706円、わずか６％なんですね。その元利償

還金について後年度に全額措置をするというこ

とについて、どのように本当に受け取っている

のか。「仕方がない」ではなくて、ある自治体

では、今３つに自治体の考え方が分かれてきて

いると言われています。その中で新庄市はどう

いう道を進んでいくのか、現在この累積してい

る金額に対してどのように考えているのか、再

度伺います。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 臨時財政対策債についての考

え方についての御質問でございます。 

  やはりこちら後年度での交付税措置が100％

という制度でございますので、先ほど申し上げ

ましたように、一般財源として活用せざるを得

ない、補塡していくという考え方には変わりな

いわけでございます。 

  委員おっしゃいました、残高がふえるのでは

ないかというお話ですけれども、令和元年度末

での残額を見ますと68億6,000万円ほどという

ことで、こちら市債残高の約45％と、平成30年

度の決算よりも下がっております。当初予算に
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さらに４億2,500万円計上させていただいてお

りますけれども、そちらを計算しますと令和２

年度末ではさらに67億5,300万円ということで、

さらにその率は40％と下がっていくわけでござ

います。 

  制度的に活用していくという基本スタンスで

ありますけれども、ただ委員おっしゃいますと

おり、やはり臨時財政対策債についても、起債、

借金の一部でございますので、実質的な市債残

高は減少しているわけですけれども、見かけ上

の形式上の市債残高はなかなか減らないという

ことになりますので、本来の地方交付税制度の

中で国で措置していただきたいという考え方は

持っております。こちらについては市長会を初

め地方６団体でも引き続き要望を続けていると

いう状況でございますので、我々も同じ考えで

要望していきたいと考えております。以上です。 

３ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

３ 番（叶内恵子委員） 先ほども言いましたが、

２月下旬に入りまして、自治体名は伏せますが、

財政緊急を発動しています。その中で、じゃそ

の自治体がある地域というか、エリアで各自治

体の臨時財政対策債の活用状況を全部データを

確認してみますと、今回財政が大変だという行

動をした、発表した自治体はやはり全て100％

借り続けていた自治体でした。 

  その中で、今３つの自治体のスタンスという

ことで、減らしている自治体、借りないで減ら

していこうと。なぜならば、臨時財政対策債に

ついては、発行額について財政措置、発行額に

対しての財政措置であるので、借りても借りな

くても交付税の財政措置があるということの中

から、借りないで減らしていこうという自治体、

横ばいに抑えていこうという自治体、困ったと

きにだけ借りようとする自治体、そしてそのま

ま100％借り続ける自治体に３つ分かれている

中のその100％借りようと言っているところが

やはり大変財政が困窮して、そこの市民の方も

大変な状況になっているという連絡を受けてい

るものですから、新庄市は行財政改革に一生懸

命取り組んでいるというこの前の返答でもあり

ました。予算の編成の仕方から何から改革する

ことはまだまだあると思いますので、臨時財政

対策債については交付税措置されるので大丈夫

だという考えではなくて、財政規律というもの

を持って活用していただきたいと願っておりま

す。以上です。 

奥山省三委員長 答弁は要りませんか。（「要りま

せん」の声あり）ほかにありませんか。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） それでは私から、24ペ

ージの16款県支出金２項県補助金で農林水産業

費県補助金、さらに農業費補助金についてお伺

いしたいと思います。 

  この項目、昨年並みの予算がとられておりま

す。多少の微増微減はあるんですけれども、こ

のように予算措置がされました。その中で、補

助項目の中を見ますと、農業、特に若い担い手、

そういうところへの手厚い予算編成が見られま

すが、このように予算編成をする中で、どこに

めり張りを置いてということもあるんですけれ

ども、どうしても前年比の中で見ると、力を入

れるところと、ちょっとここはこのたびは抑え

ようというところがあります。そういう考えで

あったりそういうところの検討であったりとい

うところをお聞かせください。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 それでは、令和２年度の農業

振興の考え方ということでの御質問だと承りま

した。 

  担い手の高齢化、後継者不足による農業者の

減少など農業を取り巻く環境は委員御存じのと

おりさらに厳しいものとなっています。 
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  担い手、後継者支援対策といたしまして、担

い手が農業用機械等を導入し規模を拡大する際

に支援する強い農業担い手づくり総合支援事業

とともに、認定農業者、新規就農者に対する農

業次世代人材投資事業を行うなど、担い手育成

のための支援に取り組みたいと考えております。 

  また、米の生産調整が廃止されたことにより

まして、持続可能な水田農業経営を確立するた

めに、野菜や花卉など園芸振興作物への転換や

土地利用型作物の振興を推進し、複合的な支援

対策に取り組んでいきたいと考えております。 

  また、ＪＡと連携をともにしまして広く農家

の方々に国・県、市の支援対策を発信していき

たいと考えております。以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） 昨年の決算も踏まえな

がらになるんですけれども、非常に項目の多い

中でやり切るというところにすごく努力が必要

であるなというところは当然感じていますし、

それをしなければ新庄市の農業は発展していか

ないというところも理解できます。 

  しかし、現在、担い手不足であったり農地が

耕作されない、そういうところがふえてきたり

という、やはりそこはどうしても看過できない

新庄市の状況もあります。 

  その中で、いかにお金を新庄市で頑張る農業

者に使ってもらうのかというところの目玉であ

ったり、こちら側からの投げかけであったりと

いうところをもう少し強く見せていくべきと思

うんですけれども、そういうところを含めたと

ころでのこの予算を広く知っていただき、使っ

ていただくための手段、手はずというのがあれ

ばお聞かせください。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 委員おっしゃるように、この

ような制度があったとしても、農家の方々に御

理解をいただけない、使っていただけないとい

うことがあっては意味をなすものではないと考

えておりますので、先ほどもちょっと触れさせ

ていただきましたけれども、地元ＪＡの方々と

の連携またはその他農業関係団体との連携を保

って、農家の方々にはよりわかりやすく伝えて

いきたいなと考えております。どうかよろしく

お願いいたします。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） ぜひしっかり進めてい

ただいて、この予算を全て使い切るようなこと

を手がけてほしいと思います。 

  歳出にいずれかかっていく話ではありますけ

れども、ぜひ新庄市の強い農業というところを

しっかりこの予算で知らしめることをぜひお願

いして、私の質問を終わらせていただきます。

よろしくお願いします。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） それでは、ページ数17

ページ、13款分担金及び負担金１項負担金２目

民生費負担金についてお伺いいたします。 

  ここについては、保育所だったり児童保育負

担金のほうに滞納金がございます。税の公平性

からいっても、これからは少子高齢化というこ

ともあるんですが、やはり国でも無償化が始ま

っておりますので、滞納金はしっかりと回収し、

平等を保つことが必要だと思うんですけれども、

まずそこら辺の子育てに関して、この滞納金を

しっかり納めてもらうものは納めてもらうとい

う考え方が必要だと思うんですけれども、そこ

ら辺の対策をどのようにしていくのか、まずお

伺いいたします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 
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奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 保育所

の入所負担金ですとかそれからそういったとこ

ろの関係する滞納繰越分ですとか、そういった

ところの収納は、やはりお支払いしていただく

ものはお支払いしていただくというスタンスで

これからも徴収についてはしていきたいと思い

ます。 

  方策としましては、やはり事前に電話なりそ

れから対面で相談に乗ったりといったこともあ

ります。また、年度末には、夜間といいますか、

そういったところの窓口もあけておりまして、

対応するといったこともございますし、それぞ

れ御事情もおありというところもありますので、

そういったところもしっかりお話を聞きながら、

少しずつでも納めていただくようなやり方をし

ていきたいと思っております。以上です。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。ぜひと

もやはりしっかり納めるものは納めていただき、

子供たちのために、することはしっかりしなき

ゃいけないと、そこら辺は分けていかなきゃい

けないと思いますので、払い切れなければ毎月

少しずつでもいいという税相談もあるでしょう

し、そういった方法をしっかりとりながらいた

だくという方策をしていかないと、これから無

償化だから、ただだからいいやとかという考え

もございますので、そういう考えではなくて、

納めるものはしっかり納めていただき、市民の

皆さんの税金で賄っているんだよということを

もう少し周知していただければと思います。 

  それも含めまして、その下になりますが、14

款の児童館のところも滞納金が少しございます。

そういったところもやはり公平性から考えれば

必要だと思いますので、しっかりとした対策だ

ったり協力していただいて、強化に努めていっ

ていただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  続きまして、ページ数18ページになります。 

  14款使用料及び手数料１項使用料６目土木使

用料、こちらのところにも公営住宅家賃及び定

住促進住宅の家賃、滞納金がございます。ここ

ら辺もしっかり納めて、同じことになりますが、

納めていただかないと、今回は壁の修復だった

り屋根の修復だったりかかるものはかかります

ので、皆さんからしっかりともらうものはもら

っていただかなければならないという施策も必

要だと思うんですけれども、そこに対して、令

和２年度に対してどのような集金の仕方だった

り税の相談だったりなんかも一緒に含めてよろ

しくお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 土木使用料、住宅使用料

の収納対策ということで御質問いただいており

ます。 

  これまでも例年家賃の収納に関しましては毎

月ごとに未納の方への連絡等行っているところ

ではございますが、なるべく多くならないうち

に、細かい時点からの徴収に心がけていきたい

と考えております。また、額が多くなってくる

ような方に対しましては、現在保証人の方から

の御指導いただいて納付に向けた指導なども行

っているところでございますので、小まめな連

絡と顔を合わせた徴収の機会を多くとるという

ことで対策を講じているところでございますの

で、御協力のほどお願いできればと思っている

ところでございます。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。やはり

さまざまな方法を使って、電話だけですとなか

なかやっていただけないとか、要は顔と顔を合

わせればもっと徴収しやすいということもあり
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ますので、御苦労だとは思いますが、金額が大

きくなればなるほど支払うほうも大変でしょう

し、小さいうちから芽を摘んでいただいて早目

の対策をしていかなければ、公平が、払ってい

る人と払っていない人が同じ住宅に住むという

のは不平不満が出てくる一つの種になってはい

けませんので、そこら辺の仕方をしっかり集中

していただいて、ぜひとも早目の徴収、そして

税の公平性の観点からもしっかり納めていただ

くものをしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  同じページになりますが、５目商工使用料の

エコロジーガーデン使用料に昨年の倍の予算が

ついております。ここはゲストハウスが多分好

調なのかなと思いますけれども、商工使用料が

倍額になった積算根拠と、どのぐらいの使用の

方を見込んでいるのか、よろしくお願いいたし

ます。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 昨年から220万円ほど多

くなってございますけれども、これについては

ことし整備しました旧第４蚕室の部分で、来年

度より使用料が発生するということで、創造交

流施設等の部分について210万円を計上させて

いただいております。また、旧第５蚕室、やす

らぎ交流室、まゆの郷でございますが、これに

ついても167万円ほど、それからその他交流室、

研修室、調理室等で２万円、あとゲストハウス

については45万円の計上ということで、トータ

ルで424万2,000円ということでございます。 

  以上でございます。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。特にゲ

ストハウスなんかもやはり使いやすいのかなと

思って、もう少し伸びるのかなと思ったんです

けれども、別の蚕室の使い方ということだった

ので、わかりました。ぜひとも使いやすいやり

方だったり、いろいろなやり方が多々ございま

すので、エコロジーガーデンを使ってみないと

わからないということがありますので、ぜひと

も使いやすいようなやり方をしていただければ

と思います。 

  最後になりますが、また戻りますけれども、

18ページ、土木使用料に関してですけれども、

ふるさと歴史センターの使用料が昨年と違って

80万円ほど減額になっているのかなと思います。

子供の使用料、お子さんの使用料が今回は無料

になったということに対してはかなりこの80万

円というのは額を少なく見積もっていると思う

んですけれども、たくさんいいものがある施設

ですので、いっぱい来ていただくためにも、こ

こら辺はなぜ80万円ぐらい昨年と違って減にな

ったのか、その理由などを教えていただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

奥山省三委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 ふるさと歴史センターの

使用料の減額についてでございます。こちらに

つきましては、どうしても利用者の前年実績、

利用者の実績をもとに算出させていただいたと

ころで、利用者が余り伸びていない状況があり

まして、そこから減収ということでさせていた

だいたところでございます。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） 昨年度は奥山峰石先生

の70周年記念のイベントございまして、そうい

ったことでたくさんのイベントがあったから収

入が見込めたと思います。あそこにはたくさん

見せるものがあるので、ある程度来ていただく

ような事業をしていかないと入っていただけな

いでしょうし、市民の方や県外の方からももっ

と広く、支出もここに入ると思いますが、収入

もそれに見合わせてふやすべきだと思うんです
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けれども、そういうことを一緒に関連していか

ないと、ここは収入が少ないというのは、施設

の管理料も含みますし、増収を含める対策も必

要だと思うんですけれども、これからどうやっ

ていくのか、そこら辺もよろしくお願いします。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

奥山省三委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 昨年度、市制施行70周年

記念で奥山峰石先生の企画展をさせていただい

たところでございます。その期間中、残念なが

ら使用料は無料という形で広くごらんいただく

ような形だったものですから、使用料が伸びて

いない部分ありますけれども、ただ施設といた

しまして、お預かりしております民俗資料とか

さまざまなお見せするものをより企画を工夫し

て皆さんにごらんいただけるような形で、なお

かつそれを広く周知して、やはりどうしても広

報活動というか、このような企画展をするとい

うことがなかなかお知らせしていない部分が、

ちゃんとできてないのではないかという御指摘

も常日ごろいただいているところございますの

で、そちらについても少し頑張っていきながら

入館者をふやすような形で取り組んでいきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳入について質疑を終結します。 

  次に、一般会計の歳出について質疑ありませ

んか。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） それでは、歳出に関し

ましては予算に関する説明書からの質問とさせ

ていただきます。 

  まず一覧ずっと読み上げまして、執行部の

方々が捉えやすいように言いますので。36ペー

ジの２款総務費１項総務管理費６目財産管理費、

説明欄の財産管理事業費、工事請負費、本庁舎

前の整備等工事、それから次が38ページ、２款

総務費１項総務管理費７目企画費、説明欄はふ

るさと納税事業費、次が76ページ、６款農林水

産業費２項林業費１目林業振興費、説明欄の森

林・林業再生基盤づくり交付金、あと92ページ、

９款消防費１項消防費２目非常備消防費、説明

欄の非常備消防運営費、それから97ページの10

款教育費１項教育総務費３目教育指導費、説明

欄の山形県知的障がい教育研究会負担金、山形

県情緒障がい教育研究会負担金、山形県言語障

がい児教育研究会負担金、それから114ページ

の11款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費

１目農地災害復旧費、説明欄の小規模農地等災

害緊急復旧事業費補助金、この６になります。 

  まず最初の36ページの２款総務費１項総務管

理費６目財産管理費、説明欄の財産管理費につ

いて質問いたします。 

  来期、外構工事、外構等の工事費3,570万円

の計上、この工事内容はどうなっておりますか。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 財産管理費の工事請負費につ

いての御質問でございます。 

  予算計上としまして3,570万円ということで

ございますが、このうち西庁舎の解体工事がご

ざいます。こちらが1,000万円でございます。

それから庁舎前の整備、こちらは外構、駐車場

を含めた外構の整備ということになりますが、

こちらが2,570万円、合わせまして3,570万円と

いうことでございます。以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ありがとうございます。 

  駐車場が入っているということで、私ちょっ

と駐車場を問題にしたいなと思って質問させて

いただくつもりでありましたが、従来の駐車場

が、高齢者、それから女性ドライバーにとって
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はとめづらい配置になっているということがず

っと続いてきました。今回その辺の改善、また

同じラインを引けば同じなんでしょうけれども、

ある程度とめやすいような状況に配置していた

だくという配慮が必要だと考えておりますので、

その辺、今回の事業に附属させて予算計上して

おられるのかどうかお聞きします。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 駐車場の利便性ということで

あろうかと思います。昨年８月の全員協議会で

もその時点での考え方を示させていただいたと

ころでありますけれども、やはり駐車場、市民

の皆様が来庁される際に不足があっては困ると

いうことでございますので、今とめている方向

性、今現在、東西に向かってとめている分と混

在しているわけですけれども、その辺も整理さ

せていただきまして、台数もふやすような形で、

あと庁舎近くの部分は冬期間積雪で利用できな

くなるという部分がございますので、そちらは

軽自動車を中心に台数を確保するような形で台

数もふやしつつ、場内の安全性にも配慮しなが

ら進めてまいりたいと考えております。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ぜひ高齢者と障害者、

それから女性ドライバーに優しい配置とするよ

うにしてください。 

  38ページです。総務費の総務管理費、企画費、

ふるさと納税ですけれども、先ほど歳入の項目

でも質問申し上げましたので深くは質問申し上

げませんが、やはり消極的な予算計上だという

ことは否めない。返礼品の参加業者の方に非常

に負担が来るのではないかという心配があった

ものですから質問させていただきました。 

  この大幅な今後減額、返礼品の減少とかそれ

に対応する、業者に対する救済措置という施策

は考えておられるでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 昨年度から見ますとふる

さと納税については大幅な減額となっているわ

けですけれども、一番の減額の要因は米であり

ます。米については、業者がみずから料金設定

をして返礼品に上げているという形でございま

すので、そちらに対する措置というのは考えて

おりません。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 農家の方の米の価格設

定、農家の方の出品、返礼品の業者の側に価格

の設定を任せているという点で、はっきり言え

ば業者任せと、こちらは余り関知しないよとい

う施策であったのかなと思われますけれども、

せめてある程度のセーフティーネットといいま

すか、ある程度のラインを決めて、ここまでは

こちらでも対応するよというラインを決めてお

かないと、安心して業者としての参加が難しい

かと思うんですが、いかがでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 昨年度については本当に

12月に予想以上の増となった。これの要因とし

ますのは、価格設定もございますけれども、さ

とふるのポータルサイトの上位に行ってしまっ

たと。業者もびっくりするような伸び方で、米

が手配できるかという形のこともあったんです

けれども、今年度も同様の業者が価格を下げた

結果、さとふるのランキングにまた上がってい

ると、なおかつ今現在は総合１位という形でど

んどんふえている状況にございます。業者とお

話しさせていただいておりますけれども、そう

いったセーフティーネットというか、そちらは

考えなくてもよいという話をしていますので、

御理解いただければと思います。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 
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奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 業者が納得した上での

参加ということで、了解いたしました。 

  次の質問ですけれども、76ページの森林・林

業再生基盤づくり交付金についてです。 

  12月の定例会の補正審査において、交付申請、

これが協和木材株式会社であって、市を通して

県で審査を行ったと、不採択だったから投資的

経費は確保できなかったと、事業拡大を目指し

たが、だめだったという内容だと思います。 

  これは、令和２年度においては、事業拡大断

念したのかわかりませんけれども、申請してい

ないために予算計上してないんだろうと思いま

すが、内容的にはどのような、市を通している

わけですから、どのような市としては助言、そ

れからアドバイス等を行ったのかお聞かせくだ

さい。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 委員おっしゃるように、この

森林・林業再生基盤づくり交付金につきまして

は県の事業計画に基づいて市を通しての交付金

という内容になっております。 

  今回なぜ予算計上されていないのかというこ

とにつきましては、県の段階でこの再生基盤づ

くり交付金のほかにもっと有利な補助メニュー

がないのか今後の事業計画を精査してというこ

とで、その後、私どもに連絡が入るようになっ

ておりますので、今現在ではこの計画がどうな

っているのかというのは私どもにはまだ連絡が

入っていない状況でございます。以上です。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ぜひ、せっかく企業誘

致をして当市に入ってくださった企業ですので、

ある程度市のバックアップ、ただ誘致して、操

業したからいいやという手放し状態じゃなくて、

今後の良好な関係を築くためにも、いろいろな

意味でアドバイス、それからいろいろな情報提

供を行っていただきたいと思います。 

  それから、92ページ、消防費になりますが、

非常備消防運営費についてです。 

  これはずっとかねてから言われております。

年々年々消防団員減少しておりまして、確保が

難しい、頭を悩ませているという各団長からの

声があります。これの解決策とか今後の運営の

あり方というのをしっかり声を聞いて今回の予

算計上しているのかどうかお伺いいたします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 非常備消防、消防団の人数が

減っているということで、その対応策はという

ようなことだと思います。 

  確かに人口も減っていますし、以前は農家や

大工などそういう方たちが、自分たちの村とい

うか、地域を守るというようなことで消防団が

結成されているということでございました。最

近はサラリーマンがかなりふえてきております。

そのため、地域になかなか残るというか、すぐ

に出動できないというような現実もございます。

サラリーマンの方につきましては、消防団の協

力事業所として、そういう災害時、火災時には

優先的に消防団の方を出していただくと。 

  また、消防団の方々の処遇改善ということで、

市では、各分団にあります積載車、それは平成

26年度から毎年２台ずつ、それから小型動力ポ

ンプ、平成27年度から毎年５台ずつ、防寒用の

かっぱですが、平成28年度から30年度まで３年

間で整備したと。現在は安全靴ということで平

成30年度から令和２年度の３年間で全団員数整

備するということで、処遇改善を図り、なおか

つ安全に活動していただくというような観点を

もちまして、できるだけ消防団員の増に努めて

いきたいと考えております。よろしくお願いし

ます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 
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奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 今、環境課長の答弁い

ただいたんですが、そこから判断すると、設備

整備、あと備品整備を充実させると消防団員は

確保できるよということを話し合った上での予

算計上ということですか、団長の方々とかと。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 処遇改善につきましては最低

限のことだと思います。やはり地域を守るとい

うような意識の醸成が必要だと思います。各消

防団員同士のつながり、地域のつながり、そう

いうものをできるだけ醸成していただきまして、

消防団員の増に努めたいと考えております。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ぜひ現場の声を聞いて、

地元の声を聞かないとなかなか施策に反映しな

い、効果的なものができ上がらないというのが

当然だと思いますので、その辺をしっかり把握

してお願いいたします。 

  次ですが、97ページの10款教育費です。 

  これ各種説明欄には、山形県知的障がい、そ

れから情緒障がい、言語障がいと各障害に関す

る研究会の負担金が計上されております。この

研究会で議論された内容というのをきちんと市

民にバックできているのか、周知できているの

かという方法論を予算計上なされておりますか。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ちょっとわかりづらか

ったと思いますので。 

  そういう周知をするための、ただこれは研究

会に負担金を出すだけの、ただ単にお金を出す

だけの事業ですか。それともきちんとその研究

会で話し合われた内容というのがバックされて

市民に周知されるような仕組みができ上がって

いる予算計上でしょうかということです。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 ただいまの負担金につき

まして、情緒障害、それから知的障害、言語障

害の内容となってございます。この負担金の内

容は、小学校、また中学校、義務教育学校で、

この特別支援学級が在籍といいますか、その学

級が存在する学校の負担金となっております。

ですので、例えば知的障害でありましたら市内

11校のうち10校ございますので、１校当たり

2,000円の負担金を学校が払うべきものとして

教育委員会で支払いをしております。 

  先ほどございました市民への説明または還元

ということでございますが、この内容につきま

しては、例えば言語障害とかそれから情緒障害

におきましてはどうしても学校の中では少数の

特別支援の担任となってございます。ですので、

山形県で研究会を設けまして、非常に研修の貴

重な機会となっております。その専門性を高め

るということと指導力を高めて、実際の子供た

ちのために学校に戻ってその内容を反映させて

いるというものであります。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 各校の負担ということ

で、研究会という名目をつけるということは、

いろいろなその中では議論されておって、障害

者、その該当する障害の子供たちをどうするか

とかいろいろなことが交わされると思うんです

よ。せっかく研究会であって、さらに負担金を

出して、その担当する職員が行けばいいやとい

うだけじゃなくて、それが多く市民に広められ

て、こういう子がいるんだよと、こういう保護

をしなきゃだめなんだよということまでわかる

ような施策でないと、ただ単に負担金でお金を

出し合って、集めて会議しました、終わりです

みたいな、そういうことになります。その辺は

きちんとやっていただきたいと思います。 
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  この前、ＮＨＫで、テレビでやっていました

けれども、医療的ケア児、それの居場所がない

ということでした。これがいわゆる新庄市に聞

いた保護者が、「新庄市はないよ」「山形県はど

こかないですか」「ないよ」というような話で

切られてしまったという話です。それは、障害

児を持った親の負担軽減を図るような施策をが

っちりやらないと、例えばこういう研究会ある

んであれば、その負担金、数万円の負担金じゃ

なく、もっと大きく出してもいいですから、き

ちんとした研究会を持ちなさいと県に働きかけ

る、そしてもっと大きな話し合いをしたいとい

うことを市としても言っていくような施策とい

うのを考えていただけないでしょうか。これは

成人福祉課かもしれませんけれども、その範疇

でそういう取り組みはできないのか、予算化で

きないのかということをお伺いいたします。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 今のお

話を聞きまして、障害のお子さんを取り巻く環

境として教育現場の声から聞こえてくるものと

いうのは非常に大きいものがあると思いますの

で、その辺は課の垣根を越えて情報収集に努め

て、障害児の支援ということにその結果を反映

できるようにしていきたいと思っております。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） さきの一般質問でも奥

山議員から障害に関する条例の制定ということ

で質問ありました。大変いい方向だなと思って

おりますけれども、条例ができても手続的なも

のができてないと何の意味もないということで

す。民法があって刑事訴訟法がないみたいなも

ので、犯罪者を取り締まれないみたいな形にな

りますので、しっかり条例の制定までいくんで

あれば、しっかりした手続を各課が取り組んで

いただきたいと思います。 

  最後ですけれども、114ページの11款災害復

旧費１目農林災害復旧費の説明欄の小規模農地

等災害緊急復旧事業費補助金ということで、今

回まだ申請されてない農家の方を支援するため

に残した87万5,000円という説明がありました。

これを令和２年に計上していると。これ原課で

は、災害を把握しているんですけれどもまだ申

請していない数を考慮しての計上でしょうか。

それとも、ほぼ100％対応しましたよと、仮に

取りこぼしがある可能性を考えて予算計上した

のか、どちらでしょうか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 お答えをいたします。まず小

規模災害復旧状況を報告させていただきます。 

  平成30年度におきましては255カ所、平成31

年度におきましては130カ所、現在全て完了し

ている状況でございます。 

  昨年、令和元年度中におきましても、「農業

だより」等で、ぜひ災害復旧する箇所がござい

ましたら申請をしてくださいということで何度

か御連絡を差し上げたところでございますけれ

ども、当初「いや諦めたわ」という農家の方が

確かにおられました。ところが、周りが整備さ

れてきますと「何とか直したいな」ということ

でお二方、御相談をいただいたところでござい

ます。 

  国の考え方といたしましても、災害復旧につ

きましては３年をめどに対応しなさいとなって

おりますので、当市といたしましても今年度限

りという予算措置ではございますが、また皆様

方に直すところがあればということでお知らせ

をして、まず35万円の５カ所ほどの予算規模で

はございますけれども、その後の状況に応じて

補正もお願いしなければならないと考えている

ところでございます。以上でございます。 
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１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 今、課長の答弁の中に

ありました「自己負担が多過ぎて諦めたわ」と

いう方、確かにいます。自己負担、本当に大き

過ぎて、余りにも高額になり過ぎて取り組めな

いという農家もありますし、負担額と農業を継

続していくどちらの経費というのを考えた場合

に断念せざるを得ないという農家もいらっしゃ

います。それから、災害復旧しないで、その状

況そのまま放置して、そのまま農業を続けてい

るという農家もいらっしゃいます。今の３番目

の方が一番危ないと、これからもし雨が降った

ら同じようなことを繰り返してしまうというよ

うなことが現在もやはり残っております。 

  その辺は、申請されるという方は積極的に農

業を続けようという人が申請なさって復旧なさ

ったと思いますので、もっと調査を、もし、手

があるっておかしいですけれども、余力がある

のでございましたら、ある程度こちらから出向

いていって、こういうところどういうつもりな

んだという感じの聞き取りとかもやっていただ

いて。やっているかもしれませんが、やってい

ただいて、令和２年度の予算計上と、補正かけ

てもらっても結構ですので、よろしくお願いし

たいと思います。救済する施策をよく取り込ん

だ予算編成のあり方というのをよく検討しても

らいたいと思います。 

  私からは以上です。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

奥山省三委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 何点か質問させていた

だきます。 

  １点目が予算書39ページ、２款総務費１項総

務管理費７目企画費の地域づくり協議会につい

てです。あと何点か先に言います。 

  予算書41ページ、２款総務費２項総務管理費

10目交通安全対策費についてということで、新

庄市交通災害共済の高齢者の運転免許証自主返

納のことなんですけれども、質問します。 

  次が、予算書51ページ、３款民生費１項社会

福祉費３目障がい者福祉費ということで、障害

者の移動手段確保事業について質問します。 

  次が、予算書55ページ、３款民生費２項児童

福祉費１目児童福祉総務費、子ども食堂支援事

業について質問します。 

  次が、予算書の97ページ、10款教育費１項教

育総務費３目教育指導費の科目別スーパーバイ

ザー配置事業についてお聞きします。 

  もう一つが、予算書79ページ、７款商工費１

項商工費のどこにあるかまだわからないんです

が、新規事業の新庄観光大使事業について質問

いたします。 

  最初なんですけれども、地域づくり協議会に

ついてということで、予算書39ページですけれ

ども、市長の施政方針の中でも地域づくり協議

会の設立に向けた準備会をことしも開催してい

くということでしたけれども、具体的にどのよ

うなことを行うのか教えてください。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 地域づくり協議会の取り

組みにつきましては、昨年来取り組んでいるわ

けですけれども、昨年は講演という形でいろい

ろな方にお話ししていただきまして、今年度は

区長のブロック会議等で来年度こういう形で進

めていきたいという説明会をさせていただいて、

なおかつその説明会に入る前に、今現在ですけ

れども、町内全世帯アンケートというものもさ

せていただいております。 

  来年度はそれをもとに５中学校区で準備会を

立ち上げたいと考えております。それにはアド

バイザーを招聘しまして、地域づくり計画とい

うのをそこでつくっていただくと。そして、そ

の中で１つモデル地区として地域づくり協議会
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を運営する仕組みをつくっていきたいと考えて

おります。それが39ページの下から地域づくり

協議会の負担金ということで150万円、こちら

を原資としてさまざまな取り組みを行いたいと

考えております。 

  今現在アンケートをとっているのは、買い物

支援と雪に対する対応、困っている人はいない

かという形のアンケートをとっているわけです

けれども、それを切り口として各地区に入って

いってさまざまな課題を明らかにしたい。その

中で何とか、協議会を持っていくには人もお金

も必要なので、今年度モデル地区として取り組

みをした後で、再来年度から本格的な立ち上げ

ができないかと考えているところです。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

奥山省三委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 地域づくりに関して何

か具体的なことが進んでいくんだなと思って、

とてもすばらしいことだなと思います。今アン

ケートをとっているということでしたけれども、

ぜひ地域の皆さんの声を形にしていただけたら

と思います。ありがとうございます。 

  続いて、次の予算書41ページのところですけ

れども、高齢者運転免許証自主返納支援事業に

ついてということなんですが、多分ここの報償

費のところにその事業のところが入っているん

だと思いますけれども、運転免許証を自主返納

した方への高齢者の外出に関する支援を行うも

のだと思いますが、どのようにされるのか、ど

ういった施策をされるのかということで、市長

の施政方針にタクシー券等を交付することもあ

りましたけれども、具体的に教えていただけた

らありがたいです。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 高齢者運転免許証自主返納支

援事業ということで、委員おっしゃるとおり、

この報償費の180万円計上しております。具体

的には、年齢が70歳以上で、バス券あるいはタ

クシー券、１人２万円相当の券を交付する、１

回だけということで、４月１日以降に免許証を

返納した方を対象とするということでございま

す。これによりまして、運転に自信がない方、

危険を感じている方に免許証を返納しやすくな

る制度ということで、昨今の高齢者の交通事故、

全国で話題といいますか、問題になっておりま

すが、それが少しでも減らせることになるので

はないかなと考えております。よろしくお願い

します。 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時０１分 休憩 

     午後２時０９分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

奥山省三委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 70歳以上の方で４月１

日からということだったんでしたけれども、運

転の自信ない方はこういった形でまた一つこう

いったことがあるので返納される方も出てくる

かと思いますので、いいことだと思います。 

  でもまた新庄市は本当に車がないと足がなく

なったような感じで、本当にかえって病気にな

ったりする方も多いわけですけれども、運転に

自信がない方はしようがないですけれども、な

るべくはまた地域コミュニティーなどを活発化

させまして、そして健康寿命を延ばして、でき

るならば本当に、生涯現役100年時代であるの

で、安全に車に乗っていただけるようにして、

活躍できるようにしていただけたらなと思いま

すけれども、こういった事業もとても大事だと

思います。ありがとうございます。 

  次に、予算書51ページの障害者移動手段確保

事業というところで質問させていただきます。 
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  こちらは内容の確認ですけれども、事業の周

知はどのようにされるのかということと、対象

者も拡大されていますけれども、どのくらいの

方が対象になるのか教えていただけるとありが

たいです。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 障害者

の方の移動手段の助成事業でございますけれど

も、タクシー券、それから自動車給油助成、ガ

ソリン代、それから移送サービス助成というこ

とで、この３種類のうちのどれかを１つという

ことで、申請者の方から選択してもらっての実

施となっております。現在対象となる障害の方

が、身体障害者１・２級と３級の一部の方、療

育手帳のＡ、精神障害の１級ということで実施

しているところでございます。現在の対象者は

1,090人という対象人数になっております。 

  こちらの事業の周知でございますけれども、

手帳交付の申請、それから手帳等の更新等の手

続のときに御案内しているところでございます。 

  令和２年度なんですけれども、現在の対象者

に加えまして、身体障害者の４級の一部、療育

手帳のＢ、精神障害の２級、３級というところ

まで拡大して実施する予定でございます。拡大

される人数の対象としましては、合わせまして

538人が追加される見込みでございます。 

  申請率は、程度の軽い人は利用されるという

ことで、申請率、それから利用率とも高目に見

積もっておりまして、今回の予算要求となりま

した。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

奥山省三委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 手帳の更新のときにお

話しされるということでしたので、こういった

制度もすごくいい制度ですので、皆さんが利用

しやすいようにやっていただけたらと思います。 

  次なんですけれども、予算書の55ページ、子

ども食堂支援事業についてお尋ねいたします。 

  予算額が15万円ということでしたけれども、

開設に関する補助金ということですが、事業は

新庄市ですとフリースペースのまちかどカフェ

「たまりば」で行われていますけれども、こち

らは運営のための食事代として使われるのか、

それとも実際にいろいろなことでそれを推進す

るために使ってくださいということなのか、事

業の中身を教えていただけるとありがたいです。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 このた

びの子ども食堂支援事業補助金でございますが、

この15万円につきましては開設準備に係る15万

円でございます。 

  御存じのとおり、地域の子供たちを中心にし

て、温かくて楽しい食事、子供たちの居場所づ

くりといった目的を持ってつくられる子ども食

堂でございますが、現在、県の補助金、１回に

つき１万円という補助金がございますが、まず

はそちらを利用していただきたいと考えました。

また、今後そういったところへの助成としまし

ては、やはり地域のコミュニケーション等をと

るためにも、企業や団体の協力も欠かせないで

しょうし、個人の協力もいただきたいところだ

と思っています。そういった広がりを持たせる

といったところに期待をしまして、今後開く子

ども食堂について15万円を上限に補助をしてい

くといった事業でございます。 

  内容としましては、新庄市に主たる活動の拠

点を置く団体で、１年以上継続して子ども食堂

を運営する意思、能力を有すると認められる団

体、また開くに当たっては、子供たちに無料ま

たは低額で食事を提供すること、また月１回以
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上定期的に実施しまして、補助金の交付決定後

に１年以上かつ１回当たり２時間以上の継続し

た実施を予定できること、また１回当たり10名

以上の子供たちの参加が見込めて、子供に対し

食事を提供できる体制を有するものであること

など、さまざま条件を付した上で行っていきた

いと思っています。 

  補助対象経費につきましては、さまざま寄附

金ですとか協賛金ですとかそういったところが

ある場合もあると想定しまして、そうしたとこ

ろ、必要経費からそうしたところを控除して２

分の１以内の額とし15万円を上限とするといっ

たような内容を考えております。まだそういっ

たところの案といいますか、そういった検討を

行っているところではありますが、おおむねそ

ういった内容になります。 

  補助対象の経費として認めるものでございま

すが、こちらはお皿ですとか電化製品ですとか

そういったもの、消耗品、施設の使用料ですと

か、それから備品の購入費、そういったものに

充てていただきたいと考えています。以上です。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

奥山省三委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ありがとうございます。 

  今の説明ですと、今は１カ所、子ども食堂を

されている、継続的にされている方がいるんで

すが、ほかにも、もしされる団体があったなら

ば、この申請というか、これをしてもいいとい

うことでしょうか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 今は２

カ所開設していらっしゃいますけれども、その

ほかに今後開設したいという団体がおありでし

たらぜひ活用していただきたいと考えています。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

奥山省三委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ありがとうございます。 

  先ほど課長がおっしゃったように、やはり団

体の協力とか地域のコミュニティーとかたくさ

んの方に周知して、今本当に予期せぬコロナの

ことで話題になっておりまして、学校給食とか

そういったのも出せないといったところとか、

またお米とかも準備していたものが出せないと

いうところもありますので、いろいろな方にそ

ういった食事のところとかも協力していただい

て、子供の居場所づくりということで、ぜひ頑

張っていただきたいと思います。 

  それでは、次の質問をさせてもらいます。 

  97ページの科目別スーパーバイザー配置事業

についてです。 

  こちらは施政方針にもありましたけれども、

科目別スーパーバイザー配置事業ということで、

何名の方をどの教科にお願いする予定なのか教

えていただくとありがたいです。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 科目別スーパーバイザー

の御質問ですが、初めに何名ということなんで

すが、１名を考えております。教科は英語とい

うことで、この理由としましては、新庄市の学

力の課題の一つであるのが英語であるというこ

とで、基礎基本の力とか、それから関心、意欲

も高くないということが課題としてございます

ので、英語特化ということで考えてございます。 

  なお、市内11校あるんですが、１つの学校を

モデル校といたしまして、その学区にある小中

学校を中心に助言指導いただくということを考

えてございます。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

奥山省三委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ありがとうございます。 

  １つの学校をモデル校とされてまず最初始め

るということでしたけれども、やはり各学校で
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もそういった方が必要だと思いますので、ぜひ

そのモデルケースを早く充実していただきまし

て、各学校に配置できるように頑張っていただ

きたいと思います。 

  最後なんですけれども、予算書79ページのと

ころの７款商工費１項、小項目のところでちょ

っとどこに当てはまるかわからなかったんです

けれども、ことしの新規事業ということで、新

庄観光大使事業というのはどのような事業なの

か教えていただけるとありがたいです。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 観光大使を通しまして本

市の観光資源の魅力を積極的にアピールすると

ともに、広く情報発信していただきながら誘客

の促進であったり地域の活性化に結びつけるこ

とを目的として、新規事業ということで御提案

させていただくものになります。 

  79ページでございますけれども、そのうち説

明欄の報償費については５万円の満額で、それ

ぞれ謝礼品という形で考えてございます。また、

その下の費用弁償については、宿泊、交通費の

計上ということで17万円満額でございます。そ

れから普通旅費の50万4,000円のうち８万円の

計上でございますが、任命に当たりましての打

ち合わせ旅費ということで８万円ほど計上させ

ていただいております。それから、その次の次、

食糧費について３万5,000円、これについても

満額で、来新時の飲食費等で考えてございます。

また印刷製本費104万8,000円のうち２万8,000

円ほどでございますが、観光大使の名刺代を考

えておりまして、この事業にトータルしまして

36万2,000円ほどの計上ということになってご

ざいます。以上でございます。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

奥山省三委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） 観光大使のところなん

ですけれども、どなたかを呼ぶんですか。どう

いった感じで事業をされるのか教えていただけ

たらありがたいです。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 済みません、大事なとこ

ろを忘れておりました。 

  新庄市にゆかりのある著名人に観光大使にな

っていただきたいと考えておりまして、漫画家、

それから歌手、俳優、作曲家、落語家、作家と

いうことで、広く皆様方に全国的にも著名な方

に御依頼申し上げまして、なっていただけない

かなということで御依頼申し上げまして、広く

ＰＲしていただきたいということで考えておる

ところでございます。 

７ 番（山科春美委員） 委員長、山科春美。 

奥山省三委員長 山科春美委員。 

７ 番（山科春美委員） ゆかりのある著名人と

いうことで、すごく楽しみな、また盛り上がる

事業なのではないかと思います。新庄市には本

当にいいところがたくさんあると思いますので、

自信を持ってＰＲしていって観光を盛り上げて

いただきたいと思います。 

  質問は以上とします。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） よろしくお願いします。 

  初めに、時間の都合で最後まで行けるかわか

りませんが、質問する予定の項目だけ述べます。 

  予算書38ページ、２の１の７、謝金1,427万

円、それから予算書50ページ、３の１の１、謝

金556万5,000円、それから予算書68ページ、４

の２の２、ごみ減量化対策事業費2,018万3,000

円、74ページ、６の１の５、多面的機能支払交

付金３億4,239万3,000円、予算書85ページ、８

の２の２、道路長寿命化事業工事請負費１億

2,040万円、関連して８の２の３、泉田二枚橋

線整備事業費3,500万5,000円、それから予算書



- 228 - 

91ページ、８の６の２、生活道路排雪事業費補

助金60万円、予算書97ページ、10の１の３、会

計年度任用職員報酬1,010万4,000円、それから

その下の謝金1,325万5,000円、それから予算書

105ページ、10の５の１、謝金405万3,000円。 

  それでは、最初に38ページ、謝金、それから

49ページの謝金、いずれも区長への手当、もう

一つの民生費のほうは民生委員への費用弁償等

の予算かと思います。区長の手当に関しては、

おととしぐらいで行財政改革の一環で削られて

きた部分をもとに戻したという経緯があります。 

  いずれも区長も民生委員の方も非常に今なり

手がいないというところで、一概に処遇を改善

しただけでは根本的な解決は望めないと考えて

おります。これまでの話し合いの中でも、町内

会あるいは自治会に対して、行政は例えば、そ

の手はしたくないんですが、災害時の例えば一

緒に避難するんだというところでやはり民生委

員を初め区長がリーダーシップをとって行わな

ければ機能しないと考えられます。 

  令和２年度の当初予算の中では、それらの地

域づくりに関する、これだというような予算づ

けはされていないと思いますが、来年度の当初

予算の範囲内でせめて町内会あるいは自治会が

安心して区長並びに民生委員を自分たちで推薦

していただけるような地域づくり、強い、お互

いさまの精神を育てなくてはいけないと私は感

じておりますけれども、いかがでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 38ページ下の謝金につい

ては区長への手当分でございます。委員おっし

ゃるとおり、均等割と世帯割の部分があるんで

すけれども、均等割は平成24年度、世帯割につ

いては平成25年度以前に戻ったような形になっ

ております。 

  区長の手当につきましては、やはり区長協議

会の中でも話が出ております。それで今年度、

県内全て、全市町村にアンケートをとって、ど

のぐらいの手当てをしているかということを把

握させていただいたんですけれども、やはり業

務内容が違うので一概には言えません。13市中

で10市しか回答がなかったんですけれども、新

庄市は７番目ぐらい。 

  区長の業務ですので限られた４つの業務にな

るんですけれども、世帯数の掌握、そして行政

事務の周知、まちづくりへの意見、そして各種

調査への協力という形で、区長の業務が決まっ

ておりますので、それに対する手当として高い

か低いかというのはちょっとわからないという

のが現状です。 

  ただ、今年度調査したものに基づいて、来年

度、区長協議会の役員手当、そして区長手当に

ついて協議会と協議はしていきたいと考えてお

ります。 

  やはり年々町内の活動費が少なくなっている、

なおかつ少子高齢化によるさまざまな課題が議

論になってくるということで、町内活動がだん

だんと少なくなっていくということは認識がご

ざいます。それに対する対策として、やはり区

長協議会、１つの町内でできないことをもう少

し大きなまとまりでできないかという形で考え

ているのが地域づくり協議会ということになり

ます。 

  予算書的には39ページの中段、地域運営組織

設立・運営支援アドバイザー業務委託料50万円、

そして地域づくり計画策定業務委託料50万円、

それから下のほうの、先ほど申し上げましたが、

地域づくり協議会負担金150万円が協議会の費

用になります。なおかつ地域づくりを支援する

ものとして地域づくり支援モデル事業と地域づ

くり推進交付金というのがありますので、どう

いう形で一番町内が動けるように予算措置する

かというのが課題となってきますので、これか

らの検討課題とさせていただきたいと思います。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 
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奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 今既に予算措置されて

いる中でもやれると思うんですが、次のリーダ

ーの育成ということで、やはりまちをつくるの

は人であると、市長も言われていると思います

が、人への、どうやって育てるんだと、行政も

責任の一端を負うべきでないかなという観点の

質問でしたので、よろしくお願いします。 

  次に、６ページのごみ減量化対策事業費とい

うことで、これから質問するのは、ほぼ広域の

事業に当てはまるかもしれませんが、３年前だ

と思いますが、１回予算委員会等で伺った点が

なかなか予算書に出てこないというところで、

あの計画はどうなったんだろうなということで、

協議はされたんだと思いますけれども。 

  中身は、広域で持っている埋立地、有限なわ

けですよね、これ。もう一回新たな設備という

のは非常に考えづらいということで、本来埋め

立てされるはずの大きな廃プラスチック、それ

を例えば熱が、温度が上がらないようなものを

燃やすときのペレットにする 

ような先進的な事例があるというところで、３年

前の予算委員会かどこかで伺って、調査研究に

取り組むというような答弁を頂戴したものです

から、その後、課の中でどのような検討されて、

事業化される予定があるのかないのかお伺いい

たします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 廃プラスチックの処分に関す

る御質問でございます。 

  委員がおっしゃいますとおり、平成29年度か

ら平成30年度の２カ年かけまして、新庄最上定

住自立圏形成ごみ減量化対策推進協議会の中で

検討を進めてきたところでございます。 

  現在、市では廃プラスチックにつきましては

可燃ごみとして収集して焼却処分をしていると

ころです。 

  その対策推進協議会の中で検討した内容につ

きましては、メリットとしては焼却炉の延命化、

それから埋立地の延命化というメリットがござ

います。また、新たに発生することとしまして

は、新しく収集運搬業務が発生すると。また、

今おっしゃいました固形燃料といいますか、Ｒ

ＰＦと呼ばれるものでございますが、それの処

分場につきまして近隣にはないということで、

そこまで運んでいくというような手間も発生し

てきます。その一時保管と処分場までの積みか

え業務等さまざまな業務が発生してくるわけで

すが、その経費を算定したところ莫大な金額に

なるというようなことで、８市町村と最上広域

も含めた中で検討した結果、費用対効果という

点から今回導入は見送るとしたところでござい

ます。 

  なお、今後も廃プラスチックにつきましては

その処分方法等、定住自立圏構想の中で研究、

勉強していきたいと思います。よろしくお願い

します。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） わかりました。今のと

ころ費用対効果、Ｂ／Ｃの観点でコストが大き

過ぎるということで見送ってはいるものの、環

境問題、特にごみに関してはどこかのタイミン

グで状態が変わるかもしれない。せっかく研究

した材料を破棄せずに、準備だけお願いしたい

なと思います。 

  次に、74ページの多面的機能支払交付金とい

うことで、12月議会の補正で事業費の大幅減額

ということで、要因は、あのとき質疑はしなか

ったものの、土地の基盤整備に絡む部分の面積

の変更とそれから多面的機能、２つありますけ

れども、長寿命化と言われている部分の交付額

が当初予算で見ていたやつの65.2％だったかと

思うんですが、そこまで落ちてしまったと。今

年度の当初予算と来年度の予算額を比較します
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とほぼ同額である。長寿命化のところは市には

責務はなくて、５年スパンの制度改正が今年度

がその年であって、例えば市で各保全会から計

画を吸い上げて県や国に伝えなければならない。

その過程でちょっとミスがあったのかどうかわ

かりませんが、単に国が出し渋っているのかわ

かりませんが、令和２年度、今年度の当初予算

と同額ですが、途中でまた減額補正ということ

があり得るのかどうか、原課ではどのように捉

えているのかお伺いします。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 ほぼ委員おっしゃるとおりで

ございまして、委員おっしゃるように昨年は

65.2％、長寿命化については100％お支払いを

することはできなかったわけですけれども、今

年度につきましては国・県と協議を重ねており

まして、100％ということで、まずは申請を行

ってくださいということで、関係集落の皆様に

は100％入るものということで事業の説明をさ

せていただいているところでございます。よろ

しくお願いします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） わかりました。ちょっ

とわかりたくないところが、１つは、私もちょ

っと保全会にかかわっているので、このような

予算委員会の場所で発言してしかるべきかわか

りませんけれども、長寿命化はそれぞれ内容と

しては農道の舗装であったり用排水路の更新、

コンクリート水路の更新という非常に農家の将

来的な負担を軽減する非常に有効な施策だと。

しかも税金100％です。国が２分の１、市と県

がそれぞれ４分の１ずつ出し合って、新庄市の

場合はしかもそれに交付税措置がつくという非

常に活用したい事業。 

  当初、今年度の事業設計の中で、長寿命化に

関して、大体大半の方は建設屋さんや舗装屋さ

んに仕事を依頼するわけです。事業費自体が当

初で最初見ていたやつを200万円以内に圧縮し

なさいという指令があったり、年度途中で県が

国にかけ合ったのかどうかわからないですが、

１カ所当たり500万円以下の事業規模に修正し

なさいと。各保全会は指導に応じて修正したと。

保全会当たりのやつは面積によって交付額が決

まってくるんですが、それによって５カ年の事

業を既に今年度のうちに組んでいるわけです。

ところが、残念ながら今年度途中の交付金の減

による補正によって５年間の計画がほぼ達する

ことができない、１年分40数％穴あいています

から。本当にこれどの段階で国や県から来る交

付金の額がわかるのか。大体６月ぐらいでわか

るかもしれませんが、そのときまた保全会の周

知、大変な目に市役所の農林課は遭うわけです

よね。県と保全会との板挟みになるわけ。より

丁寧な説明と、将来的に残り４年あるわけです

けれども、計画変更を余儀なくされた場合、ど

のように対応されるのか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 まず農地維持、資源向上につ

いては今までどおり100％だということは、

国・県もこの事業が重要であるということで位

置づけられております。 

  また、長寿命化につきましては、委員おっし

ゃるとおり、今後の農政に大きくかかわる重要

な事業と捉えているところでございますけれど

も、県といろいろ協議を重ねてきますと、大枠

の予算の中でどうしても優先順位が決まってし

まいますということで、長寿命化につきまして

は令和元年度65.2％という結果にならざるを得

なかったという回答が県からあったわけでござ

います。 

  今年度や今後４年間はどうするんだというこ

とでございますけれども、やはり総トータルの

予算規模をきちんと県と把握し合う、お互い連
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携を密にして、県の大枠の中に沿うような形で

まず事業計画を立てていかなければならないな

と。そうしますと、やはり農林課としては、取

り組んでいただいております35団体の関係者の

方々と連携を密にして、早い段階で、一刻も早

い段階でその状況をお知らせしていくという方

法を今とらざるを得ない状況であるということ

を御理解いただきたいと思っております。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） よろしくお願いいたし

ます。 

  あわせて、昨年度、保全会と県の直接的なヒ

アリングもあったわけですが、その場所で県に

も直接保全会からも要請あったと思うんですが、

保全会から新庄市の農林課に多分こんな意見が

寄せられると思います。ことしは事業５カ年の

１年目で、ごたごたがあったのは承知している

んですが、やはり交付時期ですね、共同の部分

はできれば６月ぐらいまで出さないと、保全会

ストックがないので。あとは長寿命化の部分、

工事、今年度は11月ぐらい、ことしは雪が降ら

なくて工事できているんですが、ふだんですと

残り１カ月の間で事業着工するというのは非常

にハードルが高い。市が一時的に立てかえる性

質の交付金ではないので、やはりここは県や国

にしっかり我々の地理的な立場を理解していた

だけるような要請よろしくお願いします。 

  それから、85ページの道路長寿命化事業、そ

れから道路新設事業、初日の予算書の説明の中

で、財政課長が強調されたのが市単独部分を事

業ベースに盛り込むというところで、市長の決

断があったのかなと今捉えております。いずれ

の事業も重要度が高いところを大きな事業費、

ボリュームをかけて実施すると。主要事業の説

明書にも一部記載されているように、例えば道

路の長寿命化、それから新設の部分に関しては、

交付金、それからそれぞれの性質に見合った市

債、それから一般財源でこれまで事業が成り立

っているんですが、このたびの市単独の予算の

基本的な考え方、お知らせください。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 令和２年度に係ります道

路の長寿命化事業及び道路新設改良事業費、こ

ちらにつきましての市単独分の加算というか、

例年にプラスした予算化ということで、令和２

年度につきましては道路長寿命化に関しては昨

年度比で2.5倍近く予算計上させていただいて

いるところでございます。こちらについては公

適債を活用した事業展開ということにはなるん

ですけれども、例年の事業計画よりも大幅に路

線の改修が可能になるということで、市民の皆

さんが不自由なく道路を活用していただくため

に有効な手段として活用していきたいというと

ころで考えているところでございます。 

  また、道路新設事業の中にあります泉田二枚

橋線防雪柵の設置工事につきましても、これま

で国の交付金を活用した事業展開ということで、

国の交付内示によって伸びたり縮んだりという

ことで、なかなか計画がつかめないような状況

のまま進んできているところでございますが、

このたび例年どおりの交付金事業にプラスさせ

ていただいて単独事業費2,500万円ほど計上さ

せていただいておりますので、この分につきま

しても市の計画に沿った形で進捗できるよう進

めていけるような状況になるかと考えていると

ころでございます。よろしくお願いします。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） せっかく財政が苦労し

お金ですので、予定どおり進むことを心からお

祈りします。 

  やはり道路に関してはこれまでちょっと次に

取り残された部分があるというところで、私も

かつて一般質問した経緯があるように、工事を
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計画だけ示すだけでも住民の方はすごい安心感

ある事業でございます。ぜひ今回、当初予算ど

おり、減額なしに来年の今ごろを迎えることを

祈りながら質問しましたので、よろしくお願い

します。 

  いろいろなところを割愛して、最後の多分１

問ぐらいしかないので、学校教育課にお伺いし

ます。 

  10の１の３、会計年度任用職員報酬、それか

らその下の謝金に関しては、今年度の当初予算

の主要事業にもなっていた事業かなと。例えば

昨年の予算委員会でも議論させてもらっている

んですが、司書２名を配置した。そのほか協働

支援員、そこの部分は謝金になろうかと思いま

すが、今年度の実績というか、予算に対して狙

ったとおりのまず効果はどうだったのか。ある

いは、この当初予算で狙いが果たせると思って

上程されたと思うんですが、中身、内容につい

てお伺いします。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 初めに、学校司書につき

ましては、令和元年度、今年度より当初の専門

的な業務ということで２名配置させていただい

たところでございます。協働活動支援員につき

ましては、業務としては同じような内容で、職

名が変わったというところでございますので、

令和２年度の内容も同じような内容として捉え

てまいります。 

  今、成果という話がございましたけれども、

具体的なところを申し上げますと、まず初めに

学校図書館の業務、それから仕事の仕方などを

含めてなんですが、市内統一されて非常に効率

的になっております。日常的な助言指導、学校

司書は、協働活動支援員に対するアドバイスと

か、または逆に質問して教えてもらうというよ

うなＯＪＴが働いているんですが、日常的な内

容だけではなくて、月１回自主合同作業日を設

けております。具体的には、配架の方法とかデ

ータ入力とかそれからラベル統一、選書など、

市内同じ方法で今年度から取り組むことができ

ました。あとほかに成果としましては、今まで

は毎月学校ごとの流れで仕事をしていたんです

が、それぞれ年間を通して次にこのような仕事

があるというようなことが可視化されて、非常

に見通しを持って仕事ができるということです。 

  あと最後に、やはり一人一人のスキルが高ま

っているということで、教員とのコミュニケー

ションを図りながら結果的に子供たちも読書に

親しむ時間がふえていったりとか図書室に通う

回数もふえていったりとか、そういう成果も出

ておりますので、ぜひその成果を来年度も広げ

ていきたいと考えております。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 昨年度も、引退された

佐藤義一議員がこの件に関して質疑されたと。

私もちょっと記憶をよみがえらせているんです。 

  来年度の当初予算を拝見しますと教育費で前

年比1.5倍ということで、これの大きな部分は

確かに学校建設もある。あのときも議論になっ

ているのがやはり処遇の部分であったかなと。

せっかく教育に熱心に、この金額から見るとボ

ランティア精神ない人はできないなということ

で、より効果を持たせるために、佐藤義一議員、

多分謝金とかという不安定な雇用体制よりもむ

しろ委託のようなことを考えてはというような

質問あったかと思います。答弁としては、今年

度から始まった事業であるので、効果を見なが

ら検討していくというような答弁頂戴している

と思いますが、ぜひ、せっかく今伺った中で効

果が高い事業であるということとすれば、もう

１年２年そのままでも結構ですけれども、やは

り安心して働いてもらえるような環境整備も考

えていかなくてはならないのかなと思いますの

で、いかがでしょうか。 
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髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 学校司書の方におきまし

ては、地域コーディネーターから変わったとい

うことで、勤務の日数も、それから手当等も安

定して働いていらっしゃるのかなと思われます。

また、会計年度任用職員ということで、さらに

また変わっていくことがございますので、あと

活動支援員の方々におきましては業務内容とし

ては同じでございます。 

  ただ、前に申し上げましたけれども、１つの

学校に、図書室に長い時間、人がいるというこ

とが一番大事かと思っておりますので、補助金

の期限も見通しも踏まえながら、子供たちのた

めに、人がいる図書室をどう継続していくかと

いうことを考えていきたいと思っております。

（「終わります」の声あり） 

奥山省三委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時５４分 休憩 

     午後２時５５分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） 私が聞きたいところは

５点ほどです。ぜひともよろしくお願いいたし

ます。 

  まずは２の１の10の７、ページ数は41ページ

です。交通安全対策事業費の中の先ほど高齢者

運転免許証返納のお話をされておりましたけれ

ども、その中で、東京都では自動ブレーキを設

置する車についての補助金が設けられると聞い

ております。ぜひとも新庄市でも、市内循環バ

スはあってもカバー力はまだまだですので、ぜ

ひとも考えていただきたいということで伺いた

いと思います。 

  ２点目です。ページ数57ページ、３の２の１

の放課後児童クラブについての補助金について

です。先ほど歳入の件でもお話をお聞きいたし

ましたけれども、10人増員というお話は大変す

ばらしい内容だなと思ってお聞きいたしました。

これについての方向性をぜひともお伺いいたし

ます。今現状、放課後児童クラブ、大変必要と

されている方多いとお聞きしております。ぜひ

とも方向性をお聞きしたいです。 

  ３点目です。これは２カ所になるんですけれ

ども、ページ数は99ページの教育費、10の２の

１の17ですかね、備品購入費になっております

かね。沼田小学校の閉校記念式典負担金、北辰

小学校閉校式典負担金、またページ数101ペー

ジの10の３の１の17の明倫中学校閉校記念式典

の負担金、この３点についてお伺いいたしたい

です。内容についても詳細よろしくお願いいた

します。 

  最後になります。ページ数109ページ、10の

５の６の18ですか、文化財保護費の中の亀綾織

について、この補助金について詳細をお聞きし

たいです。よろしくお願いいたします。 

奥山省三委員長 10分間休憩します。 

 

     午後２時５８分 休憩 

     午後３時０６分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 交通安全に対する御質問とい

うか、御意見でございます。 

  交通安全、特に高齢者に対する交通安全対策

ということで、メニューはさまざまございます。

ただいま委員がおっしゃいました東京都で行っ

ている、何といいますか、急発進の抑制装置に

対する補助金ということで、東京都で９割を補

助するという制度、それからよくＣＭなどで宣
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伝しておりますサポカー補助金、それから今回

予算に計上しました免許証返納制度、今後さま

ざまな技術が発展していくと思われます。また、

自動運転装置等も現在開発されて、近い将来は

そうなるのではないかなと考えております。急

発進の抑制装置、それから免許証返納、どっち

がいいとか悪いとかそういうことではございま

せんで、まずは免許証返納に取り組むと。その

後、急発進の抑制装置あるいはさまざまな今後

発展して発表されるメニューについて検討とい

いますか、勉強、研究していくということでご

ざいます。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） もちろんＡＩが発展し

て完全に自動ブレーキの車ができればそれにこ

したことないんですけれども、まだ過渡期です

ので、ぜひともいろいろな多面性を持って対応

していただきたいと思っております。ぜひとも

よろしくお願いいたします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 放課後

児童クラブの補助金に絡んで今後の方向性とい

ったところの御質問かと思います。 

  このたびの放課後児童クラブの補助金につき

ましては500万円ほど増額になっております。

こちらは民間立の放課後児童クラブに対する補

助金です。１カ所１支援、放課後児童クラブは

40人を１支援と考える１つの単位があるんです

が、２支援、30名・30名、60名の定員として行

っていくといったところが施設が１つふえたも

のですから多くなっております。 

  また、今後の方向性ですけれども、一番やは

り今課題としているのは公立の放課後児童クラ

ブでございます。公立の放課後児童クラブにつ

いては４カ所ございます。中央学童保育所、日

新の放課後児童クラブ、北辰学童保育所、それ

から萩野学園の放課後児童クラブです。 

  それぞれ来年度入るための申請の人数だった

んですが、中央学童につきましては、今定員60

名なのですが、60名に対して70名、それから日

新の放課後児童クラブにつきましては80名に対

して88名、北辰の学童保育所は25名に対して25

名、萩野放課後児童クラブは40名に対して48名

といった状況です。それぞれ定員を上回るよう

な形になっております。 

  まず中央学童保育所につきましては、新庄小

学校の生徒と沼田小学校の子供たちが利用して

いるところです。こちらにつきましては、今建

設中の明倫学園に併設される放課後児童クラブ

に沼田小学校の子供たちが、また今後、来年度

予定しております新庄小学校の小ホールを利用

した改修工事の完成に伴って新庄小学校の子供

たちが利用する予定でおります。 

  また、日新小学校については、来年度10名増

員の予定ということになっているのですけれど

も、その中でやはり日新の学童保育所が一番課

題となっているのかなというところの認識です。

星芒寮という旧農業高校の寮を使わせていただ

いているんですが、老朽化も激しいということ

で、雨漏りなどもしてくる中で、そこを改修し

ながら、また無償で貸し付けをしていただいて

いるんですが、いつまで使っていくのかという

ようなところもございます。 

  今後、今手がけております明倫とそれから新

庄小学校の放課後児童クラブありますけれども、

日新につきましてもどういった形で行っていく

のがいいのか、ここの放課後児童クラブが一番

大きい放課後児童クラブですので、大きい建物

をつくることになるのか、あるいは学校の中の

教室を使わせていただくような形にするのか、

さまざまな方向からまた検討に入っていきたい

と思っているところです。以上です。 
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武田信也教育次長兼教育総務課長 委員長、武田

信也。 

奥山省三委員長 教育次長兼教育総務課長武田信

也君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 予算書99ペー

ジ、10款２項１目小学校管理運営事業費のとこ

ろに、沼田小学校、そして北辰小学校の閉校記

念式典負担金がそれぞれ50万円ずつ、そして

101ページの一番下、10款３項１目中学校管理

運営事業費に明倫中学校の閉校記念式典負担金

50万円が計上されてございます。 

  これにつきましては、現在、各校で学校づく

り協議会を組織いたしまして、閉校に向けてど

んな取り組みを行っていくのか、どんな事業を

展開していくのかといったそれぞれ独自の視点

で閉校に向けた取り組みを始めております。 

  そのうちこの負担金につきましては、新庄市

としてとり行うべき閉校記念式典に係る経費、

具体的に申しますとプログラムの作成であると

か看板の作製であるとか、例えば来賓の方々の

接待用のお茶であるとか、そういったもろもろ

の閉校記念式典をとり行うために執行する分を

50万円として負担しようとするものでございま

す。以上です。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

奥山省三委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 109ページ、文化財保護

費の中で亀綾織伝承協会の運営費補助金50万円

についての御説明でございます。 

  亀綾織につきましては、御存じのとおり新庄

藩の九代藩主戸澤正胤公の時世に藩の特産品と

して絹織物の生産をするということで始まった

と言われております。その歴史的背景とともに、

その織が途絶えたり復活したりということで幾

度も繰り返してまいりました。そのような中で

今に至りまして、地域の特色豊かな伝統を継ぐ

技術といたしましてこれからも長く保存継承し

ていきたいということで、この２月に市の指定

文化財といたしまして、無形民俗文化財に新庄

市の亀綾織を指定させていただいたところでご

ざいます。 

  このような趣旨のもとで、今後とも亀綾織に

つきましては織が途絶えることのないように、

市としてできる範囲の支援をしていきたいと考

えていることで、この協会に対する補助金とい

うことで計上させていただいているものでござ

います。よろしくお願いいたします。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） まず最初に、学校の放

課後児童クラブの先ほどの件なんですけれども、

希望枠よりも多いというお話は今お聞きしたと

おりだと思うんですけれども、この後また増員

して施設をふやしていきたいというお話はお聞

きいたしました。どうかよろしくお願いいたし

ます。子供たちの安全安心はとても大切なもの

ですので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

  また、学校の閉校記念式典の内容につきまし

て、３カ所同じ、同額ということでやっていら

っしゃって、学校づくり協議会がされていると

いう内容もよくわかりました。この記念式典に

ついて皆さんの、閉校になるということで、ま

た新しい学校になればそこの気持ちはまた新た

なる気持ちでやっていかれると思います。記念

式典の成功をお祈りしております。内容につい

てもこれから随時決まっていくことと思います。 

  最後になりましたけれども、伝統工芸の亀綾

織、昨年はＮＨＫなどでも取り上げられて、大

変一生懸命されているということはテレビや新

聞などでもお聞きしております。この伝統工芸

を守り伝えるために、皆さんでやっていきたい

ということでされているという現実もお聞きし

ております。 

  ただし、何か予算が随分削減されているよう

な方向性をお聞きしておるんですけれども、今

後の展開としてはどのようになっているでしょ
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うか、ぜひとも再度お願いいたします。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

奥山省三委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 こちらにつきましても、

やはり新庄亀綾織ということで、市の事業とし

て直接運営をしているものではなくて、あくま

で伝承協会として亀綾織を守っていただいてい

る、そこに対する技術支援というか、運営支援

という形でこのような補助金を計上しているも

のでございまして、その協会の中の具体的な財

政状況についてまでは事細かにこちらでは把握

していないところでございますけれども、今年

度につきましては50万円ということで協会に運

営費を補助金という形で支出したいと考えてい

るところでございます。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） 協会の運営状況という

ことは詳細についてわからないのはわかりまし

た。ただ、新庄市の大切な伝統工芸ですので、

守っていきたいと思いますので、市でもサポー

トをよろしくお願いいたします。 

  私の質問はこれで終わります。ありがとうご

ざいました。 

 

 

散      会 

 

 

奥山省三委員長 それでは、以上をもちまして本

日の審査を終了いたします。 

  次の予算特別委員会は、３月11日水曜日午前

10時より再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

     午後３時１９分 散会 
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予算特別委員会記録（第３号） 

 

 

令和２年３月１１日 水曜日 午前１０時００分開議 

委員長 奥 山 省 三     副委員長 叶 内 恵 子 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   庄  司  里  香  委員 

  ３番   叶  内  恵  子  委員     ４番   八  鍬  長  一  委員 

  ５番   今  田  浩  徳  委員     ６番   押  切  明  弘  委員 

  ７番   山  科  春  美  委員     ９番   佐  藤  文  一  委員 

 １０番   山  科  正  仁  委員    １１番   新  田  道  尋  委員 

 １２番   奥  山  省  三  委員    １３番   下  山  准  一  委員 

 １４番   石  川  正  志  委員    １５番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １６番   佐  藤  卓  也  委員    １７番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所 
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長     
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員     
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会  

事 務 局 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会  
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第９号令和２年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

奥山省三委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  これより、昨日に引き続きまして予算特別委

員会を開きます。 

  審査に入る前に、昨日も申し上げましたが、

再度確認のため、審査及び本委員会の進行に関

しての主な留意点を申し上げます。 

  会議はおおむね１時間ごとに10分間休憩をと

りながら進めてまいります。 

  質疑は、答弁を含め１人30分以内といたしま

す。質問の際は、必ず予算書のページ数、款項

目、事業名などを具体的に示してから質問され

るようお願いします。 

  また、会議規則第116条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げた点について特段の

御理解と御協力をお願いいたしまして、これよ

り審査に入ります。 

 

 

議案第９号令和２年度新庄市一般

会計予算 

 

 

奥山省三委員長 昨日の審査に引き続きまして、

議案第９号令和２年度新庄市一般会計予算を議

題といたします。 

  それでは、一般会計の歳出について質疑あり

ませんか。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） おはようございます。 

  今、委員長からありましたように、本日は特

別な日でありますし、先日、産業厚生常任委員

会でも陸前高田市、石巻市と防災について学ん

でまいりました。当市も当然ながら防災力のあ

る強いまちづくりを目指さなければなりません

し、防災に心をちゃんと向けられる人材をどん

どん育てていかなければならないということを

改めて感じてまいりました。 

  それでは、私から質問をさせていただきます。 

  ３点ほどあります。まず71ページ、６款農林

水産業費１項農業費３目農業振興費、98ページ、

10款教育費１項教育総務費、小中一貫教育推進

費、109ページ、10款教育費５項社会教育費６

目文化財保護費についてお伺いしたいと思いま

す。 

  まず初めに、農業振興費の中で担い手総合支

援対策事業費についてお伺いします。 

  その中にも当然強い農業・担い手づくり総合

支援事業費補助金、農業次世代人材投資事業交

付金などがあります。事業利用を考える農業者

増に向けた取り組みは、歳入でお伺いいたしま

したが、しかし規模拡大推進、法人化、高度技

術の導入など、設定された条件に対応できず見

送る農業者が多いというのが現状であると思い

ます。そのあたりに対しての対応、対策につい

てまずはお伺いしたいと思います。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 おはようございます。お答え

します。 

  強い農業・担い手づくり総合支援対策補助事

業でございますけれども、委員おっしゃるとお

り、希望なさる方は大変多いわけでございます

けれども、この制度、ポイント制ということで、

かなり現状維持という面からいいますとなかな

か採択ならないような状況でございます。今、

人・農地プランということで、21地区にわたり

まして説明会をさせていただきましたけれども、
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地域の担い手であるという位置づけのもと、何

とか採択になるように今努力をしているところ

でございますので、御理解いただきたいと思っ

ております。 

  また、研修等モデル事業、また法人の育成と

いうことで、市単独事業もつけておりますので、

初めての農業経験者のための研修モデル事業に

つきましては、５万円を12カ月、給料の一部補

塡という形で、農業に取り組んでいただける方

の支援と考えております。また、法人の育成に

つきましては、組織分として100万円、法人分

として200万円の支援ということで、広く募っ

ていければなと、御利用いただければなと考え

ているところでございます。 

  以上でございます。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） 確かに取り組みたいと

いう希望者がいますし、その目標をクリアする

ために自分なりにそれぞれ整備しながら対応、

対策を考えている農業者も少なくありません。

しかし、取り組む際のハードルの高さは以前に

も同僚議員が指摘しているとおりでありまして、

なかなかその決定的なところまで行けていない

というのが現状です。どうしてもその事業費を

使っていただく側というか、使っていただくた

めに、どうしてもそういうふうに大きく規模拡

大を既に取り組んでいる方、さまざまな技術を

取り入れながらやっている方というふうに、二

重三重とお願いしていって今の状況を何とかク

リアしているのが現状ではないかと思います。 

  しかし、そういう方々にも限界が来ているの

も事実でありますし、そういうときに、今課長

が言いましたように、若い担い手にそういう助

成を独自にしながら何とかつないでいっていた

だくという努力も理解はできますけれども、な

かなかそこに見合うだけの人員であったり団体、

法人であったりというところがそろっていない

というのが本当に歯がゆさも感じているところ

であると思うので、何とかそこをもう少し利用

してもらうために、そのハードルを下げるため

の努力というか、こちら側から提案する、農林

課側から提案する材料ということは考えられな

いでしょうか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 委員おっしゃるとおり、現状

におきましては規模拡大ということで、地域に

おきましては限界感があるのではないかという

ことは実感として感じておるところでございま

すけれども、今まで私どもが進めてきたのは規

模拡大、やはり法人化ということで、国の考え

に沿ったような形で進めてきておりますけれど

も、近ごろ国も中山間地域においては兼業農家

もやはり必要であるという形になってきておる

ところでございます。地域の説明会におきまし

ては、大規模な法人だけが生き残っても地域の

コミュニティーが存続できるわけではございま

せんので、地域コミュニティーの中で、同級生

であったり親戚であったりいろいろ混在した中

で地域の農業は持続可能なものになっていくの

ではないかなということを踏まえまして、改め

て担い手の育成に取り組んでいきたいと考えて

おります。以上でございます。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） 確かにそういうところ

で大規模であったり法人であったりというとこ

ろに目が行きがちな施策であるのは我々も理解

しております。これからは家族農業をもう一度

見詰め直して、そこにどういうバックアップが

できるのか、どういう手伝いができるのかとい

うところを考えていかなければならないという

ところを、今課長が言ったように中山間地を例

に挙げていただきましたが、やはり新庄市の場

合は平場の中でも中山間地と同じようなところ
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で個人でやっている方々が大半であると思いま

す。そういうところを考えれば、新たに今の段

階で裾野を広げていくような必要性があるので

はないかと思います。 

  独自でさまざまな施策を考えているというと

ころでありますけれども、やはり今、新規就農

であったり若い担い手、当然定年帰農された方

でのそういう多様な担い手に対するところでは

資格取得を補助するとか、そういうところをま

ずはバックアップの最初にしていただきたいと

思います。例えば、今、空散である無人ヘリコ

プター、ドローンであったりそういうところの

免許取得の際の補助であったり、今機械はどん

どん大型化していますので、大型特殊と大型特

殊牽引、農耕用に限るで構いませんけれども、

そういう免許取得の補助、あとは、今ＧＡＰが

あります。ＧＡＰに取り組む農業生産者、あと

はＨＡＣＣＰに取り組む農業者団体というとこ

ろに、やはり時間とお金がかかるわけですから、

そういうところにしっかりお金をつぎ込んでバ

ックアップするということは考えられないでし

ょうか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 今、委員おっしゃるように、

やはり機械の免許を取得するということにつき

ましてもそれ相応の御負担があるわけですので、

この件に関しては、私どもは担い手の育成のた

めには何が必要なんだということで考えており

ますので、貴重な御意見をいただいたというこ

とで、検討させていただきたいということでお

願いします。以上です。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） ぜひそこは、市独自の

担い手のさまざまな、探すというところも当然

大事でしょうけれども、ＪＡ初め各農業団体、

法人もありますし、そういうところの連携を密

にしながら、より必要なところへしっかり補助

をしていくという姿勢を示していかないと、農

業者も半信半疑で「本当に大丈夫なんだろう

か」というところがあるので、そういうところ

をしっかり「大丈夫です。きっちり応援しま

す」というところを見せていただくことがまず

は一番大事かと思いますので、再度お願いした

いんですけれども、そういうところをしっかり

やっていただける、そういうことは可能でしょ

うか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 委員おっしゃるように、担い

手の育成が何よりも大切なことだということで

実感をしておりますので、関係機関、団体、そ

の他いろいろな補助、助成があるのかも含めて

検討させていただきたいと考えております。よ

ろしくお願いします。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） ぜひ独自のところも含

めながら、しっかり今のうちに担い手を確保し

ながら新庄市の農業を守っていくというスタン

スでぜひやってほしいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  次に、同じく振興費の中の全国ねぎサミット

実行委員会負担金についてお伺いします。 

  ことしの主要概要の13ページにも記されてい

ますけれども、新庄市の取り組む全国規模の大

会であります。その中で、このねぎサミットに

ついて、今把握している中での状況で構いませ

んが、もしお知らせいただけるならばお願いし

ます。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 それでは、新規事業でござい

ます全国ねぎサミット実行委員会負担金につい

て御説明をさせていただきます。 
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  埼玉県深谷市が発起人、事務局となっている

全国ねぎサミットは、平成22年の深谷市会場か

らスタートし、現在は26の自治体が加盟してお

り、新庄市は平成27年の酒田大会から参加をし

ております。平成30年度の新潟大会サミット会

場で2020年のねぎサミットを新庄市に誘致する

意向を示し、10回目となる今年度11月23日から

24日に千葉県松戸市で開催されたサミットの伝

達を受けてきたところでございます。 

  最上地域の主要な野菜であるもがみねぎは、

管内で65.5ヘクタールが栽培され、平成29年度

から生産量が2,000トンを超えました。農水省

が示す指定野菜として登録され、市場取引に対

し産地リレーを求める近代化計画を提出する野

菜となっております。また、平成29年から最上

地域園芸振興協議会において若手ねぎ研究会が

発足し、会員17名、市内７名、高品質・安全生

産を実現するため、ネットワーク化を図りなが

ら技術の研さんを積んでおり、活動が期待され

ております。 

  このたび松戸大会に参加し、もがみねぎの産

地のＰＲに努めてまいりました。今までサミッ

トに生産者やＪＡの御協力をいただきながらＰ

Ｒを続けてまいりましたが、今般の誘致に当た

り、2020年度のねぎサミット開催に向けて、も

がみねぎの産地として広域的な一体となった取

り組みが重要であり、ＪＡを初め関係町村、山

形県の関係機関の皆様の御協力をお願いしたい

と思っているところでございます。 

  もがみねぎは、平成30年度の販売額が新庄市

で2.6億円、最上管内全体では8.3億円となって

おります。販売価格10億円を目指した振興策の

契機として位置づけ、新年度早々に実行委員会

の立ち上げを検討しておるところでございます。 

  また、ねぎサミットの案内につきましては、

全31市町村の方に御案内を差し上げて500名規

模の来場を見込んでおるところでございます。

また、イベントの集積には、もがみ大産業まつ

り10月10日、11日と協賛をさせていただきまし

て、数万人を見込んでおるところでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） ぜひ成功に導くような

努力をお願いしたいと思います。 

  今コロナウイルス問題で騒いでいますが、10

月には終息ということをぜひ期待しながら質問

させていただきますけれども、開催時、10月10

日前後というのは、ネギの出荷、収穫のピーク

でもあります。そういう中で実行委員会を組織

しながらそういうところでのお手伝いもお願い

しなければならないというところで、担当課で

ある農林課の職員を初め多くの職員の出動の依

頼というところも考えられるのではないかと思

いますけれども、ぜひこういうときこそ、そう

いう生産者、ＪＡを含め関係団体、市という３

つの連携をしっかり組織していただきながら執

行していただきたいと思いますけれども、また

４月に実行委員会の組織予定ということであり

ますけれども、どうしても市主体となると思わ

れるんですけれども、その辺の組織については

どのように考えておられますか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 今のところまだ具体的な案と

いうことはまだ出ておりません。けれども、や

はり関係機関、団体の皆様、また若手ネギ生産

者の方々、そのほかの関係機関の皆様にお願い

をしまして、皆さんで参加をしていただいてつ

くっていきたいなと考えておりますので、御協

力をよろしくお願いいたします。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） 当然10月は収穫の時期

でもあります。収穫祭の時期でもありますし、

週を前後しながら味覚まつりがあったり、その
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後にはそばまつりがあったりという非常に新庄

市の味覚を、味覚というか、農産物をＰＲする

いい機会でもありますので、ぜひそこら辺は連

携しながらこの時期をしっかりやっていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

  それでは、今の話の流れでございますが、そ

ばまつりについてもお伺いしたいと思います。 

  昨年、そばまつりの件につきましても同じよ

うに質問していますけれども、ことしは高校生

とそば打ちを一緒にやるとかさまざまな企画を

考えているようでしたが、令和２年度のそばま

つりの企画に関してはどのようなことをこれか

ら考え、発信していこうとしておりますか、お

聞かせください。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 そばまつりも10回を数えてお

りまして、大きく変えるということはなかなか

難しいこととは思っておりますけれども、やは

りそばの打ち手につきましても、若手の打ち手

の方も育ってきておりますし、そういう方々、

若い方々の力をおかりしながらまた進めていき

たいなと考えておるところでございます。 

  また、規模につきましても、今まで同等のよ

うな規模で進めていきたいなと考えております。 

  以上でございます。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） 昨年はソバの豊作とい

うこともありまして、価格が下がったりという

ことがありました。令和２年度についてのソバ

の収穫量であったり質であったりというところ

はまだ想定もできないところでありますけれど

も、新庄市のソバのおいしさ、うまさを全国に

知らしめるんだというところが大きな目標にあ

ると思います。毎回こういうところで質問させ

ていただいているんですけれども、市内外、県

内外の実需者に向けてのＰＲをもう少しわかり

やすくというか、しっかりやってほしいという

ことを常々お願いしてまいりました。新庄市の

ソバの需要がどのようにふえていっているのか、

変わらないのかは把握されていると思いますけ

れども、ぜひことしもそういう機会をきっちり

しながら、ぜひ新庄市のソバをＰＲしてほしい

ですし、実需者がふえ、ソバの販売量が上がる

というところをぜひ目標に掲げてやってほしい

と思います。 

  あと開催日も、複数日開催はどうですかとか、

もっと市内におりてさまざまなところでそばま

つりを市民が理解できるようなお祭りにしたら

どうですかというところもお願いしていますけ

れども、そのあたりはどうだったでしょうか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 開催時期、また会場の変更は

ないのか、今までどおりなのかという御質問で

ございますけれども、実行委員会の中で開催時

期、開催会場につきましては十分検討させてい

ただいた結果、今の開催期日と会場となってお

りますので、御理解をいただきたいと思ってお

ります。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） まずは回数を重ねるこ

とが大事だと思いますし、そのことで新庄市の

ソバがどんどん知られていくということは理解

できます。令和２年度もしっかりそばまつりを

ＰＲしながら、ぜひ市長がきっちり前に出てや

っています、その後ろを高校生、若い子供たち

がやっていますというところを見せていただく

とまた新たなＰＲになると思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  続きまして、98ページ、10款教育費１項教育

総務費について、小中一貫の教育推進費につい

てお伺いします。 

  この中で、私の思いというか、そういうとこ
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ろがどうしても前に行ってしまうとしたら、ど

うも申しわけありませんと一言お断りしておい

て質問させていただきたいと思います。 

  小中連携から始まって小中一貫へと新庄市は

先駆けて取り組んでまいりました。萩野学園が

開校し、このたび明倫学園が続いていきます。

その中で、小中一貫校の義務教育学校という新

たな名目でスタートして数年たっていますし、

そのことが全国に周知され、さまざまな自治体

からの視察もたくさんあります。小中一貫校の

成功と私は感じております。 

  しかし、校舎は１つになりましたが、いまだ

先生の身分は小学校の先生、中学校の先生が一

緒に入っているというところで、それは当然国

の制定するルールの中で分かれているわけであ

りますけれども、義務教育学校の魅力として、

やはり小学校の先生、中学校の先生が相乗り入

れられる環境を提案することはできないのでし

ょうか、まずはそこをお伺いしたいと思います。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 今、準備を進めておりま

す明倫学園に関連する質問ということで承りま

した。 

  今、職員の配置に係る内容等ございましたの

で、説明させていただきますと、義務教育学校

では従来の小学校を前期課程、中学校を後期課

程という形で呼んでおります。現在の免許の条

件なんですが、原則としては小中両方の免許を

併有しているというのが原則であります。ただ、

併有者が十分いないということと、それから現

時点では小学校は前期課程の指導、中学校の免

許は後期課程の指導、それぞれ行うことで十分

効果を得るということで、しばらく当分の間は

現状で片方の免許でも勤務をしているという状

況であります。 

  今、委員おっしゃった職員の配置については、

例を挙げますと中学校の免許を持っている職員

が小学校でも教科の指導をすることは可能です。

小学校の免許がなくても、例えばその教科の専

科教員になったり、それから授業、教科を持つ

ことも可能です。ほかに、全教科ともＴＴとい

うか、チームで指導することも可能になってい

ます。その逆なんですが、小学校も免許があれ

ば、中学校の免許があればその教科について例

えばグループとかも含めて指導することも可能

で、大分工夫はできていると思っております。

ただ、担任だけは今できない状況があるという

状況でございます。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） やはり担任というとこ

ろが一つのポイントになるんですけれども、そ

ういう形で小中の先生が連携しながらやってい

るというところは理解できました。 

  同じ校舎にいながら、小学校の先生は定時、

時間内の退校ができ、中学校の先生は残業して

退校というようなケースがどんどん出てくると

いうこともあるのではないかなとかと思ったり

もするんですけれども、そこら辺は当然学校経

営側の裁量になると思うんですけれども、ぜひ

そういうところでの、小学校の先生、中学校の

先生が混在する学校になるわけですので、その

辺の先生方への対応をぜひお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 先ほどの担任につきまし

ては、例えば前期課程から後期課程の人事異動

ということで可能になっているところでござい

ます。あと具体的に、同じ学校なんですが、小

中に分かれているというよりも、１つの職員室

でやっておりますので、特に後期の職員が非常

に帰りが遅いとかそういうことは特には聞いて

いないところでございます。 

  なお、今後についてなんですけれども、今で
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も要望についてはしております。例えば文科省

に対して制度改正ということで、一方の免許し

かなくても研修等によって臨時免許状等で対応

して両方で指導できるようにということは継続

して要望しているところでございます。 

５ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

５ 番（今田浩徳委員） 今後、小中一貫教育は

少子化の流れの中でどんどん進んでいく内容と

思いますので、ぜひ当市から特色ある教育の目

玉として進めていただきたいと思います。 

  最後に、文化財保護費の亀綾織についてお伺

いします。 

  施設が休業中の張り紙をして今なっている状

況でありますけれども、これはいつごろから休

んでいて、その中で働く織り子さんであったり

そういう人たちの状況がわかるならば御説明を

お願いします。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

奥山省三委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 現在の亀綾織伝承協会の

状況といたしまして、協会からお聞きした内容

を若干説明させていただきます。 

  これまでいた織り手の方３名が常駐して亀綾

織を織ることができない状態になったというこ

とから、２月から協会の事務所は閉鎖した状態

になっております。協会として解散したわけで

はなくて、この機会を次への展開に向けた地固

めの時期ということで、今後の協会のあり方を

検討しているとお聞きしております。また、現

在の事務所が５月までの賃貸借の契約であり、

その対応も協会で検討しているということでご

ざいます。 

  協会といたしましても、現在の休止状態から

５月までには協会を再始動させていきたいと考

えている状況とのことでございました。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

奥山省三委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） それでは、私から歳出

について何点か質問させていただきます。 

  まずは56ページ、３款２項１目児童福祉総務

費、わらすこ広場の施設借上料について、次に

78ページ、７款１項２目商工振興費、在新外国

人向け地域の魅力発信バスツアー開催負担金に

ついて、次に79ページ、７款１項３目観光費、

外国人観光客案内体制整備事業委託料、同じく

最上庄内広域周遊ルートを活用した滞在コンテ

ンツ充実強化事業委託料、また80ページ、同じ

くインバウンド誘致キャンペーン実行委員会の

負担金、そして99ページから101ページにかけ

て10款２項１目小学校の学校管理費、修繕費、

また備品購入費、同じように10款３項１目中学

校の学校管理費、修繕料、備品購入費について

質問いたします。よろしくお願いいたします。 

  まずは初めに56ページ、３款２項１目児童福

祉総務費、わらすこ広場の施設借上料1,998万

4,000円について質問させていただきます。 

  現在、こらっせ内にあるわらすこ広場ですが、

当初、民間企業撤退後、建物存続のためさまざ

まな苦労、交渉等があったということは多少は

お伺いしておりますが、年月が過ぎまして、周

りの情勢、環境、状況が変わっていく中、これ

まで施設借り上げの内容の交渉等は行われたこ

とがあるのか、またそれがあればその経過をお

聞かせいただければと思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 わらす

こ広場の施設について、借上料でございます。

こちらは来年度につきましては1,998万4,000円

ということで、借上料としては18万2,000円の

増額となっております。こちらにつきましては、

基本的な賃借料、それから共益費でできており
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まして、賃借料につきましては123万4,000円、

それから共益費につきましては37万1,297円で、

それに消費税といった額になっております。 

  なお、この金額につきましては平成26年度か

ら同じ金額となっています。 

  今回、こらっせ側とまた来年度に向けての協

議を行ったところでございます。その協議の中

で、建物内としては企業型保育施設ができたと

いうことで、ビル全体の価値が上がっていると

いうような返答でした。また、共益費について

も、入っているテナントの中では比較的、いろ

いろ事情、子供についての建物といいますか、

事業だということで比較的考慮いただいている

といった返答をいただいております。そういっ

たことで、こらっせ側とはそういった経過の話

をした上でのこの金額となったところでござい

ます。以上です。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

奥山省三委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。 

  このたびわらすこ広場、４月からですけれど

も、市民の無料化ということで大変喜んでいる

方々も数多くいらっしゃいます。子育て支援の

部分では必要不可欠なものかと思っております。

しかしながら、この予算の関係で、安全の管理、

また遊具の充実等おろそかになってしまっては

本末転倒なのかなと思うところであります。 

  今後、わらすこ広場の周りもあいていること

ですし、イベントブース、またイベント等を新

庄市外、また県外からも来られるようなイベン

トとか予定をしているのであればお聞かせいた

だければと思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 わらす

こ広場が入っているフロアにつきましては、ほ

かに将棋の方たちの団体が入っていらっしゃい

ます。同じテナントの中に、例えばおもちゃで

すとかそういったものの販売は控えていただき

たいといったような、こちら側からの提案をか

つて行った経緯がございます。子供たち親子で

遊びに来る場ですので、全体が楽しめる公益的

なものであればということは考えているところ

でありますが、ただ子供たちが使うもしくはお

母さん方の何かの講座ですとか、そういったこ

とができるようなテナントであればいいという

ような提案はしているところでございます。 

  また、年に一度、わらすこ広場におきまして

は「わらすこワンダーランド」という大きな事

業を行っております。子供たちのさまざまな出

演を行ったり、それから外部からのさまざまな

イベントをするための講師を呼んで行っている

というところでございますので、こちらはまた

今後も引き続き開催してまいりたいと思ってい

るところです。以上です。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

奥山省三委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。 

  決して安くはない金額ですので、少しでも費

用対効果があらわれるような事業も考えていた

だきながら今後進めていただければと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

  次に、78ページ、７款１項１目商工振興費、

在新外国人向け地域の魅力発信バスツアー開催

負担金につきまして、こちらの概要と在新外国

人の人数がわかるのであれば、またそれに対し

ての外国人実習生等も含まれているのかお聞か

せいただければと思います。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 在新外国人向け地域の魅

力発信バスツアー開催負担金10万円でございま

す。この事業については、今年度から行いまし

て、来年度は２年目になります。それで、実際
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に雇用の確保という部分では企業もなかなか楽

でないということで、外国人を受け入れて雇用

してやっている企業も多くなってきておるとこ

ろでございます。 

  実際に外国人登録の方360人ほどいるわけで

すけれども、その中でも企業の従業員としての

部分については100名から150名までの数がいる

わけですけれども、その中で外国人の従業員向

けに改めて新庄市の魅力を自分で知識として、

さらにその魅力を逆に自国に発信していただき

ながら、新庄市にもこうした企業があるという

ことを宣伝していただきながらさらに雇用につ

なげていきたいということで考えておるところ

でございます。 

  この事業についても、なかなか就業時間であ

ったりとかという部分で、実際今年度の実績で

は、10月20日に開催させていただいたんですけ

れども、参加者が３社14名ほどが参加されてお

ります。改めて実際に観光、それから文化財等

も見学されて、こういうところあるんだという

ことでスマホで写真を撮ったりしてＳＮＳでそ

れを自国に発信していただけるような形で、楽

しかったという御意見も多数いただいたところ

でございます。さらなる雇用の確保につなげて

いければなと考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

奥山省三委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。 

  内容によっては喜ばれる事業かと思っており

ます。ただ、企業の仕事中とかという問題が

多々出てくるかと思いますけれども、日曜日な

り連休なり使ってやっていただければ参加者も

ふえることかと思っております。ぜひ在新外国

人の知人が、自国に発信していだいて、海外か

らも観光に来たくなるようなツアーの内容を組

んで企画していただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

  続きまして、79ページ、７款１項３目観光費、

こちらも外国人関係なんですけれども、外国人

観光客案内体制整備事業委託料240万9,000円、

同じく７款１項３目最上・庄内広域周遊ルート

を活用した滞在コンテンツ充実・強化事業委託

料50万円、また80ページのインバウンド誘致キ

ャンペーン実行委員会負担金220万円、こちら

の３つの内容もお聞かせいただければと思いま

す。お願いいたします。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 まず初めに、外国人観光

客案内体制整備事業委託料204万9,000円、これ

については、今それ相当にインバウンド、団体

のみならず個人での旅行ということで、案内セ

ンターにも多数見えられているという中で、い

わゆる英語であったりとかその話ができる方を

案内センターの中にガイドボランティアという

部分で配置しておるところでございます。実際

に１人コンシェルジュを配置しまして、あとは

現地ガイドのボランティアの組織化も進めなが

らやっている事業ということで、観光協会に委

託をお願いしているところでございます。 

  まだまだボランティア団体の組織の強化とい

うのが進んでいないということもありまして、

組織自体もさらにいろいろな多言語ができる方

をこれからも募集しながらいろいろな外国の

方々の対応を図っていきたいということで考え

ております。 

  あと最上・庄内広域周遊ルートを活用した滞

在コンテンツの充実という部分で50万円ほど計

上させていただいておりますが、これについて

は東北観光復興交付金の事業で50万円でござい

ます。うち交付金として40万円で、残りの10万

円が交付税措置となっている部分で、県、それ

から鶴岡市、酒田市、最上町、大蔵村、戸沢村

と私ども新庄市で連携した形で事業展開してお

るところでございます。これは最上庄内の広域
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周遊ルートを介在した滞在コンテンツの充実強

化ということで、台湾、韓国、タイ向けの事業

ということで、事業内容については着地型の商

品の開発、周遊ルート見直し、それからエージ

ェントの招聘、商談などを考えておるというよ

うなことでございます。 

  それから、80ページのインバウンド誘致キャ

ンペーン実行委員会負担金220万円でございま

す。この事業の令和２年度の取り組みの中では、

プロモーション事業、それから旅行誘致の支援、

旅行商品の造成、受け入れ態勢整備等々で220

万円ということで、一番大きい事業としてはプ

ロモーション事業になります。これについては

114万円の半分程度をここにということで、国

際旅行博の出展事業であったりとか台湾語版の

フェイスブックの運営の委託料でほぼ半分でご

ざいます。あと旅行誘致支援ということで、高

校の海外研修交流の助成などで30万円ほど計上

しております。それから旅行商品の助成という

ことで、宿泊、バス、食事などの助成事業を考

えてございます。あとは受け入れ態勢の整備と

いうことで、ノベルティーグッズなどの制作を

考えております。あとは事務局費等で220万円

ということで考えております。 

  これからますますインバウンドの部分、今実

際のところコロナウイルスの関係で大分お客さ

んも減っておりますけれども、これが終息され

た後、さらなるインバウンドの充実ということ

も図っていかなきゃならないということで考え

ておるところでございますので、よろしくお願

いします。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

奥山省三委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。 

  ただいまの外国人観光客案内体制整備事業委

託料に関しまして、こちらは人件費と見てよろ

しいでしょうか、常駐の。お願いいたします。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 案内センターに観光コン

シェルジュということで１名配置しております。

その方の人件費等で210万円ほど、残りの30万

円については、ボランティア団体の組織とスキ

ルアップということで30万円ということでござ

います。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

奥山省三委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。

わかりました。 

  先ほどもありましたように、コロナウイルス

で今観光どころではない状況ですけれども、い

ずれ外国人、国内インバウンドも含めて、やり

方次第ではかなりの集客が見込める事業となっ

ていくかと思います。ぜひ委託先の動向を見守

っていただいて、健全な運営できるようにお願

いいたします。 

  続きまして、最後になりますけれども、99ペ

ージから101ページにかけて、２つ含まれた事

項になるんですけれども、10款２項１目と10款

３項１目、小学校、中学校の管理費につきまし

て、修繕費2,526万9,000円と備品購入費297万

2,000円、また中学校の修繕費が474万6,000円、

備品購入費が94万9,000円ということですけれ

ども、こちらについてですけれども、学校にも

よるんですけれども、実際はこの修繕費、備品

購入費のほかに、ＰＴＡ主体で積立金や基金等

を使ってやっている学校もあるというのが現状

でございます。そのことについて、新庄市とし

て把握しているのか、しているのであれば、お

よそでいいので、新庄市全体の学校でどのくら

いの金額になっているのか、わかればお伺いい

たします。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 委員長、武田

信也。 

奥山省三委員長 教育次長兼教育総務課長武田信

也君。 
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武田信也教育次長兼教育総務課長 本市で予算を

立てて整備しているほかに、ＰＴＡや教育振興

会であるとかさまざまな団体から寄附をいただ

いたりしているものがあります。ただ、今手元

にその額は持っておりませんので、その額につ

いても調べることがかなり難しい、かなり昔か

らそういう状況になっております。 

  ただ、基本的には、新庄市の責任として、学

校で必要なものについては新庄市で予算を立て

て整備をしていかなければならないものと考え

ております。 

９ 番（佐藤文一委員） 委員長、佐藤文一。 

奥山省三委員長 佐藤文一委員。 

９ 番（佐藤文一委員） ありがとうございます。 

  先ほど申し上げましたけれども、学校によっ

てということで、そういうものがある学校、な

い学校が分かれておるところであります。また、

少子化の問題もあってなかなかそういうところ

を持っているところもだんだんだんだんきつい

ような状況になってきているのも現状ですので、

そのような部分にも目を配っていただきまして、

今後予算組みしていただければとお願いを申し

上げます。 

  以上で私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） それでは、私から何点

か質問をさせていただきたいと思います。 

  質問する前に、今回の予算書、誤字とか数字

とかはありませんよね。きのうから予算委員会

が始まったわけなんですけれども、それを確認

してから質問をしたいと思います。 

  まず、款項目からいきたいと思います。 

  最初は49ページ、３款民生費１項社会福祉費

１目社会福祉総務費、次に54ページの３款民生

費２項児童福祉費１目児童福祉総務費、次にペ

ージ数58ページ、３款民生費２項児童福祉費３

目保育所費、次に87ページ、８款土木費４項都

市計画費１目都市計画総務費、次に90ページの

８款土木費６項雪対策費２目雪総合対策費、最

後にページ数92ページの９款消防費１項消防費

２目非常備消防費についてお聞きしたいと思い

ます。 

  まず最初に、49ページの摘要欄の民生委員・

児童委員活動事業費についてお聞きします。 

  実は、民生委員の方々につきましては、ある

地域で議会報告会を行ったときに、非常に民生

委員の方々は仕事が忙しい、できればその地域

で我々も民生委員に協力したいという本当にあ

りがたいお話がありました。そういう中で、回

答によりますと、現在、民生委員児童委員が総

数で81名の方々が活動しておられる。しかし５

名が欠員となっているという回答であります。

この５名の欠員なっている地域の本来活動して

もらっている仕事、どのような形でその地域を

カバーしているのか、まずお聞きしたいと思い

ます。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 現時点

で欠員生じているところは３地区となっており

ますけれども、その３地区のいない状況で、本

来その地区を受け持つべき民生委員の活動を誰

がやるのかということでございますけれども、

協議会の中で４つにブロック分けをしているん

ですけれども、できればそのブロック内で近隣

のということで対応できるところがあれば対応

していただくとともに、各地区におります、一

部配置していないところもございますけれども、

健康福祉推進員の方に見守りの部分であったり

を受け持って、何かあれば市に連絡していただ

けるような体制づくりというのを考えていると
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ころでございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 今の答弁では３地区で

欠員を生じていると、答弁ですけれども、５名

が欠員ということはその３地区で５名なんです

か。我々がもらった回答書によりますと、民生

委員児童委員が全体で81名いるんですけれども、

我々がもらった回答では５名の方が欠員になっ

ておりますよという回答なんですけれども、そ

ういう中で課長は３地区が欠員なっていますよ

という、それはそれでいいですけれども、やは

りそういう現況を把握したとすれば、早急にや

はりその空白地帯のいろいろな本来ならば民生

委員が活動すべきのところをしっかりとカバー

をしてほしいなという思いであります。 

  また、ある地区は非常に民生委員の活動範囲

が広過ぎて困っております。先ほども言いまし

たけれども、ボランティア的な要素があります

けれども、それをカバーするために我々地区か

らもできれば民生委員を出したいという議会報

告会での話でありましたので、その辺も甘えて、

いろいろな地区の割り当てもあると思うんです

けれども、そういうことも善処して、せっかく

市民からの声ですから、話を聞いてほしいなと

いう思いがします。よろしくお願いします。 

  次は、55ページの摘要欄での子ども食堂支援

事業補助金であります。きのうも山科委員が質

問したんですけれども、この子ども食堂に関し

ては山尾市長の選挙公約であります。そういう

中で、きのうはこの15万円というのは子ども食

堂を新たに開設するための資金ですよと私理解

したんですけれども、それでいいですか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員お

っしゃるとおりで、こちらの15万円は新たに開

設するための費用の補助となっております。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 実は今、新庄市で２つ

の子ども食堂がボランティア的に子供のために

開設しているわけなんですけれども、昨年の９

月定例会で、私、子ども食堂に関して質問させ

てもらいました。その中で課長はこのような答

弁しております。「今後におきましてはやはり

新たに立ち上がる施設ですとかそれからまた運

営に対して一定の額を市として補助して支援を

していきたいと考えております」という答弁を

しております。 

  この15万円は、新たに開設されるであろう子

ども食堂への開設準備金といいますか、それは

いいと思いますけれども、じゃ９月定例会で課

長が答弁したということは、やはり市長の意向

を受けての答弁ですから、今回の予算に関して、

運営に関しての予算請求をなされたんですか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 当初予

算要求の時点では、課としての考え方として運

営費とそれから開設準備と２点について要求は

したところでございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） じゃ財政課長にお聞き

します。 

  きのうですか、県からの支援金もありますと、

それは１事業について１万円と私は受け取った

んですけれども、この事業は山尾市長の公約で

すよ。まして９月の一般質問で私の答弁に対し、

先ほど課長が言ったとおり、再度読みますけれ

ども「市としても運営に対して一定の額を補助
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したい」という答弁であります。今、私も課長

の答弁で初めて聞いたんですけれども、原課と

しては、子ども食堂への開設準備だけじゃなく

て、運営に対しても予算請求をしているという

お話あります。いろいろな予算の枠内であるで

しょう。しかし、我々がここで一般質問して、

課長から答弁を受けているんですよ。それも市

長の公約なんです、これ。それに対して、予算

にも出ておりますから、15万円という開設準備

金が。じゃ運営に対する考え方、そういう予算

関係というのは、今後どうする気ですか。（「委

員長」の声あり）ちょっと待ってください。私、

財政課長にお聞きしているんですから。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

奥山省三委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 このことについては担当課から報

告がございました。ただし、県の支援を受けて

いるところでは市の運営費のダブル補助はでき

ないということがありますので、やり方につい

て今後考えると、やり方です。それはきのうの

課長の答弁でありまして、民間の方あるいは企

業の方、個人の有志、そういう新たな外郭団体

あるいは実行委員会などを組織して、そこから

支援をするという制度を検討しなさいと私は指

示したところであります。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） じゃ再度伺います。 

  今、市長答弁で、私も聞き漏らしたかなと思

うんですけれども、県の１万円の支援と市では

ダブってはだめですよという感じで、予算請求

されたけれどもそれは採択ならなかったという

ことでいいんですね。 

  じゃもう１点お聞きします。 

  子ども食堂に関しては、やはりボランティア

的な方で民間の方が運営しているわけなんです

けれども、それに関しても食材等に関しても産

直まゆの郷とか協力をしているわけですよね。

そういう中で、企業や農業団体の方々とも支援

をしていただけるよう、そのような構築をして

いきたいと、恐らく協議会的なものをつくりた

いという思いで課長は答弁なされたと思うんで

すけれども、令和２年、そういう構想というの

は持ち続けて、やりますか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 子ども

食堂につきましては、今県内でも37カ所、そし

て県の補助金を利用しているところは22カ所と

なっています。また、市町村から助成金を行っ

ているところは県内ではまだどこもありません。 

  このたびの開設準備のこれを契機に、今後ど

のような形で協力態勢ができるのかといったと

ころをまた研究しながら行っていきたいと思っ

ています。県におきましてもそういったところ

に力を入れているということもありまして、例

えば県の社会福祉協議会がコーディネーター役

をしていますし、他の市の社会福祉協議会など

もそういったことに事業を行い始めているとい

うこともございますので、そういったところか

らも、どのような形でやっていけるのかという

ところは今後も検討、研究してまいりたいと思

っております。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） こういうボランティア

でやっている、民間の方々がやっておりますか

ら、幾らでも側面から支援をしてほしいなとい

う思いで今質問させてもらったわけでございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、同じく58ページ、３款民生費２項児童

福祉費３目保育所費の修繕料についてお聞きし

たいと思います。 

  実は、一般質問２日目の同じ会派の佐藤卓也
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議員の一般質問に対して市長は「老朽化が著し

い公立保育所２所においても修繕を行いながら

新庄市公共施設最適化・長寿命化計画に基づき

建てかえ等の検討をしてまいりたいという考え

であります」と、これは山新にも出たんですけ

れども、それくらい２つの泉田保育所と中部保

育所、あのくらい、40年超え、30年後半の、建

ててから本当に老朽化が著しく進んでおります。

そういう中で、この議場でも老朽化についての

修繕に対する対応策どうですかと聞いているん

ですけれども、２つの保育所あるんですけれど

も、今現在、施設からの要求なりどのような問

題点を抱えているのかお聞きしたいと思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 公立保

育所、中部保育所と泉田保育所の２カ所ござい

ます。中部保育所につきましては、屋根を主な

修繕が必要だということで、雨漏り等もなって

いるという状況で、屋根全体を例えば防水シー

トで覆うとかそういったちょっと大がかりな工

事が必要になるかなと考えているところでござ

いますが、子供たちを保育したままでの工事が

できるのかどうかというところもありますので、

そういったところを課題として捉えているとこ

ろです。 

  なお、泉田保育所につきましても、全体的な

老朽化がございます。今抱えている課題の大き

なものとしては、平成29年度に浄化槽を工事い

たしました。あのときは880万円ほどかけての

工事でございましたが、その後もどうも悪臭が

すると、時折、いつどのようなときにというこ

とがなかなかわからないんですけれども、時折

においがするといったような訴えは受けておる

ところでございます。 

奥山省三委員長 ただいまより10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時１１分 休憩 

     午前１１時２０分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 担当課の課長は、現場

からいろいろな声が上がってきている、把握し

ているというんですけれども、じゃこの修繕費、

去年よりも100万円ほど多いみたいなんですけ

れども、この中に修繕をする、先ほど言いまし

たけれども、泉田保育所の悪臭の問題、あと中

部保育所の屋根の問題、雨漏りですね、この修

繕の中に入っておりますか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 今回の

修繕費の中にありますのは、主に現場からの緊

急的な修繕に対応するための経費として30万円、

それから畳の交換、今回は新たに製造して交換

するといったものもございますので、２所分と

して上げております。それから、泉田保育所の

滑り台の修繕などが含まれているところでござ

います。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 優先順位をつけて修繕

したいという思いだと思うんですけれども、新

庄市内の子供たちに皆ひとしく快適な保育をす

るために、補正予算をつけても雨漏りを直した

り、毎日使うトイレの悪臭を解消するとか、そ

ういう温かい目線でやってほしいなという思い

がします。 

  次に、87ページの８款土木費４項都市計画費
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１目都市計画総務費の適用の都市計画道路見直

し検討業務委託料とあるんですけれども、これ

は今まで長い間見直しがなされてこなかったわ

けなんですけれども、今回どのような路線を見

直しを図るのか。 

  そして今、そろそろ我々にも都市マスタープ

ラン、議会に見せられると思うんですけれども、

その整合性って図られてされるのか。私言いた

いのは、もっと見直しを都市マスタープランの

作成する段階で並行してやれば本来ならばよか

ったのじゃないかなと思うんですけれども、そ

の辺のところお願いしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 都市計画総務費の中の都

市計画道路の見直しの検討委託費ということで

御質問いただいております。 

  今年度、都市マスタープランの策定最終年と

いうことで、機会あるごとに中間的な報告だけ

はさせていただいていたところでございますが、

去る２月に最終的な都市計画審議会に諮問を図

りまして最終決定をいただいたところでござい

ます。こちらの中に、今回予算計上させていた

だいております都市計画道路の見直しの内容に

つきましても、現在県などで進めている都市計

画道路の整備を推進するということとともに、

これまで長期間、未着手でありました都市計画

道路の必要性、また総合的な実現性に関しまし

ても検証を行いまして、道路の見直しを行うと

いうことで計画に盛り込ませていただいたとこ

ろでございます。 

  これをもとにいたしまして、令和２年度から

既存の交通センサスなどの調査結果をもとにし

まして、不足している調査の部分を追加して調

査を行いながら都市計画道路の見直しについて

検討を進めてまいりたいと考えているところで

す。よろしくお願いします。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 本当に長い間、都市計

画道路見直しなされませんでしたね。市民の間

でも、いつ実行するのかと、そういう市民もい

ると思いますので、いろいろな形で周知をして

いただければありがたいなという思いがします。 

  次に、90ページの８款土木費６項雪対策費２

目雪総合対策費、雪総合対策事業費についてお

聞きしたいと思います。 

  実は、主要事業の中にも書かれているんです

けれども、いや私本当に、今まで国の交付金等

でやってきたわけですね、流雪溝整備とか。今

回、令和２年度は市単独費も投入してさらなる

推進をしますと。ある程度予算的にも幅ができ

たから市単独で投入して流雪溝の整備のスピー

ド化を図る思いがあるんじゃないかと思うんで

すけれども、第２次新庄市総合雪対策基本計画

というのは平成16年から平成39年までですね。

ということは令和９年までですけれども、それ

に関して進捗率は恐らく53％ぐらいしかできて

いないと思うんですけれども、市単独の事業費

を新たに投入することによってスピード感が速

まると思うんですけれども、この基本計画内で

おさまることができるのか。私はできないんじ

ゃないかと思うんですけれども。じゃこの基本

計画の長期計画に入っていますよね、平成39年

なんて待たなくても、見直しを図る必要がある

んじゃないかと私思うんですけれども、その辺

のところお聞きしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 雪総合対策費の流雪溝の

整備費につきまして、市費の投入に向けて御質

問いただいているところでございます。 

  今回予算に計上させていただいております流

雪溝の整備に関しましては、大きく２地区に関

しまして計上させていただいているところです。

１つが沖の町・中山町地区、あともう一つは県
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と共同の事業を行っております金沢地区、こち

らにつきまして、これまで国の交付金をベース

にさせていただいて事業の進捗を行ってきたと

ころでございますが、令和２年度からこちらに

市の単独の費用を計上させていただきまして、

より計画的な形で進められるように準備してい

るところでございます。 

  沖の町・中山町に関しましては、令和２年度

の予算計上を含めますと、あと２年ほどでおお

むね完成に見込めるようなことで計画をしてい

るところでございます。 

  また、金沢地区につきましても、今年度県の

事業であります排水の部分を終わらすことで、

市の単独の事業の部分であります市道の流雪溝

の整備に向けていけるということで、地域の住

民の方にも進捗が見える形で進められればとい

うことで考えているところでございます。 

  また、第２次雪総合対策計画につきましても、

先ほど委員おっしゃられましたとおり令和９年

までの計画ということで現在進めているところ

でございますが、現在進めている流雪溝計画の

次期計画として、小桧室、西町地区を計画して

いるところでございますが、それを見越して早

目のところで見直しに向けての着手を考えてい

きたいと考えているところでございます。よろ

しくお願いします。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） 雪問題は新庄市の前か

ら定住に対しての一番のネックでありますので、

計画というものをしっかり、市単独の、ことし

から使うわけですので、継続的に予算をとりま

してやってほしいなという思いであります。 

  最後の質問なんですけれども、92ページの９

款消防費１項消防費２目非常備消防費について

お聞きしたいと思います。議会からも５人の消

防委員の方々が行っているわけですので、失礼

のないような質問したいと思うんですけれども。 

  実は、新しい消防年報によりますと、新庄市

は最上地区で一番の中心都市であります。そう

いう中で、団長、副団長、分団長、部長、班長、

どの方々の報酬を見ても、団員を除いて報酬が

一番低い、これ前からなんですけれども。それ

に関して、17分団、34部、95カ班あるんですけ

れども、そのようないろいろな報酬について消

防団からそういう話がないのかお聞きしたいと

思います。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 委員おっしゃいますとおり、

消防団員の報酬につきましては、最上郡内の中

で一般消防団員の報酬は一番いい、団長以下に

つきましては真ん中から……（「一番低い」の

声あり）はい。一番低いということでございま

す。平成27年度に消防団員の報酬を改定しまし

た。その際には中位から下位というようなこと

で改定したところでございます。その後、団員

も含めまして特に不満とかそういうのは出てい

ないところでございます。 

１８番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

奥山省三委員長 小野周一委員。 

１８番（小野周一委員） そうですか。じゃそれ

については我々議会も言う必要ありませんよね。 

  最後に、消防団の条例定数です。今1,149名

いるんですけれども、条例団員定数が1,194名、

40名ほど欠員なっているんですけれども、それ

についてどのような見解を持っておられるか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 消防団の条例定数は1,194名、

平成31年度４月１日時点では1,145名となって

おります。平成30年度は1,149名、平成29年度

は1,158名、平成28年度は1,153人ということで、

1,150人前後を何とかキープしているところで

ございます。 

  最近の少子高齢化、人口減の中で何とか消防
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力の維持をしたいと考えております。できるだ

け消防団員の数は減らさない形で、できるだけ

ふやすような努力をしていきたいと考えており

ます。（「ありがとうございました」の声あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） まず100ページ、10の

２、要保護児童就学援助費が２万2,000円多く

なりました。その下の準要保護児童就学援助費

は102万9,000円の増額でした。これは小学校の

部ですが、そのほか中学校、それから義務教育

学校の分も含めて就学援助の内容に拡充があっ

たのかお聞きします。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 就学援助費の内容でござ

いますが、令和２年度の小中、義務教育学校の

対象者を見込んで、その手当てに関する金額を

積算しましてこの金額を出しているところでご

ざいます。特に昨年度末から新たに変わったと

いうことではございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では次に、100ページ

の10の３で学校給食費補助金というのがありま

して、これが新しく出て、小中、義務教育学校

合計で942万3,000円となっているようですが、

この内容について、どうでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 ただいまの補助金でござ

いますけれども、このたび学校給食事業運営協

議会に諮って、現在の給食費から令和２年度に

つきましては値上げをせざるを得ないという適

正な金額の提示をいただいております。今後、

校長とそれからＰＴＡで承認をいただくことに

なりますが、その値上げ分のことでございます

が、保護者の負担も大きいということで、値上

げ分の一部を補助金ということで、小学校の場

合は市として15円補助、中学校の場合は市とし

て20円補助するというものでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 父母の教育費負担軽減

を考えますと、値上げされるというのは親とし

てはちょっと苦しいような気がします。そうい

う意味で、全額値上げ分を市で持つと考えられ

なかったのか、どうでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 先日の一般質問のときも

申し上げましたけれども、給食費につきまして

は受益者負担とそれから学校給食法で給食は保

護者の負担ということもありますので、基本的

には保護者の方に負担をいただいていくものだ

と考えております。その中で、少しでも、一部

でありますが、初めてその補助ということで、

この補助金のことで少しでも子育ての支援とな

ればと思っての金額でございますので、御理解

いただければと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 全額上げる、父母負担

にしないで少し補助したんだということで、こ

の姿勢は少しよかったと思いますが、今の景気

の悪さと賃下げの状況の中で父母の負担が上が

るというのは、給食費の値上げというのは父母

にとってちょっと厳しいなと思います。 

  それから、受益者負担だし、学校給食法で父

母負担なんだということを何度か言われており

ますが、しかし憲法では義務教育費無償となっ

ているにもかかわらず、さまざまな義務教育で

の父母負担が上乗せされているわけです。本当

はこれを全額国の負担でやるべきだろうと、私

は憲法を生活に生かすならばそうあるべきだろ
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うと思います。 

  そういう立場から、県内の市町村で学校給食

を無償にする、全額はできなくても一部かとい

う形で父母の負担を軽減させる動きが大きく進

んでおりますので、その情報も得ながら、そう

いうことができないかということを引き続き検

討していただきたいということをお願いします。 

  次に、40ページの２の９ということで、個人

情報保護審議会委員報酬３万円がありますが、

年何回開催予定なのか、お願いします。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 来年度、個人情報保護審

議会を何回予定しているかという御質問でござ

いますが、今年度は申請に基づき２回ほど開催

しておりますけれども、来年度はその申請の内

容にもよりますので何回という予定は立てられ

ないという状況にあります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 個人情報保護審議会委

員で話し合われる内容になるのかと思いますが、

若者の個人情報、住所、氏名、年齢を本人の同

意なく自衛隊に新庄市は提供していると聞いて

おりますが、令和２年度もこの方向なのか、お

願いします。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 自衛隊関係の募集事務につい

てでございますけれども、これらの事務につい

ては自衛隊法施行令に基づく法定受託事務とな

っているところであります。 

  それで、前回、防衛大臣から公用で請求があ

りまして、回答したということでございますけ

れども、この案件につきましては自衛隊法施行

令第120条を根拠とするものでありまして、個

人情報保護の条例においても６号に該当するの

で問題はないと考えているところであります。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 個人情報保護条例６号

に合致する提供だということですが、本人には

個人情報を自衛隊に提供しているということを

お知らせしているんですか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 行政機関から一定の手続を経

て照会している部分について回答しているとい

うことですので、法律上、条例上の手続にその

分は存在しないと認識しておりますけれども、

しかし御本人が権利を不当に侵害された旨の申

し出があればその部分については提供を行わな

いという考えでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 本人が侵害されたと申

し出があればしないということですが、本人が

市役所から自衛隊に自分の個人情報が流れてい

るということを本人は知っているんですか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 恐らく結果として知らないと

いうのが実情かもしれませんけれども、現在の

法律上の制度、そして条例上の制度の手続にお

いては問題はないと解釈しているところでござ

います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 自分の個人情報は保護

されなければならないという意識が高まってい

るような気がいたします。そういう中で、本人

も知らないかもしれない中で勝手にやられてい

るようなこういったことは、個人情報保護とし

ては私はとても問題だと思います。そういう意

味で、施行令というのは、やらなければ罰則が
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あるんですか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 国の法律、そして施行令も含

めて、国会と、またその委任に基づいて成立し

たものでありますので、それを遵守するという

考えが基本になるかなと思います。 

  ただ、罰則については規定がないのかなと理

解しております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 罰則はないんですよ。

つまりこれを提供しないからといって自治体に

罰が来るわけではないんです。自治体の自治事

務として個人情報保護という立場に立って、若

者の個人情報は守るべきではないかと思うんで

す。それが自治体ではないですか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 ただいま自治事務というよう

な御発言ありましたけれども、今の現行制度で

は施行令に基づく法定受託事務の中での自衛隊

の募集事務ということになっておりますし、そ

して前回照会があった行政機関からの正規の手

続を踏んだ中での照会というところでの回答と

理解しています。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 罰則もありませんし、

施行令というのは必ずやらなければいけない法

律ではありません。そういう意味では、私は若

者の個人情報保護の立場から、若者の個人情報

を本人の同意なく、本人も知ることなく自衛隊

に提供している姿勢は問題だなと私は言わざる

を得ません。これは改善するように要望したい

と思います。 

  次に、41ページの２の９、社会保障・税番号

制度中間サーバー交付金618万9,000円の内容は

どういうことでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 社会保障・税番号制度中

間サーバー交付金についての御質問でございま

す。 

  こちらは、マイナンバー制度に係る自治体間

の情報連携については、全国の自治体が地方公

共団体情報システム機構の自治体中間サーバ

ー・プラットフォームを活用しながら運営して

おります。その現行システムの運営費用が交付

金として国から来るものになります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） マイナンバーの情報の

やりとりする運営費なんだということでしたが、

マイナンバーカードを拡大というふうに、きの

うも課長からお話ありましたけれども、市民に

とってメリットはあるのでしょうか、デメリッ

トをどう見ておられるでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 マイナンバーカード自体

は国が推し進める事業でございますけれども、

やはりマイナンバー持つことによってさまざま

な場所で住民票等の取得が可能になるという利

便性を高めるものではないかと考えております。 

  また、今現在、デメリットにつきましては、

特に大きなデメリットはないと考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大きなデメリットはな

いという御認識でございました。 

  しかし、私は考えるに、2022年には国民全員

に持ってもらおう、拡大しようとしているとい

うお話でしたけれども、全員に所有させること

になれば超管理国家という道だと思います。ど

ういうことかというと、常に携帯が義務づけら
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れたりして、街頭や施設に設置される三次元監

視カメラ、番号カードで国民一人一人が監視さ

れる社会です、社会となるということです。個

人情報を守りたいと思っても官民全てで守られ

る保障はないと思います。 

  例えば税申告、番号つき個人情報は社会の

隅々にまで広がっていくことになります。源泉

徴収を作成する事業者は、給与を支払う個人の

番号を全て知ることになります。官においても、

警察などによって刑事事件捜査などの治安利用

のためなどの理由で個人情報の提供が行われて

います。そして、特定個人情報保護委員会の保

護からも外れ、本人開示もこれができないよう

にもなっています。番号でひもづけされた個人

情報が大量に一瞬で流出する事態になりかねま

せん。そうではないですか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 国で推し進めております

マイナンバーカードの取得というものは、あく

までも強制ではございません。マイナンバーカ

ードをとらないという選択肢もございますので、

個人の権利というものは守られているものと判

断します。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 例えば、ことし公務員

がマイナンバーカードを取得させられていると

も聞いていますが、どうなんでしょうか、これ

は強制ではないでしょうか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 全国的にそういうことは行わ

れておりますが、県内においては山形県市町村

組合の依頼の中で取り組んでいることでもござ

います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういう意味で、一つ

官民分野にまたがる共通番号制になるわけなん

ですが、これを全国民にという政府の狙いがあ

るわけなんですが、そういうのは大変危険なの

で、分野別の番号制にとどめるべきでないかな

と思うんです。それは、ドイツ、イタリア、オ

ーストラリアがやっているわけなんですが、そ

れについてどうでしょうか。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

ただいまの審査は一般会計予算の歳出について

でありますので、質問内容についてもっと簡明

にお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では別の質問をさせて

いただきます。 

  105ページの10の４、明倫学園建設というこ

とで約29億円が出ています。７ページの債務負

担行為には8.8億円となっておりまして、この

明倫学園の建設、ことしから始まったわけなん

ですが、その建設費総額は幾らと見ておられま

すか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 委員長、武田

信也。 

奥山省三委員長 教育次長兼教育総務課長武田信

也君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 令和２年度に

は校舎棟の２年目の建設費、そして体育館棟の

１年目の建設費、そして体育館棟の２年目の建

設費が債務負担行為で設定させていただいてお

りますが、建設費の総額でよろしいかと思いま

すが、校舎棟、それから体育館棟、その後にグ

ラウンド等の外構工事も行ってまいりますが、

その工事、建設工事、これはあくまでも予算ベ

ースでございますが、53億円程度になるのかな

と予想してございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 



- 259 - 

１ 番（佐藤悦子委員） 126ページの地方債が

あります。これを見ますと平成30年度末は約

143.4億円、令和元年度末は152億円、令和２年

度末は168.7億円の見込みとなっています。こ

れは借金が急激にふえていくという状況であり

ますが、今こうした大きな建設事業があるとい

うのは、建設単価も上がっていることもあって

大変怖いというか、本当にこれでいいのかとい

う借金の金額のような気がしますが、それにつ

いてはどう考えていますか。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 明倫学園の建設費に関連しま

して、市債残高が非常に膨大となっているので

はないかという御趣旨かと思います。 

  令和元年度、今年度末での市債残高を申し上

げますと152億1,500万円ほど見込んでございま

す。令和２年度末になりますと明倫学園建設の

ための義務教育学校建設事業債で20億1,100万

円ほど見込んでございますので、168億7,000万

円ほどになるのではないかということでござい

ます。 

  今後の見通しとして、このような起債残高、

地方債残高がございますので、発行額を極力抑

制していきたいと考えてございますけれども、

学校建設といった大規模事業、それから公共施

設等の修繕、改修等に充てていくという対応も

必要でございますので、令和２年度、３年度あ

たりがこの市債残高のピークではないかなと考

えてございます。 

  市債発行額が償還額より多くなるということ

で、市債残高が増加していくと見込んでいるわ

けですけれども、この中で財政運営の仕方とし

ては、できるだけ有利な交付税措置のある起債

を活用して改善を図ってまいりたいと考えてご

ざいます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 令和２年度、３年度が

ピークになるんじゃないかということで、有利

な起債を見ながらいきたいというお話でしたが、

大規模な建設というのは私は控えて、メンテナ

ンスに力を入れていく、例えば市有施設の軀体

は100年もつと専門家の資格を有する職員も言

ったことがございますので、その立場で施設活

用を図るべきと思いますが、どうでしょうか。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 委員おっしゃるとおりでござ

いまして、施設の活用、長寿命化ということに

も取り組んでいかなくてはいけないということ

で、総合管理計画とその個別計画であります長

寿命化計画を昨年度策定したわけでございます。

その計画に基づいて大規模事業を進める中で、

公共施設の維持、改修費も確保していくという

ことで、投資的経費を大規模建設後は抑えてい

くという見込みで進めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

奥山省三委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

奥山省三委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 50ページの３の１とい

うことで、国民健康保険事業特別会計繰出金が

66万9,000円増額となっています。この内容に

ついてお願いします。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午後１時０１分 休憩 

     午後１時０２分 開議 
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奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 こちらは一般会計からの繰入

金の増額によるものとなっております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 一般会計からの繰入金

が増額とのことでした。 

  市独自の減免ということで、例えば申請によ

る減免の拡充ということで、私は特に生活保護

基準以下の所得の場合の申請減免を市長の特別

な事情ということで認めることによって、市職

員が相談に応じやすいというふうになると思う

んですが、そういった考えはないのか、お願い

します。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

ただいまの審査ですけれども、一般会計予算の

歳出でありますので、質問内容を変えていただ

きたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいまの質問は、国

民健康保険への一般会計の繰入金についての質

問なんです。繰り出しですか、失礼しました。

繰り出しということで、ここでしか聞けないん

ですよ。ぜひお願いします。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 一般質問の中でも質問が出さ

れていたと思いますけれども、所得が低い方の

制度上の減免といいますか、軽減措置の中での

約６割ぐらいの方が世帯において軽減されてお

ります。その上さらに減免等の措置をするとい

うことはなかなか難しいかなと思っております。

よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ６割の軽減はわかりま

す。法定で軽減されているということはわかり

ます。 

  この前の議会のときにも市民の例を出しまし

たけれども、まさに生活保護以下の、基準以下

の収入でお暮らしになっている方でした。１カ

月の食料に使えるお金は１万円という方でした。

それほど低い年金なのにどうして生活保護を受

けないのか聞いたら「車を手放したくないから、

車がないと何もできないから」と。これが原因

で、食べられなくても車は手放せないんだとい

うことでおられる方が国保税を納められずに苦

しんでいるという状況がありました。こういう

方は本当は生活保護を受けていただいていいと

思うんですが、本人が「車は」ということで、

車を持っている人はなかなか生活保護にならな

いもんですから、「車は」と言ったその方、明

らかに生活保護基準以下の所得、収入なんです。

そういう方の状況をお聞きしたときに、相談に

見えたときに、減免ができれば職員がどれほど

楽だか、どれほどほっとするか、そう思いませ

んか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいまの御質問につきまし

ては、国保税の特別会計での回答にさせていた

だきたいと思いますので、一般会計では控えさ

せていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私、このことを国保会

計で、ちょっと休憩お願いします、国保会計で

言ったときに「一般会計でやるべきだ」と何度

も言われたんですよ。今言ってください。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
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奥山省三委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） それでは、私から質問

申し上げます。 

  32ページ、１の１の１の議会費ですけれども、

ここに印刷製本費305万3,000円と記載されてい

ます。前年度の予算から見ますと15万1,000円

ふえています。この差額はどういうことでしょ

うか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 このたびの印刷製本費305万

3,000円と計上しておりますけれども、内容に

ついては新庄市報だよりの４回の発行の単価が

ほとんどでございます。その部分の変更と理解

しております。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

奥山省三委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） よく聞こえなかったん

ですが、新庄市報ですか、の単価が上がったん

ですか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 「新庄市議会だより」でござ

いました。申しわけございません。年４回発行

している部分の予算の枠組みで303万6,000円程

度、あとそのほか封筒の印刷で１万6,000円と

いうことでございます。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

奥山省三委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） この中には、議会費で

すけれども、本日提出されました予算書の製本

費は入ってないんですか。 

小松 孝総務課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 市議会だより年４回の発行分

ということでございます。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

奥山省三委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） この予算書の製本費と

いうのはどこへ入っているんですか、議会費の

中だと思うんですけれども。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 ２款１項６目になりますけれ

ども、財政運営費に入ってございます。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

奥山省三委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） 申し上げたいのは、皆

さんの受け取りになっている毎年度の予算書は

大型のクリップどめになってもらっていますけ

れども、これ本来もともと、もとをただせばち

ゃんと製本したものをもらっていたはずなんで

す。これが財政再建の一環の中でこういうバイ

ンダーで渡されたのが平成15年からずっとこう

なっています。私はあれからずっとこれ使って

います。今、財政も大分状況がよくなっている

ので、もうぼつぼつもとに戻って、クリップど

めじゃなくて、製本化すべきだと私は思うんで

すけれども、どうでしょうか。そんなにも高額

な金額かかるわけじゃない。非常に使いにくい。

皆さんもそう思っていると思うんですが、どう

でしょうね。私はもとに戻すべきだと思います。

どうですか。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 大変失礼いたしました。先ほ

ど２款１項６目と申し上げましたが、２款１項

４目財政管理費の中の消耗品費15万9,000円で、

職員が輪転機で印刷して配付させていただいて

いるわけですが、かなり分厚い予算書となって

おりまして、手作業でこれをとじるとなるとか

なりの労力といいますか、そういった大きなと

めるようなホチキスがあるのかということもご

ざいますが、この点については今後検討させて

いただきたいと思います。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
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奥山省三委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） さっきも言ったんです

が、もうぼつぼつこういう古傷を直すべきだと

私は思うんですよ。これだけでなくて、いろい

ろなことにまだまだ影響を及ぼしているという

ことが財政再建の中で生きているんです、まだ

ね。それを少しずつやはりもとに戻すべきだと

いうのが私の考えなんです。高額なやつは再検

討すべきだとは思うんですが、このぐらいのこ

とは、昔にね、15年も前のことに戻しても悪く

ないんじゃないかというのが私の意見です。 

  次に移ります。 

  今回、主要事業ということでかなりの件数上

がっていますが、この中でピックアップして申

し上げたいと思います。 

  まず第１に、63ページですけれども、看護師

確保対策事業費、奨学金返還助成金180万円、

これは主要事業の10ページに載っていますけれ

ども、ここを見ますと年間18万円の助成という

ことで、180万円ですから10名分を見込んだと

いうことだろうと思いますけれども、この下の

真ん中辺を見ましたら対象者ということで、対

象が初年度は半年以上、６カ月、新庄市の医療

機関に雇用されているということであろうと思

います。半年というと４月１日からですから10

月にならないと資格が発生しない、６カ月働か

ないとこれに該当しないわけですから、10月１

日になるわけですね。その時点で認めるには４

月からさかのぼって対象になるのかどうか、そ

の時点で６カ月とすれば１年分を認めるのか、

どういうふうなことに、その辺をお伺いしたい

と思います。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 看護師確保対策事業につきま

しては、来年度からスタートを予定している事

業であります。初年度におきましては、資格等

の関係等もありまして、一応初年度につきまし

ては、半年以上勤務されている場合に１カ月当

たり月額として１万5,000円の返還支援を予定

しておりますので、勤務月数に応じた支援を現

在のところ考えております。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

奥山省三委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） ですから、６カ月以上

ですので、４月から勤めたとすると10月１日で

６カ月になるわけでしょう。６カ月さかのぼっ

て１万5,000円ずつを支払うのか、それとも10

月１日を越えれば１年分の18万円を補助するの

か、そこを聞きたいんです。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 勤務先の事業主の就労証明を

年度末にいただいて、その勤務した期間に応じ

て返還支援をしたいと考えております。４月か

ら勤務された場合は最大12カ月ということにな

ろうかと思います。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

奥山省三委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） ４月から勤務して10月

までで６カ月を払うんですね、さかのぼって、

払う、払わない、どっちなんですか、そこを聞

きたいんですよ。６カ月過ぎれば、その後も続

けて勤務するとして１年分をまとめて払うんだ

か、それとも小刻みに１万5,000円ずつ払って

いくんだか、その辺です。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 主要事業の対象者という欄も

あるんですけれども、一月単位ではなくて、年

度分をお支払いするということで想定しており

ます。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

奥山省三委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） それはわかるんですけ

れども、ではさかのぼって４月からの分も払う
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んだかどうかというのを私聞いているんですよ。

そこら辺はっきりしてください。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 さかのぼるというイメージに

なるかもしれないんですけれども、１年分とい

うことで、通常４月から３月までの12カ月分掛

ける月額１万5,000円、合計、最大になります

けれども18万円をお支払いするという予定をし

ております。 

１１番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

奥山省三委員長 新田道尋委員。 

１１番（新田道尋委員） さかのぼって払うとい

うふうになるんでしょう。そうだと言えば何も

あと聞かないんですけれども、なかなか簡単な

ことを言ってくれないもんだから何回も聞かな

きゃならない。次に移ります。 

  64ページ、４款衛生費１項保健衛生費４目健

康増進費5,236万2,000円、主要事業では11ペー

ジに詳細が載っていますが、この中に書いてあ

ります文章、健康増進事業であって「個別検診

の自己負担を軽減し、受診機会の拡大を図りま

す」とうたっているわけですね。どの項目でも

同じですが、私が気になるのは、ここはいいん

ですけれども、このとおりですと健康診断を皆

さんが一生懸命やってくださいよと呼びかけて

いるというふうになりますけれども、片や、下

の（２）（３）に行きますと、がんを罹患した

人の対応となっているわけですね、３番目の新

規ということ、補装具の購入助成、それから上

の（２）はウイッグの購入ということで、罹患

した後の対応の補助と。これは、私はだめだと

は言いませんけれども、あくまでも健康増進事

業であったらば前段の健康診断に力を入れるべ

きじゃないか、こういう罹患を待っているよう

な健康増進事業ということはあり得ない、私か

ら言えば。 

  何回もこの件に関しては私申し上げておりま

すけれども、もう少し積極的にＰＲしていただ

かなきゃならないんじゃないかなと思うんです

よ。健康課が一生懸命になっているのはわかり

ます。特に健康診断、人間ドック終わった後の

結果を見て精検が出たときの対応、最後まで健

康課が本人に電話をして、精密検査を受けてく

れということ、何回も言っているのを私聞いて

います。私は事実受けていますから、よくやっ

ているなと感じているんです。これは大変結構

だと私思っているんですが、そこになおかつ健

診率をアップする作業ですね、事業を拡大して

いただきたい、これが私の願いなんです。事前

に健診診断をやっていれば自分の体わかるわけ

だから、それなりの対応をやっていけば、こう

いう罹患するということも少なくなるんじゃな

いかと私は思うんですよ。ですから、これに対

する、増進事業に対する補助ですか、検診の補

助とかそういうものをもう少し余計見て、病気

を早期発見するという方向を見出すべきじゃな

いかというのが私の考えなんです。ですから、

この下のかかった後の対応でなくて、その前段

の前の部分の事業としてもう少し力を入れてい

くべきじゃないかというのは重ねていつも何回

も同じこと言うんですけれども、ぜひお願いを

したい。 

  新たな新規事業なんてこういうことね、余り

入れなくたっていいですよ、これ。なった人は

助かるかもしれないですよ、仮になったとして。

これなってはならないから増進事業というのが

あるんじゃないですか。私はそういうふうに捉

える。もう少しそういうことを考えてみて、健

康課の皆さんは一生懸命やっているんだから、

もう少し事業そのものもレベルアップして、市

民に語りかけて、健康診断の受診率というのを

上げるように何とかやっていただきたいという

のが私の願いです。 

  次に移ります。 

  85ページ、８の２の２、土木費の道路橋梁費
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の中の道路維持費として、これは16ページに主

要事業として載っていますけれども、さっきど

なたかもちょっと触れたようですけれども、こ

こに私が申し上げたいのは、毎年毎回こういう

ふうに小刻みに道路の補修も上がってくるんで

すが、なかなか、私見ていると進んでないよう

に見えるんですよ。ここに載っているだけが全

てじゃなくて、もっといっぱい路線が、補修す

べき道路があるはず、事実ある、間違いなく。

ところが、ここに書いてあるように、「従来の

事後的な修繕から予防的な修繕を行い」と書い

ているね。ということは、ほとんど主な道路の

補修が終わっているよと言っているのとこれ同

じなんですよ、私から見れば。そうでないです

か、意味からいけば。じゃないですよね、まだ

いっぱい残っている。もう終わって、修理が終

わったから今度は予防的な修理を行うというと

ころまでは到達してないんです、私が思うには。

なっていますか。なってないね。いっぱいある

んですよ。歩いてみたらすぐわかる。ここはい

つやるのかなと、もうそろそろこの路線はやは

り補修すべきだと。凍上災害になっているとこ

ろだってかなりあるんですね、それはいいです

けれども。 

  だから、もう少し計画立てて、延長、延ばし

ていかないと追っつかなくなる。せっかくやっ

たやつが何年かたてばまただめになるんですか

ら、特に交通量の激しいところなんかはそんな

に何年ももつはずないんだから、もう少しスピ

ードアップしてやらないと、みんなから苦情来

るんです、「道路何とかなんないかな」と。こ

こなんていうことは私は言いませんけれども、

方々歩いているとそっちこっちからそういう声

が聞こえてくるんです、何とかならないかなと。

何か町の中を見ていると同じようなところを何

回もしているところもあるし、逆に言うと。何

でここまたやらなきゃならないかなというとこ

ろも見えます。そんなことでなくて、やはり全

般的にもう少し眺めて、何年にしたというのは

全部データを持っているんですから、ここはも

うぼつぼつ何年もたったから、しなければなら

ないなというのが出てくるはずなので、そこら

辺はやはり気をつけてやってもらいたい。 

  もう一つは、道路だけでなくて、水路の工事

もいっぱいあるわけだ、融雪溝、流雪溝。それ

を見てみますと、今回の補正予算の修正もあり

ましたね。一番気になるのは、国庫補助金の返

還があったわけですね、かなりの金額で、億を

超える金額を返しているわけです。どうしてあ

あいうことになるのかな、私は不思議に思うん

です。いつか捉えて内容をよく聞いてみますけ

れども、せっかく予算をつけてもらったものを

何で年度末に返さなきゃならないかなと、理由

がわからないんですね。億単位で返すんですよ。

今年度これでやりますから何とか補助金を下さ

いと言ってオーケーもらって補助金来たやつを、

どこまでやったか知らんけれども、それを返し

てやるなんてとんでもない、もったいないこと、

私だったらそんなことしないね。もらったやつ

はきれいに使わせてもらう。ところが、補正予

算見てみなさい。何項目も何カ所も全部三角、

皆返済、国庫返納という形になっています、道

路だけでなくて。そして終わったかと思えばま

たこの予算の中に同じ箇所が出てくる。どうい

うことなんだと、これを言いたい。全て終わっ

たからここの事業は終了して返すというならわ

かりますよ。同じ場所のところがのってくるん

ですから。何でだろうと思うのが当たり前でし

ょうね、それは課長から後でゆっくり理由を聞

きますけれども。 

  やはり予算を立てたものは年度内に消化して

いただかなきゃならない、私はそう思うんです

よ。三角つけないで、きれいに使ってもらいた

い。これは工事の入札で100％でなくて、予算

どおりでなくて、減額の契約になったので余っ

たというんだったらこれは理解できますけれど
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も、そうは見えないんですね。何か途中半端で

やめているように、流雪溝にしたって何だって

見るとそういうところが見受けられますので、

そういうことにならないようにしっかりと段取

りして、予算に上げたものをちゃんと消化する

ということが大きな仕事だと思うので、その点

をひとつ十分検討していただきたい。（「答弁

は」の声あり）答弁か、じゃ担当課長、答弁し

てみてください、できる範囲内で。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 道路維持管理費につきま

して御質問いただいております。 

  現在、市道としてのストックが十分修理され

ているかという御質問をいただいたところでご

ざいますが、委員がおっしゃいますとおり、十

分に維持補修ができているという状況までには

至っていないのが現実でございます。 

  一般的に道路の寿命といたしましては、舗装

工事に関しましてはおおむね10年から15年が寿

命と言われているところでございます。現在の

ところ道路長寿命化事業といたしまして公適債

を活用しながら計画的に進めているところでご

ざいますが、なかなか10年以内に全面の打ちか

えまでできていない状況もございますので、で

きる限り有効な事業を使いながら、まずは全面

的なオーバーレイの工事を行いまして、なるべ

く長寿命化させるような方向で工事を行った後

に部分的な補修を行いながら修繕で対応してい

るという現状がございますので、御理解いただ

ければと思います。 

  なお、令和２年度につきましては、こちらの

舗装補修工事につきまして例年を倍増するよう

な予算を計上させていただいておりますので、

これまで以上に維持補修ができる部分が多くな

るということで考えておりますので、御理解い

ただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。（「終わります」の声あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） それでは、私から質問

させていただきます。 

  まず初めに、今回全般なんですけれども、や

はり子育て関係にかなり予算を使っているとい

うことだったので、私は未来の子供たちのため

に予算をかけるのは投資だと思っておりますの

で、今回の予算編成に関しても非常にいい予算

編成ではなかったのかなと思っております。そ

れにおきまして質問させていただきます。 

  まず、ページ数55ページになります。 

  ３款２項１目になりますけれども、そちらに

認可外保育施設乳幼児育成支援事業費補助金、

下段になりますけれども、第３子以降児童保育

料免除事業費補助金、また第２子児童保育料半

額免除事業費補助金、その下になります病児保

育事業利用補助金について、どのようになって

いるのかお伺いいたします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 まず認

可外保育施設乳幼児育成支援事業費補助金でご

ざいます。こちらに関しましては、本市におけ

る子育て支援を目的としまして、認可外保育施

設が保育需要に応じた乳幼児の保育を行ってい

るところに対する補助金でございます。 

  現在、新庄市において認可外保育所と申して

おる施設につきましては１カ所、それから企業

主導型保育事業所２カ所となっています。特に

企業主導型につきましては、運営費については

国から補助金等が入っておりますので、そうい

ったところではなく、当市における第３子以降

の保育料、それから今回新たに入っております

第２子以降の保育料、こちらに関して該当させ
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る部分でございます。 

  そして、認可外保育所１カ所につきましては、

日ごろより認可保育所等で受け入れ切れなかっ

た方の保育を受け入れてくださったり、また町

村からの受け入れなども行っているところでご

ざいます。こちらにつきましては、こちらの基

本補助、それから多子世帯における補助等含め

まして約600万円ほど、それから企業主導型保

育事業所につきましてはこれは第２子と第３子

ということで、見込みになるのでございますが、

116万円ほどを見ているところでございます。 

  次に、第３子以降児童の保育料免除事業でご

ざいます。こちらにつきましては、保育料を免

除して収入から差し引く分ではなくて、保育料

を園が徴収しているところへの補助金という意

味合いでございます。こちらにつきましては、

保育料の部分につきましては1,019万4,000円を

見込んでいるところでございます。 

  平成30年度の実績としましては、43人が該当

でございました。そちらの平成31年度、今年度

の見込みから計算をしたところでございます。 

  また、このたびにおきましては保育料のほか

に副食費分がございます。このたびの教育・保

育の無償化におきまして副食費の免除がされて

おりますけれども、国が免除している部分につ

いては国が公定価格の中に含まれて交付を行う

ということになっておりますが、市の独自の免

除となった方、第３子以降の保育料免除になっ

た方への副食費の免除分を独自で施設へ補助す

るというものでございます。こちらにつきまし

ては約320万円ほどを見込んでいるところです。 

  続きまして、第２子児童保育料半額免除事業

でございます。こちらにつきましては、このた

びの新規事業となっているところでございます

が、第２子につきましても国が独自で免除して

いる方以外の該当になっていない方についての

免除分、半額免除ということでございます。こ

ちらにつきましては、現在のところでは約28名

といった計算をしているところでございます。 

  続きまして、次の病児保育事業の利用助成金

でございます。こちらにつきましては、新庄市

内では１カ所、病児保育事業を行っている施設

ございます。こちらにおいてその利用料が１日

につき2,500円となっているところでございま

すが、例えばインフルエンザなどにかかった場

合はやはり熱が下がって３日とか４日とかそう

いったところでお休みになる方も多いですし、

なかなか自宅で見ることができないといった方

もいらっしゃいます。１日２日ではなかなか復

帰できないという場合もあるものですから、よ

り使いやすい方向でということで、半額の

1,250円を助成するという予定になっておりま

す。こちらにつきましては、償還払いというよ

うな形を考えているところでございます。 

  以上です。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。今回は

新庄市独自のものも入っていますし、やはり新

庄市は子育ても一生懸命やっているんだという

予算組みだと思います。父兄の方は多分こうい

うシステムを御存じだと思うんですが、逆にお

じいちゃん、おばあちゃんが、一般質問で言い

ましたように、おじいちゃん、おばあちゃんで

知らない方も多いと思います、病児保育だった

りですか。そういうことも含めまして広報活動

をしっかりやっていただきたいと思うんですけ

れども、これは直接関係ないとは思うんですが、

そういうことで新庄市全体で子育てを頑張って

いるんだという広報が必要だと思います。使っ

ている人だけではなく、使わない人、あまねく

人が知っておけば、新庄市は子育て頑張ってい

るんだよといくんですけれども、そういった広

報活動やシステム、ＰＲ活動がもっともっと必

要だと思うんですけれども、その事業含めて今

後どのように行うかお聞きいたします。 
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西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 確かに

他市の様子を見ますと、例えば１枚のパンフレ

ットに子育て支援についてのわかりやすい表が

載っていたり、あとは人生になぞらえて道路を

イラストにし、ゼロ歳ではこういった支援、節

目節目での支援の様子をさまざまな形であらわ

している、わかりやすいパンフレットがあるな

と思って見ているところでございます。そうい

ったところも含めまして、今後どういったやり

方がわかりやすいのか、あるいはホームページ

など以外でもより市民にわかっていただける方

法、どのような形がいいのかなど検討してまい

りたいと思います。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） それに関しまして、ま

たページ数が39ページ、２款１項８目になりま

す。広報費、こちらにありますけれども、ホー

ムページでございます。やはりそこでもホーム

ページが、一般質問でも繰り返し言っています

が、なかなかわかりにくい、入りにくいという

ふうになっております。やはりこれはある程度、

ホームページを新しくしてから、更新してから

時間もたちますし、リニューアルというものを

考えていかないと、ほかの市ではアニメを使っ

たり、ゆるキャラを使ったりとか、要はわかり

やすい広報、新庄市もこれだけ子育てに力を入

れているんだったら子育てをぽんと最初に持っ

てくるとか、今回ふるさと納税の方もいっぱい

質問していましたが、ふるさと納税をしていま

すよとか、そういったホームページの改訂もあ

る程度見込んでいかないと、情報の玄関口と言

っているホームページが使いにくいようではま

だまだいかないと思っています。 

  今回のCOVID-19のときの情報もなかなか上が

ってこなかったということもございますし、そ

こら辺も踏まえまして、ある程度見込んでしっ

かりとしたホームページも作成することが必要

だと思うんですけれども、来年度の事業に対し

てどのように使うのか、ホームページの改訂も

含めましてお聞きしたいと思います。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 ホームページのリニュー

アルという御質問だと思います。 

  現在のホームページは平成27年に始まってこ

としで５年目になります。大体目安として５年

ごとに新しいホームページにリニューアルした

いという考え方がございますが、来年度の予算

には入っておりません。 

  今現在さまざまな課題がございます。大きな

課題として３つあるんですけれども、１つは障

害者差別解消法に対応するような形になってい

ないということ、もう一つは、通常はホームペ

ージは委託先の事業所が改訂できない、しない

ような形になっているんですけれども、今相手

先でもさわれるようになっていますので、それ

を外しなさいという指導もございます。また、

今のホームページはパソコンからの閲覧を考え

たものですので、スマートフォン対応になって

いない、そういった形の課題もございます。 

  今後、総合計画を考えていく際に、情報発信

というのは一つの柱になってくるだろうと思い

ます。ただ、このホームページをリニューアル

するにはかなりの事業費とかなりの業務量にな

るものですから、そういった人の配置も含めて、

こちらは腰を据えて次のホームページは取り組

んでいきたいと思いますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。特に今
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回は道路関係でかなりお金を使っているみたい

ですので、ホームページにはなかなか行かなか

ったのかなと思いますので、ぜひとも、同じ足

ということでも情報の足はホームページですの

で、ぜひともそこら辺の、来年度でなくて再来

年度でもしっかりとしたものをつくっていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、58ページになります。 

  ３款２項３目になります。保育所費、そちら

のほうなんですけれども、市長、私の一般質問

のところで「新しく改築する」と言っておりま

した。そして、新庄市の公共施設最適化・長寿

命化計画におきましても、保育所のほうの２つ

の保育所の建てかえをしなければいけない、10

年以内の改築を目指しておるということだった

んですけれども、先ほども同僚委員が言ったよ

うに、保育所は早目にある程度めどをつけてい

かなきゃいけない。 

  そのうちにおいて北のほうの保育所がかなり

今回は大変なんじゃないか、悪臭もするとなれ

ばそういうことも解消しなきゃいけないでしょ

うし、また一番の問題は保育所施設が北のほう

がないということですよね。町なかに来ればあ

る程度の幼稚園や保育所がありますが、北のほ

うがないとなれば、この改築はある程度北のほ

うからやるべきだと私は思うんですけれども、

この予算も含めまして今回は改築費が入ってい

ませんが、北のほうの保育所を早目に進めるよ

うな形の計画を立てなきゃいけないと私は思う

んですが、いかがでしょうか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

西田裕子。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 委員お

っしゃるとおり、長寿命化計画につきましては、

中部保育所、あとは泉田保育所と２つとも建て

かえの方向性でのせさせていただいているとこ

ろでございます。 

  今後の方向性としましては、その２つを含め

た意味で関係課と集まりまして、その整備手法

ですとか時期ですとかそれから場所ですとか、

そういったところを含めて協議してまいる予定

でございます。来年度になりまして、またそう

いったところに改めて行っていきたいと思って

いるところです。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。特に財

政計画に入っていないんですね、財政課長。こ

こら辺はある程度めどをつけていかないと、子

供たちの安心安全のためにも、そして私たちの

宝である、地域の宝である子供たちの安全安心

のため、そして立派に育っていくための一つの

方策だと思うんですけれども、財政計画にしっ

かりのせるべきでなかったでしょうか、そこら

辺どうでしょう。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 現在の中期財政計画について

でございます。中期財政計画、平成27年度に策

定してございまして、その時点では大規模な施

設の改修ですとか事業、一部入ってない部分ご

ざいますので、令和２年度に全体的な見直しを

行いまして、さらに優先順位をつけながら計画

を練っていきたいと考えてございます。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。そうい

うことだったらぜひともよろしくお願いします。 

  続きまして、ページ数65ページになります。 

  ４款１項６目環境衛生費でございますが、そ

ちらで最上猟友会負担金や免許取得の補助金が

ございます。ことしは少雪ですよね。少雪とい

うことは雪が降ってないことですので、そうし

たときに考えられるのは鳥獣被害がかなり多く
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なるということだと思います。とすれば、今回

は雪がないということでイノシシの被害がかな

りふえるのではないかなというのが予想される

と思います。宮城県側から山を越えてくる、こ

れを早目に対策していかなければいけないと思

うんですが、例年同様の対策費でしょうし、散

弾銃とか銃を持つ方がそれで撃てないとなると

ライフルで撃つ、そういう方や、またわなを仕

掛けなければいけない。わなは私たちではでき

ないので、やはり猟友会にやっていただかなけ

ればいけないということなんですけれども、こ

ういうことを先に先に先手を打ってわなを仕掛

け、そして農作物の被害を事前に防ぐことも、

この予算には入ってなかったんですが、今後ど

のように対策し、イノシシや鳥獣被害を防いで

いかれるのか、よろしくお願いします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 有害鳥獣の駆除につきまして

は、猟友会の方にお願いしているところでござ

います。委員おっしゃいますとおり、ことしは

特に少雪というようなことで、今までは越境し

てこなかった動物がことしはかなりの数が越境

してくるのではないかと。特に山形県で懸念さ

れているところがカモシカとそれから当然イノ

シシでございます。令和２年度の予算というこ

とではございますが、年度をまたいで、猟友会

の方々と連絡を密にして早目早目の取り組みを

お願いしていきたいと考えております。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。こうい

う場合、先手が重要ですよね。これは失敗して

もいいので、多く仕掛けて、空振りでもいいと

思うんですよ。それで農作物が守れればいいよ

うなものですので、ぜひとも猟友会と一緒に話

して早目に仕掛け、もし足りなければ補正でも

組んでいただいて、あくまでも被害がないよう

にするのが新庄市の対策だと思いますので、ぜ

ひともそういう対策を、総会はまだだと思うん

ですけれども、そういったときにこちらから少

し仕掛けていくというんですか、やるようなお

声がけをしていただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  次に、ページ数78ページになります。 

  ７款１項２目になります。下段になりますが、

イメージキャラクターブランディング事業で、

今回はかむてん運営実行委員会負担金となって

おります。前回ですと人についていたのが今回

委員会制となっていますが、委員会制になった

メリットと、そしてどのようなブランディング

をしていくのか、よろしくお願いいたします。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 イメージキャラクターブ

ランディング事業でございます。今年度まで地

域おこし協力隊ということで、今年度最終年と

いうことで、地域おこし協力隊の方で一応こう

いったブランディング事業等をやってもらった

経緯がございます。それぞれラッピングカーで

あったり、循環バスのラッピングであったりと

かペットボトルであったりとか、その他ＳＮＳ

を活用しての情報発信等々いろいろとやってい

ただいたということになってございます。 

  ただ、実際に協力隊の任期が３年というとこ

で、一旦区切りの年だということで、来年度ど

うするかという話し合いを持ったところでござ

います。せっかくこうした構築した部分を協力

隊が終わったから終わりということじゃなくて、

もとに戻すということじゃなくて、当然今まで

も協力隊がいなかった部分にあってはうちの職

員がそこに入ってイベントのたびに出向いてと

いうことで、それ相当の職員の負担感があった

ということもありますので、今後ずっと職員が

来てやっていくのかということじゃなくて、実

際にその負担感をなくすべく実行委員会形式を
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とって、その中で運営してはどうかということ

で、今回全体で338万8,000円ですか。この中は

全部、実行委員会の負担金ということで、それ

ぞれこれまでのブランディングの部分もそれぞ

れまたスキルアップ、ブランディングの磨き上

げ、それからその他ＳＮＳの情報発信、それか

らグッズの制作であったり、それからイベント

等への出演とかもろもろをこの実行委員会で全

部やっていければなということで、この予算可

決後、早急に立ち上げていきたいと思っておる

ところでございます。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。ぜひと

も、せっかくできた事業ですので、継続的にで

きるように、職員の方が軽減でき、軽減できて

なおかつプラスになればいいものですので、ぜ

ひともそこら辺は協力的にやっていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

  次、ページ数飛びますが、113ページになり

ます。10款５項12目になります。そちらに体育

施設の運営管理事業がございます。今回、来年

度４月から子供が使っている無償化に伴って減

額の影響が多分各施設に出てくると思います。

そちらはしっかりこの予算書に反映されている

のかまずお聞きし、そしてある程度足りなかっ

た分は委託料としてある程度上乗せしなければ

いけないと思うんですけれども、この予算書に

はどのように見取ればいいのか、よろしくお願

いいたします。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

奥山省三委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 113ページの教育費、社

会体育施設の中で、指定管理にかかわる部分の

委託料の部分だと思います。まず体育施設にか

かわる小中学生無料、高校生半額につきまして

は、12月の定例会におきまして関係条例の改正

を御可決いただいて、来年度から使用料につい

てそのような措置をとらせていただくことにな

りました。このことによりまして、指定管理者

における利用料金の収入が減額になっていくと

いうか、低くなってくるということが見込まれ

るため、その減額を補塡するために、減収見込

額につきましては今回こちらで計上させていた

だいております各体育施設の指定管理の委託料

の中に含めているところでございます。 

  金額といたしましては、各施設における利用

料金の積算と同じように考えまして、過去５年

間ということで平成26年から30年の５年間の小

学生、中学生、また高校生の利用料金をそれぞ

れ施設ごとに算出いたしまして、その中の上限

の多い年と少ない年を除いた３カ年の平均の９

割の部分を補塡させていただいているところで

ございます。 

  なお、この施設の利用状況によってはかなり

利用が促進されるということもあって、経費が

いろいろ出てくる可能性もあるかと思いますの

で、その際は再度、今後指定管理者と協議の上

で考えていかなければいけない部分が出るのか

なと思っているところでございます。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。今回無

料になったということで、逆に利用する方が多

くなると思います。そういった場合に経費がか

かればそれだけ指定管理になっている方の負担

がふえるということだったので、あくまでもそ

こら辺は補正対応になると思いますが、そうい

った利用状況も踏まえながらやっていただきた

いと思いますので、そういうことも常に頭の中

に計算しながらやっていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

  次に、ページ数109ページになります。 

  10款５項６目文化財保護費、その上のページ、

108ページも一緒なんですけれども、旧雪調保

存活用計画基本構想検討委員会、こちらに今回
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新しく予算がついていますけれども、どのよう

な計画なのか教えていただければと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

奥山省三委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 こちらの旧雪調保存活用

計画基本構想検討委員会の準備業務委託料等に

つきましてでございますけれども、国の登録有

形文化財であります旧農林省の積雪地方農村経

済調査所の庁舎ということで、今、雪の里情報

館の昔の雪調の部分ございますけれども、それ

につきましては屋根や外壁などの劣化が著しい

状態になっております。一般公開するに当たり

ましても耐震補強が必要になってくる施設でご

ざいまして、それぞれの改修、各施設の改修に

向けた保存活用計画を策定するための基本構想

の検討委員会を設置したいと考えているもので

ございます。国の補助事業を活用した上で修繕

等を進めていく上で必要となります基本構想を

考えていくものでございます。 

  また、あわせまして、今年度、70周年の記念

事業の中で、工学院大学から今和次郎氏にかか

わる貴重な資料等をこちらに一部寄託していた

だいている状況の中で、そのほかこれまで雪調

で過去繰り広げてきた、昭和初期のころに繰り

広げてきたさまざまなペリアンのこととか柳 

宗悦のこととかいろいろそこに対して思いがあ

る方が市内の方でたくさんいらっしゃるもので

すから、今後の雪の里情報館というか、雪調に

かかわる部分、ここをどのような利活用を進め

ることができるかということを施設の改修計画

とともにその辺の新たな施設の考え方というこ

とも市民の方々と一緒に考えていきたいなと思

ってこのような形で構想検討委員会を組織した

いと考えているものでございます。以上です。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。今回は

今和次郎さんの寄贈があること、これは保存で

すよね。あとは、あそこを今度利活用ですね、

どのように発信し、やっていくか、その活用部

分が非常に重要だと思います。だとすれば、あ

る程度、中も使いやすいものにしたりとか、あ

そこには雪がたまっていたりですので、あそこ

はインバウンド事業で外国人の方が来て雪を見

たいという方もいらっしゃいますので、そうい

った活用の仕方で、今は有料の施設、新庄市で

有料の有料の施設はふるさと歴史センターしか

ございませんが、あそこが活用なれば雪の里情

報館もしっかりと有料化をしてお金をいただけ

るような施設になり得ると思います。ですから、

そういう施設をしっかりこの委員会の中で話し

合っていただいて、あくまでも保存ではなく利

活用をしっかりしていくようなことをこの審査

会の中でも検討していただければと思いますの

で、よろしくお願いします。 

  次に、最後の質問になりますが、ページ数が

78ページに戻りまして、７款１項３目観光費に

おきまして、今回は新庄市で新しく新規事業、

新庄観光大使事業が今回なるということでした。

今回、大使事業ということは、新しくなるとい

うことは新庄市のＰＲをしてもらえることだっ

たんですけれども、今回の事業費においては、

有名な著名人の方が大使となりますが、そうい

うものも含めて、そして私たち議員のほうふる

さと応援隊に毎年行かせていただいていますけ

れども、あそこの大使の方も多分ナンバリング

で皆さん参加しています。あの方々も新庄市の

大使になり得るのではないかなと思います。そ

うしたときにおいて、あの方は大使にしていた

だいて、有名な方は特別大使とかそういうこと

を含めましてちょっと差をつけていっていただ

いて、要は新庄市のことを思っている方全て大

使だと思うんですよ。ですから、大使という名

前を名刺の裏でもいいからつけてもいいよとい

う形の制度とか、そして特別な大使の方はあく

までも、Ｓ級という言い方は失礼かもしれない
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ですけれども、特別大使ということでいろいろ

なときやってもらう。そういうことを一つの事

業としてやるべきだと思うんですけれども、予

算に関してだったので、この大使制度をもっと

もっと活用するためにも、いろいろな方が新庄

市をアピールしたい、ＰＲしたい方がいっぱい

いると思うんですけれども、そこに対して今回

はそのような予算づけなのか、よろしくお願い

します。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 今回の予算づけについて

は、著名人ということで考えておりました。今

おっしゃったとおり、ふるさと応援隊の中でも

全然関係ない静岡の方が何回も来ていただいて、

さらにお友達も加わっていただいたりとか、そ

ういったつながりの中で交流も広がっておりま

すので、そういった方々もぜひＰＲに協力いた

だければ、そういった部分もあるかなと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時０１分 休憩 

     午後２時０９分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） ８点９項目についてお

尋ねいたします。準備の都合上、最初にページ

と款項目だけ申し上げておきます。 

  52ページの３款１項４目障害者自立支援費の

うち介護給付費８億3,222万円についてお尋ね

します。 

  次は、67ページ、４款２項２目塵芥処理費の

18節負担金、第二庁舎管理負担金486万6,000円

についてお聞きします。 

  ３番目、68ページ、４款２項２目、同じ塵芥

処理費ですが、そのうちの26節公課費、リサイ

クル奨励金564万8,000円についてお尋ねします。 

  続いて、87ページ、８款土木費４項２目都市

下水路費のうち10節需用費と14節の２つにまた

がりますけれども、単独都市下水路整備事業費

575万円についてお尋ねします。 

  次は、94ページ、９款１項５目災害対策費12

節の防災無線の保守点検の委託料312万4,000円

についてお尋ねします。 

  次が、97ページ、10款教育費１項の教育指導

費のうち謝金と国際理解教育推進事業費、スー

パーバイザーとＡＬＴについてであります。 

  続いて、101ページ、10款教育費の小学校費

の学校保健費の補助金、これは先ほど佐藤悦子

委員からも質問ありましたけれども、学校給食

費補助金についてお尋ねします。同じく関連し

て、103ページの中学校費も同じであります。 

  件数が多いので、全てできるかどうかわかり

ませんので、私の判断でページに沿わないで質

問していきます。 

  まず最初に、環境課または財政課だと思うん

ですが、67ページの第二庁舎管理負担金、これ

が２目塵芥処理費にあるんですが、486万6,000

円ですが、第二庁舎の管理費負担金ですから、

私は、庁舎ですから総務管理費だと思うんです

が、なぜこれが塵芥処理費に載っているんでし

ょうか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 第二庁舎の管理費の負担金に

ついてでございます。この負担金につきまして

は、第二庁舎は水道会計で運営しておりますの

で、それの電気料、上下水道、灯油、空調等合

計額を３課で割ったものでございます。考え方

としましては、環境課の事業というようなこと

で、この塵芥処理費に置いていると考えており

ます。 
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４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） そうしますと、２階に

入っております都市整備課についても同じよう

なことで入っているんでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 都市整備課につきまして

も管理費負担金として予算を持っているところ

でございます。予算項目は、ちょっとお待ちく

ださい。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時１５分 休憩 

     午後２時１６分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 申しわけありません。 

  87ページの都市計画総務費の中に第二庁舎管

理費負担金という形で486万6,000円を計上して

おります。以上です。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 経過からいたしますと、

水道事業会計で建設した、その当時は水道庁舎

と言っていたんですが、それが現在は第二庁舎

ということで、ちゃんとした位置づけをしてい

るわけですから、あの建物だけそういう分類で

計上するというのは、後のページに性質別予算

仕訳表がありますけれども、総務管理費といい

ますか、庁舎ですから、そういう観点で捉える

べきじゃないかと思うんですが、財政課長、い

かがでしょうか。 

平向真也財政課長 委員長、平向真也。 

奥山省三委員長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 こちらの旧上下水道庁舎とい

うことで、水道会計の中での財産の扱いという

ものもございましたのでこういった経過になっ

ているのかなということでございますが、第二

庁舎という位置づけに今しておりますけれども、

その３課での負担という内容からしますと現在

の状態の組み方が最も好ましいのではないかと

考えているところでございます。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 経過は経過としまして

も、そうしますと一時的な間借りだという感覚

が強いと思うんですよね、一時的にそういう分

類をするということは。さっきも言いましたよ

うに、予算の性質別の分析するときにちょっと

変なことにならないかと心配していますので、

今後に向けて、こうすべきだというところまで

は言いませんけれども、そういう予算の本来の

置くべきやり方に基づいてやっていただきたい

と思います。 

  続いて、68ページ、同じく４款２項２目塵芥

処理費の26節公課費、リサイクル奨励金ですが、

564万8,000円を計上していますが、最近の実施

団体数とかそれから回収量とかわかりましたら

教えてください。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 リサイクルにこにこ運動奨励

金についての御質問でございます。 

  最近、やはり少子高齢化、人口の減というこ

とでございますが、このリサイクルにこにこ運

動につきましては、ただいま質問ありました団

体数、それから実施回数、金額等でございます

が、団体数につきましては大まかなところで平

成25年は145団体、平成30年度におきましては

143団体、実施回数につきましても507回と504

回ということで、こちらの実施は例年余り数が

変わってないところでございます。 

  ただ、資源の回収量につきましては、一例を
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挙げますと平成25年の紙類ですと1,144トン、

平成30年度の紙類ですと828トンということで、

回収量、それから奨励金につきましても、平成

25年度、団体分ですが202万6,600円、平成30年

度は149万3,800円ということで、回収量、奨励

金の金額もかなりの減となっている状態でござ

います。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） そうしますと、少しは

最高時よりも下回ってきたけれども1,000トン

近い、紙の場合ですね、1,000トン近い減量に

なっているわけです。 

  今、地球温暖化ということでいろいろ世界的

に言われていますけれども、その原因の一つに

は森林が少なくなっている、日本は比較的緑の

国ですけれども、地球全体から見たときに、い

かに森林を有効にしていくか、それを言いかえ

れば紙を大事にしていくかということでありま

して、このリサイクルの推進については非常に

重要な項目だと思うんですが、最近、中国経済

の影響がございまして、中国へ輸出する量が相

当あったのが、なかなか、奨励金と、その奨励

金を使って回収する子供会やスポ少や町内会、

それは実際には業者がそれを最終的に引き受け

て処理していくわけですけれども、中国の関係

で逆ざやになっているんじゃないかなという話

もあるんですが、その点についてはいかがでし

ょうか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 昨今のペットボトルも含めた

中国での引き取り量というか、引き取りの金額

そのものも下がっておりますし、引き取り量そ

のものも下がっているという現状でございます。 

  回収業者にお聞きしますとほとんど金になら

ないというようなことで、にこにこ運動につき

ましては市でも奨励金を出しておりますので、

何とか業者にお願いしているところですが、一

般の紙類などにつきましては、将来的にどうな

るかわかりませんが、冗談の範囲内では有償で

ないと引き受けできないというような話題にも

なっているところでございます。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 今までは経済原則に従

ってある程度の奨励金をしていればそれでリサ

イクルがスムーズにいっていたんですけれども、

そうならなくなりつつあるということですが、

資源全体から見ればやはり少しぐらいのお金が

かかってもリサイクルしていったほうが、そう

いう計算式も持っていますけれども、リサイク

ルしていったほうが自治体で負担する総額の処

理費負担よりはぐっといいわけですので、ぜひ

とも経済事情に左右されないで、もっとふやし

ていくという、そのぐらいの気構えでやってい

ただきたいなと思います。 

  私は、新庄市のリサイクル、分別については

山形県の中でも決してほかの地区に引けをとら

ないほど進んでいると思いますので、それは市

の指導もありますけれども、その中身は市民の

皆さんです。そのことも当然学校教育の中でも

取り上げてもらっていますし、世界のどこに行

っても、分別ができない人、国によっていろい

ろな分別の仕方ありますけれども、分別ができ

ない人は社会の中では通用しないとまで言われ

ていますので、ぜひ積極的に取り組んでいただ

きたいと思います。 

  続いて、先に10款の小学校費の学校給食費の

471万1,000円ということで、今回初めて補助金

ということで設けられたということについては、

子育て支援、それからある意味ではお子さんと

いうのはそれぞれの家庭にありながらも教育も

含めて社会全体で育てていく、担っていく、そ

ういう社会に動きつつあると思うんです。私ど

も小学校のころには学校に弁当も持ってこれな
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い子もいました。おにぎり１個で行く日もあり

ましたし、弁当を温めて、「納豆を持ってくる

な」というそういう経験もある時代ですけれど

も、その時代とは違うんです。初めて補助金を

導入したというのは評価したいと思うんですが、

補助金の宛先はどこになるんでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 実際、来年度の受け渡し

等については細部を詰めていくことになります

が、最終的には保護者の方に当然直接というこ

とが望ましいとは思うんですが、学校に保護者

がお金を納めておりますので、場合によっては

学校に直接ということも踏まえて今検討してい

るところでございます。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 補助金はどこさやんな

べということです。もう一回。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 保護者の負担を軽くする

ということで、保護者宛てと考えております。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 市の補助金が市民一人

一人に行くということはちょっと想定しがたい

んですけれども、何かの団体があってそこに一

括するということではないんですか。そこに新

庄市が補助金を出す、そういうお金の流れはど

のようになるんでしょうかということです。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時２８分 休憩 

     午後２時２９分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 先ほど申し上げたとおり、

保護者宛てに直接なのか、あと学校に対してな

のかということも踏まえて今検討しているとこ

ろでございます。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 初めてということで、

英断を下したことは評価しますけれども、その

辺の検討がそういう点ではまだ不十分でしょう

ね。例えば今議会で決定して早目に保護者の方

にお知らせするときには、どういう形でこうな

りますよということをお知らせしなければなら

ないわけですから、その仕組みづくりですね、

それについては早急に煮詰めていただきたいと

思います。 

  小学校に限って言いますと、今現行275円で

すよね。それがこの補助金をやったとして保護

者の負担はどのぐらいになるでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 小学校におきましては

275円から300円になりまして、25円の値上げ分

となります。ですので、保護者の負担は10円だ

けいただいてということになろうかと思います。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 補助金をやってもなお

かつ25円値上げしなければならないということ

ですね、小学校の場合。補助金をやってもなお

かつ25円、この25円を補助金に算定しますと幾

らぐらいになるんでしょうか、概算で結構です。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 小学校に限って申し上げ

ますが、小学校の場合は426万5,000円ほどにな

ります。１食当たり15円ということで計算しま

すとその金額となっております。 
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４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 25円相当が420万円ぐ

らいになるということで間違いないですね。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 小学校の場合は15円です

ので、15円で426万円と積算しております。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 現行275円が300円にな

るわけでしょう。そうすると25円ですよね。15

円というのはどこから出てくるんですか。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時３２分 休憩 

     午後２時３４分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開します。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 給食費275円のところ300

円に値上げすべきなんですが、市で15円補助し

まして、保護者の方に10円負担いただきます。

そうしますので275円から保護者にとっては285

円の10円の負担いただくということの計算にな

ろうかと思います。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） そうしますと小学校給

食費に限って言えば15円で400万円であります

から、10円だと300万円ぐらいですね。もうち

ょっと頑張って700万円の補助金ということを

すれば保護者の負担増を求めなくてもよかった

んではないかということで、さっき言ったよう

に社会全体で育てるということは税を使っても

いいということですから、受益者負担という考

え方は外してもいいんではないかなと思います。 

  例えば山形市などは260円なんですね、現行

で。大蔵村は240円なんです。心配なのは、新

庄市が上げることによって最上郡内も横並びで

いってしまった場合には、いかにして自分のま

ちの子供たちを守ってといいますか、大事にし

ていくかということで、それぞれ町村が相当な

力を入れていますので、そういう点でいかがで

しょうか。ほかの市と比べて新庄市の位置はど

うなっているか教えてください。 

髙橋昭一学校教育課長 委員長、髙橋昭一。 

奥山省三委員長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 市町村と比べましたら本

市は高いほうだと思っております。 

  それで、給食の運営の仕方なんですが、セン

ター方式であるとか自校給食とかさまざまな方

法ございます。本市の場合、値上げせざるを得

ないということは数年前から課題になっており

まして、一番大きなところは御飯と牛乳の基本

物資が令和２年のスタート時点で既に20円上が

っているというような状況でございますので、

値上げ自体については本当にやむを得ないのか

なと思っているところであります。その分、ア

レルギー代替食とか、放射能とか農薬の検査、

それから保存食ということで毎食、学校に残す

んですが、そちらは保護者負担でなくて、市か

ら補助を出して、できるだけ保護者の負担を軽

くということを考えてこの金額とさせていただ

いています。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） じゃ簡単に意見を述べ

て、10円アップするということですが、保護者

の皆様方に、市でもこうやって補助金というこ

とで初めて導入したんだけれども、このことに

ついては理解をもらうということで、それなり

のちゃんとした説明をしていただきたいと思い

ますし、さっきも言ったように、社会みんなで

給食も含めて育てるという時代になりつつあり
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ますので、もうちょっと、ここまで頑張ったら

もう少し頑張ってほしかったなということは意

見として申し添えます。 

  続いて、52ページの３款１項４目障害者自立

支援費19節扶助費です。 

  介護給付費・訓練等給付費で、やはり国全体

が障害者と共生していくという大きな流れの中

で、この金額は以前の数字と比べると非常に大

きくなりました。８億円を超えているんですね、

８億3,000万円。 

  いろいろな制度が入ってきて、子供から義務

教育から高校生まで、18歳までについてはいろ

いろな制度で何とかいけるんです、その内容に

ついては一つ一つは申し上げませんけれども。

40歳を過ぎてから障害者に運悪くなった場合で

も、介護保険制度、それから65歳以上は高齢者

の支援制度で何とかいろいろなメニューがある

んです。 

  一番メニューが少ないのが18歳から40歳まで

の間、そこが生活介護というんですけれども、

その場合にはＡ型、Ｂ型で働くという方法もあ

りますけれども、そこが非常に手薄になってい

るんじゃないかと私は思うんですけれども、と

りわけ新庄市ではそこに該当する人たちが何人

ぐらいいて、今後の国の流れもありますけれど

も、障害者も含めて共生するまち、優しいまち

ということをこれからも言っていく必要があり

ますし、そうした場合には先手を打ってその対

策をしていかなければならないと思うんですが、

いかがでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 介護給

付費訓練等給付費等の８億円のところですけれ

ども、今委員がおっしゃいました生活介護の部

分です。この介護給付費等の中には15ほどのメ

ニューがございまして、介護保険と同じように

ショートステイであったりとかホームヘルプと

いうようなメニューが15あるうちの１つが生活

介護ということで、この８億円の中でも一番予

算的にも２億円を超える金額となっております。 

  こちらの利用者につきましては、実績から出

してみますと月200人ぐらいの方が利用されて

いると。このサービス提供されているところは

市内で４カ所のほかに、郡内とかほかの町村の

事業所を使われている方もおりますし、そのほ

かにも入所施設に合わせた形でサービスを置い

ていますので、実質的に町村にある、新庄市に

はないんですけれども、入所施設の方も含まれ

た数となっております。 

  介護保険制度に比べましてまだ制度が浅いと

いうこともありまして、利用の仕方、それから

どんなサービスがあるのかということの周知が

まだ不足していると思われますし、介護保険の

ように自分の将来のことあるいは家族のことと

して、我がことのように受けとめるような意識

にまで至っていないことで、一層の理解、周知

に努めてまいりたいと思います。 

奥山省三委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時４３分 休憩 

     午後２時４７分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） それでは、８点ほど

お尋ねします。 

  最初に、65ページ、４の１の６、環境衛生費、

それから66ページ、４の１の７、斎場費、それ

から74ページ、６の１の５、農地費、それから

87ページ、８の４の１、都市計画総務費、それ

から同じく87ページの８の４の３、公園費、そ
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れから112ページ、10の５の11、社会体育費、

それから94ページ、９の１の５、災害対策費、

それから同じく94ページ、防災対策推進事業費

についてお伺いしたいと思います。 

  初めに、65ページの環境衛生費の中の自動車

騒音常時監視評価業務委託料とあるんですけれ

ども、内容をお願いします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 自動車騒音常時監視評価業務

委託料でございます。自動車の騒音測定とその

評価の委託を行っておるところでございます。

これは騒音規制法に規定されているところでご

ざいます。 

  新庄市２カ所で調査をしております。観測地

点につきましては市内10カ所ありまして、２カ

所ずつ５年間のローテーションをしておるとこ

ろです。委託料としては81万4,000円となって

おります。以上でございます。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） そのような監視体制

の中で今まで何か支障を来したことありますか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 今までの結果でございますが、

全て良好というような報告を受けております。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） わかりました。これ

からもよろしく監視体制の強化をお願いしたい

と思います。 

  続きまして、66ページ、斎場費の中の修繕費

について、666万円、大体前年度と同じような

計上でしたけれども、こちらの概要についてお

願いいたします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 斎場管理費の中の修繕料につ

いての御質問でございます。 

  今年度につきましては、２、３号炉、それか

ら動物炉の排気筒の取りかえの修繕を予定して

おります。１号炉につきましては平成30年度に

緊急修繕という形で行っているところでござい

ます。かなり高温になるというようなことと、

セラミック壁の張りかえというようなことで、

定期的に修繕が必要となっていますし、また緊

急に修繕が必要になることもございます。優先

度の高いものから順次修繕を行っているところ

でございます。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） これからもまた老朽

化ということでさまざまな修繕が出てくると思

われるので、今後ともよろしくお願いしたいと

思います。 

  続きまして、74ページ、農地費の中の農業用

ため池ハザードマップ作成業務委託料50万円が

ついておりました。こちらの内容を詳しくお願

いします。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 お答えします。 

  農業用ため池ハザードマップ作成業務委託料

50万円でございますけれども、新規事業となっ

ております。 

  内容につきましては、西日本豪雨によりため

池が崩壊し、死者が発生したことから、順次ハ

ザードマップを作成、公表することとしており

ましたけれども、昨年までは県が作成しており

ましたが、緊急を要することから市町村が令和

５年まで作成するということの内容になってお

ります。また、今年度につきましては、オケサ

堤、三平沼、北沢堤、冷水沢堤等５カ所につい

て対応して、最終的には令和５年、合計で15カ

所のハザードマップを作成する予定となってお
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ります。以上でございます。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） 今年度から令和５年

までということでお聞きしました。これから作

成だと思うんですけれども、できた段階でハザ

ードマップはどの辺まで配られるのでしょうか。 

三浦重実農林課長 委員長、三浦重実。 

奥山省三委員長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 このハザードマップにつきま

しては、地域の方に、いつでもどこでも見られ

るような形で配布を考えております。その配布

方法についてはまた検討して御報告したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） 本当にハザードマッ

プは大事なことだと思います。最近本当に予期

せぬ災害が起きておりますので、しっかりした

ハザードマップを作成していただいて、地域の

市民の皆様が安心安全な行動をとれるようにお

願いしたいと思います。 

  それでは、87ページ、８の４の１、都市計画

総務費の中の木造住宅耐震診断業務委託料184

万8,000円となっておりますが、これまでの耐

震診断された方の実績等とか、耐震診断をされ

た後、耐震化をされた方の人数とかわかれば教

えてもらいたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 木造住宅の耐震診断業務

委託料につきまして御質問いただいております。 

  過去の事例といたしまして、昨年の事例しか

手元にないんですが、昨年５件の耐震診断が実

施されました。そのうち２件の耐震改修が実施

された事例がございます。以前の事例も数件、

耐震診断につきましては多数診断を受けていた

だいている件数はございますけれども、なかな

か耐震改修事業に結びついていないというのが

実情でございます。 

  今回も10件ほどの耐震診断の予算を計上させ

ていただいておりますが、こちらの耐震診断の

実施とあわせまして、改修に向けてのＰＲもあ

わせて実施していきたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） 耐震構造というか、

ちょっと勉強不足で申しわけないですけれども、

昭和54年以前の建物に対してのあれでしたっけ。

それで、新庄市内何世帯かありますけれども、

その中で耐震化をされてない割合というか、ど

のくらいありますか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 耐震化が必要な木造住宅

という実数でございますが、今現在の実数まで

は手元に数字がございませんのでお答えし切れ

ませんが、過去に調べさせていただいて、新庄

市の耐震化計画という計画を策定しましたとき

に、新庄市内の住宅の旧耐震の基準で建てられ

た建物は5,000件ほどあるということで数字を

集計した結果がございます。以上です。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） 5,000件というとす

ごい数だと思いますけれども、耐震診断をされ

てから、耐震診断をするように先ほどＰＲもこ

れからまたしていただくということなんですが、

耐震診断をされた後に改築というか、耐震化を

するということに対しての金額的な面とかでと

どまるということも多分あるかと思うんです。

まして高齢社会になりまして、本当に大変なと

きですので、こういった耐震化をされるときに、

もし補助、補助金とかどのようになっています

か、教えてください。 
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長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 耐震改修の補助金につき

ましても、現在リフォーム補助金にあわせまし

て実施している事業もございます。建物全体に

改修をしていただく場合の補助金という制度が

ございまして、こちらについては国の補助金、

県の補助金、それに市の補助金を加えまして補

助を出す制度がございます。ただ、こちらにつ

きましては建物全体となりますので、300万円

以上かかる場合がほとんどかと思います。 

  耐震診断を受けられた方につきましても、な

かなかまとまった金額がかけられないという場

合も多く見受けられるところでございますが、

一般のリフォーム補助金につきましても、部分

的な耐震補強を行うということで１部屋ごとに

補強する部屋を設けるということでも補助制度

を設けてありますので、一般のリフォーム補助

金にあわせまして業者にもＰＲさせていただき

ながら、そちらも進めていきたいと考えている

ところでございます。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） わかりました。 

  それでは、同じく87ページの８の４の３、公

園費の中の修繕料1,465万9,000円ついておりま

すが、こちらの内容についてお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 ８・４・３の公園費の公

園修繕料につきましての御質問です。 

  修繕費1,465万9,000円計上させていただいて

おりますが、こちらの内訳といたしまして、１

つの大きな事業といたしまして最上公園の遊具

の改修、これが1,000万円ほどの工事でござい

ます。そのほかに、駅東口の駐車場の舗装の修

繕、あと最上公園の照明修繕などがございます。

それを含めまして1,400万円ほどの工事となっ

ております。以上です。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） 今かむてん公園でし

たっけ、1,000万円ほど、遊具の修繕というこ

とで、今全国的にも公園の遊具等の事故が多発

しているときであります。子供たちの安心安全

のために、1,000万円という大きい金額ではあ

りますけれども、大変よい予算だなと思います。

これからも定期的な点検、されていると思うん

ですけれども、目配りとか気配りをしていただ

いて、公園で事故があったなどということがな

いようにお願いしたいと思います。 

  続きまして、112ページ、10の５の11、社会

体育費、ホストタウン推進事業費200万6,000円

について、主要事業の概要の22ページもありま

したけれども、コロナウイルスの件とかもあり

まして、詳細について再度お願いしたいと思い

ます。 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後３時０２分 休憩 

     午後３時１０分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

奥山省三委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 社会体育費のホストタウ

ン推進事業についてでございます。できました

ら、令和２年度主要事業の概要が一番ホストタ

ウン事業の具体的なこのようなことをしていき

たいというものを載せておりますので、ごらん

いただければと思います。 

  まずホストタウンにつきましては、東京2020

オリンピックを契機に、各世界の方々との、参

加国の方々との人的、経済的な交流を進めてい

くということでホストタウン事業そのものがご
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ざいます。 

  そのような中で、新庄市におきましては昨年

１月に台湾のホストタウンということで、台湾

の方々との交流を進めていきたいということを

政府からお認めいただいたところでございます。

そのような中で、台湾の中でもバドミントン競

技ということで、これまでさまざま行ってきた

競技の歴史の中でバドミントンにかかわって、

台湾のバドミントンの方々と特に交流を進めて

いきたいということで進めてきているものでご

ざいます。 

  これに当たりまして、昨年１月にホストタウ

ンとして登録された後の前後、台湾に行って、

その前にいろいろ交渉、台湾オリンピック委員

会やバドミントン協会の方々とさまざまな交渉

をしてきた中で進めている事業でございますけ

れども、その中でことし１月に新庄市としても

もっとホストタウン事業を進めていきたいとい

うことで実行委員会を組織させていただいたと

ころでございます。 

  その実行委員会の中で、今後ホストタウンと

して進めていきたい事業といたしまして、主要

事業の概要にございますような形で、１つが交

流環境の整備ということで、台湾のバドミント

ン協会や台湾オリンピック委員会の方々を訪問

したりやりとりを進めていきたいと考えており

ます。 

  もう一つが、相手国の関係者との交流という

ことで、その中の大きなものが、台湾に新庄市

の小学校の子供たちを派遣したいと思っていた

んですけれども、これについては当初５月の予

定でしたが、やはり先ほどの新型コロナウイル

ス感染症の関係で台湾に行くことができない状

況になって、これについては時期を延期したい

と考えているところでございます。 

  また、オリンピックにおいてでございますけ

れども、東京オリンピックのバドミントン競技

のほうに児童の観戦ツアーということで、その

バドミントンのほうに新庄市の子供たちを連れ

ていきたいと考えております。 

  また、台湾のオリンピアンとの交流というこ

とで、今これ協議を進めているところでござい

ますけれども、大体多分台湾においてオリンピ

アンとして一番メダル候補であるのが台湾のバ

ドミントン競技だということでございまして、

なかなか協議が進んでいないという状況でござ

いますけれども、その大会、オリンピックが終

わった後に、大会終了後に新庄市に来ていただ

いてちょっと交流することができないかという

ことを今、競技の団体と検討しているところで

ございます。 

  また、その後、ジュニアアスリートの交流と

いうことで、ことし、年度末のほう２月ぐらい

を予定しておりますけれども、市内の高校生ま

たは最上、東北管内の有力校、バドミントンの

有力校の方々から強化合宿のような形で交流会、

強化練習会を開きまして、そこに台湾の競技団

体の方からも来ていただくことができないかと

いうことも今検討しているところでございます。 

  また、ホストタウン事業、台湾とのことはま

た別ですけれども、パラリンピアン、東京オ

リ・パラということでございますので、障害者

のスポーツ競技についても少し進めていきたい

ということで、障害者スポーツの推進の部分も

やっていきたいなと思っているところです。 

  あわせまして、さまざまな広報活動というこ

とで、ホストタウンに対する取り組み、とにか

く今回の2020東京オリンピックに関する、こう

いうことがあったというレガシーというか、何

らかがあったということで市民の方々に残るよ

うな事業を進めていきたいと考えているところ

でございます。以上でございます。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） わかりました。 

  この中で、先ほど小学生の児童観戦ツアーが
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７月下旬に予定されていると伺いましたけれど

も、大体何名ぐらいの方を予定しているんでし

ょうか。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

奥山省三委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 ホストタウンの優先チケ

ットというものがございまして、その中でも10

枚しか取ることができなかったものですから、

まず10名ぐらいというか、10名程度のお子さん

を連れていきたいと考えているところでござい

ます。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） わかりました。 

  この中で障害者スポーツの推進についてもと

いうことで、これからいろいろ検討されていく

というお話でありましたので、お願いしたいと

思います。 

  そして、やはりホストタウンになったという

ことで、市民の皆様に徹底した広報をお願いし

たいと思います。市長の施政方針の中にもあり

ましたけれども、ホストタウンとして本市の魅

力を発信できるように、できるよということあ

りますので、取り組みを強化していただきたい

と思います。 

  続きまして、94ページ、９の１の５、災害対

策費の中の備品購入費49万5,000円、これは大

体前年度と同じような金額でしたけれども、こ

の内容についてお願いします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 備品購入費でございます。備

品につきましては、災害備蓄用の毛布というこ

とで、全部で250枚購入する予定でございます。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） 毛布だけでしたか、

お願いします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 備品に計上しているのは毛布

でございまして、それ以外の非常食や飲料水な

どにつきましては消耗品費のほうに計上してご

ざいます。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） ただいま東日本大震

災から９年目ということで黙禱をささげさせて

いただきましたけれども、震災から10年たちま

して、我が新庄市では減災防災対策についてど

のような取り組みをこの９年間されてきたのか

お伺いしたいと思います。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 皆さん御存じのとおり、市民

に広く情報を発信するということで、防災行政

無線、平成29年度から20基運用しております。

また、現在ほぼ建設終了しておりますが、市内

全域に同じく防災行政無線を設置しまして、余

すところなく情報発信できるという状態に、春

から運用を開始するところでございます。 

  それ以外につきましては、昨年、ハザードマ

ップの作成、そのハザードマップの中には土砂

災害警戒区域や避難所、また今回の令和２年度

の予算には避難所用の看板ということで、全国

の統一された、災害に対応した避難所であると

いう表示の看板であったり、またピクトグラム

という人の形みたいな、オリンピックなどでも

使われているわかりやすい表示、それから蓄光

タイプということで、夜間でも薄ぼんやりと光

って見えるというようなことで、令和２年度予

算に上げさせていただいております。 

  また、一番は市民への啓蒙というか、広報が

一番大切であると思います。ただいま質問いた

だきました備蓄品につきましても、ローリング

ストックという考え方がございます。全てを公



- 283 - 

的機関に頼るのではなく、３日間、自分が生き

ていけるぐらいの装備はしましょうというよう

なことで、最低限、食料や水は３日間、自分で

準備しましょう、そして保存期限が来る前に新

しく買いかえて、前保存していたやつは無駄な

く食べましょうというような自助の部分、それ

から防災無線やハザードマップにあわせまして、

今まで少なかったんですが、自主防災組織の設

立をかなり今年度訴えてきております。来年の

総会におきまして話をしてみる、役員会におい

て話をしてみるというような手応えもいただい

ているところです。自主防災組織を通して、防

災に役立つ、防災を通したまちづくりというよ

うな考え方もございますので、防災を鮮明に打

ち出しながらまちづくりに努めていきたいと考

えております。よろしくお願いします。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） この９年間、本当に

いろいろな取り組みがなされてきたなと感じま

す。その中でも自主防災組織、また防災士会と

の連携とかもさまざま、これから防災士も動い

てくると思うんですけれども、本当に風化をさ

せないように、私たち一人一人が減災防災に向

き合っていきたいなと思います。 

  最後になりますが、同じ94ページの９の１の

５、防災対策推進事業費の中の防災会議委員報

酬が４万8,000円とあります。その防災会議に

ついて、開催はどのようになされているのでし

ょうか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 新庄市の地域防災計画につき

ましては、平成26年度に作成しまして、平成30

年度に一旦防災会議の了承を得て、平成30年度

に改訂をしたところでございます。 

  毎年、災害の性質といいますか、災害対策、

毎年国の防災計画でも変わってきておりますの

で、国の防災計画、県の防災計画を受けた形で

市の防災計画も変えていくというふうになって

おります。それの策定、防災会議の委員の報酬

3,000円の８人分の２回分ということになって

おります。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） この防災会議の委員

に女性の方は何名いらっしゃいますか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 大変申しわけございません。

手元に資料を持ち合わせておりませんでした。 

１７番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

奥山省三委員長 髙橋富美子委員。 

１７番（髙橋富美子委員） これから避難所開設

とかされる場合、やはり女性の視点は大変大事

なことだと思いますので、その点よろしくお願

いしたいと思います。以上で終わります。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） きょうは黙禱しました

けれども、９年前のことをふと思い出しました。

大変あのときは寒い日で、議会の最中でありま

して、いち早く議会を閉じまして帰ったことが

まざまざと思い出されたきょうでありました。 

  それでは、私から二、三お聞きしたいと思い

ます。 

  41ページの総務費の総務管理費11目市民生活

対策費の防犯灯ＬＥＤにつきましてまずお聞き

します。次に、49ページの民生費の自動車購入

費につきましてお伺いしたいと思います。次、

53ページ、民生費の老人福祉費の老人クラブ活

動助成事業費補助金と54ページにまたがる民生

費の高齢者による健康いきいき活動支援事業費

補助金につきましてお願いいたします。次は、

67ページの衛生費の清掃費、ごみ集積器具購入
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費補助金について伺います。次、81ページの商

工費、エコロジーガーデン推進事業、主要事業

の概要の15ページと重なる部分です。次、113

ページの教育費の体育施設費の市民球場指定管

理委託料について、まずお伺いいたします。よ

ろしくお願いします。 

  41ページの総務費の防犯灯ＬＥＤ化事業費補

助金が計上されています。今まで大変好評な事

業だと私は思っていますけれども、どのぐらい

の進捗状況で推移してきたか、まずお尋ねした

いと思います。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 防犯灯ＬＥＤ化事業費の補助

金でございます。補助金事業を始めましたのが

平成28年度からとなっております。かなりの申

し込みがありまして、防犯、それから交通安全

も含めてかなり好評いただいておるところです。

町内が負担する電気料につきましても半減に近

い形で減っているということでございます。 

  市全体での普及率ということでございますが、

今年度末で78.37％になります。仮に令和２年

度、この予算全て執行されますと82.32％にな

る見込みでございます。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） すばらしい事業展開で

来ました。ということは、何でお聞きしたかと

いいますと、去年は666万5,000円が補助金額で、

ことしは285万円ですか、かなり金額のギャッ

プあったもんだから、進んで、あと残りが少な

くなって、希望する町内がだんだんだんだん少

なくなってきたということかなと思ってお聞き

いたしました。そうすると今年度で82％を超え

る、あと10何％の地域がまだ、これ聞いてみる

といろいろ原因あるんですね、町内会で予算が

少ないとか、なかなかというようなことで。こ

れは100％までは恐らくいかないんだけれども、

それに近い数字まで市では推進するというよう

なお考えをお持ちなんでしょうか、その辺確認

したいと思います。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 委員おっしゃいますとおり、

各町内の事情等もございます。先ほども言いま

したが、やはり防犯、それから電気料の削減と

いう部分でもかなり有効でありますので、限り

なく100％に近づけるように頑張っていきたい

と考えております。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） ぜひひとつ頑張っても

らいたいなと思っております。 

  今まではなかなか、私どもも議会報告会に行

くと「ほかの市町村と比べてＬＥＤ化少ない」

なんていう意見ずっといただいて、その都度執

行部にも言っているんだけれども、今までは全

部自分のところの自前で買って、ただであげる

みたいな形をとっていたけれども、今度は３分

の２の補助金する、そういう制度になったらぐ

っと進んだんですね。やはりこういういい制度

を、ＬＥＤだけでなくて、またほかの事業があ

ったら、こういうふうにすると市民協働のまち

づくりというようなことに合致するわけで、非

常にいい例だなと思って私は評価しております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次、49ページの自動車購入費、恐らくこれ福

祉バスだと思います。大変古くなって、更新し

ていただいたということで、大変よかった事業

の予算執行じゃないかなと思っております。 

  それで、バスの使用形態、どんなような仕様

のバスなのかなということ、一つお聞きしたい

なと思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青
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山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 福祉バ

スにつきましては、900万円という予算をいた

だいたところでございますけれども、この先長

く使うものでございますし、まずは使いやすさ、

全ての人が使いやすいようにということで、車

椅子で乗れるような仕様ということで今進めて

いるところでございます。後ろが観音開きにな

るような形で、リフトで上がっていくような形

になりますので、そうした仕様にすることでベ

ース車両の座席から若干座れる人数が少なくな

る可能性はあるかと思うんですけれども、やは

り誰もが使いやすいということを最優先に車椅

子で乗れるということを考えております。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 障害者に優しいまちと

いうようなことも考えて、車椅子で乗れるとい

うのは非常によいバスになろうかと思います。

大体20何人ぐらい乗れるんですか、定員は。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 20数名

まで乗れるかと思います。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） そこで、私から提案し

たいと思うんです。せっかくいいバスを導入す

ると。ただ、福祉バスでいいんでしょうけれど

も、福祉バスに例えば新庄市の花、あじさい号

とか、もみのき号とか、例えば動物とか、そう

いった新しいネーミングをつけて、広く市民の

皆さん方から愛されるような形態等はどうだか

なと思うんですけれども、今お答えは恐らくで

きないと思うんですけれども、そういうものを

考える余地があるかないかお聞きしたいと思い

ます。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 御提案

いただきありがとうございます。そういったこ

とも含めて、親しみやすいバスということで考

えてまいりたいと思います。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） もしそういうことがあ

ったらいいんでないかなと、検討してもらうと

いうことで、ぜひ、強要でありませんけれども、

検討していただければありがたいなと思います。 

  次、53ページの民生費の老人福祉費の老人ク

ラブ活動補助金についてお聞きします。 

  今、老人クラブの活動、団体というのも、少

子高齢化の中で数が減っているというようなこ

とが懸念されます。それで、今現在、この老人

クラブの団体数と今までの動向等あったら教え

てもらいたいと思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 老人ク

ラブの団体数でございますけれども、平成25年

度は36クラブ986人ございました。今現在です

けれども、毎年一つ二つ減るような形で31クラ

ブ、人数は細かくは把握しておりませんけれど

も800人ほどいらっしゃるということです。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 減っていますね。毎年、

輪投げ大会とかいろいろやっているけれども、

減っているな、寂しいなと思うんです。 

  なぜかと申しますと、昨年は87万1,000円が
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補助金、今年度は76万円、10万円ぐらい減って

いるんですね。なかなか老人クラブ、活動をや

っている地域は一生懸命やっているんだけれど

も、全体でということで、これ何がこういうふ

うに、高齢化社会といいながら、そういう老人

クラブ等が、そういう団体が少なくなっている

というのは何かどこかに原因があるみたいな気

がしますけれども、恐らく私がどげだがなと言

ったってきちっと答えはないと思うんですけれ

ども、傾向としてこういう団体が減っていると

いうことは非常に寂しいなと思うわけでお聞き

しますので、何かこういうことが原因じゃない

かなということ、もしあったらお聞きしたいな

と思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 60歳以

上の方ということなんですけれども、昔で言え

ば老人と言われる世代でも今ではまだまだ若い

ということで、福祉の世界でも老人という言葉

は本当に使われなくなっているような感じで、

やはりそういった老人という言葉への抵抗もあ

るでしょうし、それから親の世代が80代で自分

が60代だとすると、親と一緒にというのもなか

なか抵抗があるのかなと思います。 

  また、介護保険の事業でサロン活動というの

も小さい単位でやっておりますけれども、そち

らは逆にふえているような状況でございまして、

両方入っている方ももちろんいるかと思うんで

すけれども、そういったことで、いろいろな団

体がさまざまできてきたことも一つかなと思っ

ております。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） そういうときこそ逆に、

老人クラブの活躍している方々が、クラブ数が

少なくなった、会員も少なくなった、だから補

助金も減らしたと。逆に、少なくなったんだけ

れども、一生懸命頑張って健康にするという意

味で、減らさないで、ある部分の予算を、10万

円ぐらいですか、老人クラブ等々で10万円とい

うとかなり感じるんですね。そこを逆に少し温

かみをもって、いや頑張っているから、少し、

財政も厳しいんだけれども、活躍してけろやと

いうような発想が私はあってもいんねがなと思

うんです。その辺やはり減らすのは、ふやすの

は大変だと思うんだけれども、せめてキープぐ

らいですね、前年ぐらいをキープして、そして

市でも頑張ったからおまえたちも頑張れやとい

うような施策もあってもいんねがなと思うんで

す。ぜひ一考を、ここで議論はこれ以上しませ

んけれども、そういう考えもあってもらいたい

なと思って今議論させていただきました。 

  それで、次の民生費、高齢者による健康いき

いき活動支援事業費補助金については、これは

昨年並み、減っていません。そこで、さっきの

新しい大変いい福祉バスを利用するのは、ふれ

あいサロンに加盟したグループは使用できると

いうようなことなんでしょうか、福祉バスの使

用です。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 福祉バ

スの利用団体につきましては、福祉団体等とい

うことで、老人クラブはもちろん、ふれあいサ

ロンに登録された団体も使用できるということ

で規定をつくりたいと思っております。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） ありがとうございます。 

  それで、老人クラブも前は14名以上27名とい

う枠あったんですけれども、今年度からは10名
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以上もというようなことで使うことができると

いうような理解でいいですか。 

  あと、これの申し込み、これを見ますと３カ

月前から受け付けできますよというようなこと

で、10名、使い勝手がいいから、一遍皆使って

みて集中すんなねがというような懸念もあるみ

たいですけれども、その辺、事前申し込み、そ

して調整みたいなことで運用を図るというよう

な、前回、私、一般質問させていただいたけれ

ども、そういう課長の答弁なんだけれども、そ

のような方向づけはなされるんでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 福祉バ

スの運行に関しましては、今、要領と要綱２つ

あるんですけれども、そちらを１つにまとめた

形で要綱として設置する予定でおります。 

  その中で、まず団体登録をしていただく、そ

の上でそれとは別に申し込み時に申し込みいた

だくという方法をとっていきたいと思っており

ます。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） 非常に使いやすい、い

いバスをというようなことを理解できましたの

で、ぜひひとつよろしくお願いしたいなと思い

ます。ありがとうございます。 

  それで、81ページのエコロジーガーデン推進

事業であります。主要事業にも入っています。

第４次のエコロジーガーデン利用計画の中でや

っているというようなことで、財源は国庫補助

金を使って、その下に使用料、エコロジーガー

デン使用料424万円が財源として入るよという

ことで、この内訳ですね、使用料、どんな内訳

かなと、お聞きしたいと思います。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 主要事業の財源のさらに

使用料の内訳ということでございます。424万

2,000円の部分については、旧第５蚕室である

まゆの郷の使用料で167万円ほど、それからこ

とし整備されました旧第４蚕室ということで、

創造交流施設になりますが210万円、それから

その他交流室、研修室、調理室等で２万円、あ

とはゲストハウス「ミノムシ」で45万円ほどで

424万2,000円ということになってございます。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） そうすると新しく耐震

化した蚕室の167万円というのは、中にはどう

いう方が、どういう形態であそこを開放して使

用させるのかな、その内容を一つお聞きしたい

と思います。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 ことし整備させていただ

きました旧第４蚕室の210万円ほどなんですけ

れども、これにつきましては１階がカフェレス

トラン、それからテナントが４区画でございま

す。さらに２階部分がオフィスということで５

区画ほどということで、この入居される方につ

いては、８月に条例改正等の臨時議会等で可決

後に公募開始ということで、８月29日から９月

27日の間に公募させていただいております。そ

れで10月24日に評価委員会を開催しまして、こ

ちらに４社の参加ということでございます。 

  中身の部分についてでございますが、先ほど

言ったのと重複しますが、１階のカフェレスト

ラン、それからテナントの部分については、そ

れぞれそのグループで構成される方々でのショ

ップ、それから展示等でやるということでござ

います。２階のオフィス１から５、５区画ある

んですけれども、それについては２階部分を全

面的に建築、それから映像会社でグループされ
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ている部分で、２階部分全部を募集されて、こ

のエコロジーガーデンの部分での交流活動的な

部分で広げる部分でやりたいということの部分

で活動されるということで考えております。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） ただ建物を耐震化する

だけでなくて、カフェとかレストランとかテナ

ントを入れて人を呼び込んでにぎやかにすると、

そして自分のお金出しっ放しじゃなくて、少し

は家賃として入って持っていくというようなこ

とで理解していいですか。やはり少し行政でも

お金、利益、お金が入るような、循環するよう

な考えでやって、少しは、武士の商法なんだか

わかりませんけれども、ぜひそういったことを

していけばいいなと思います。 

  それでもう一つ、第４期エコロジーガーデン

利用計画の中で、北エリアが予算を見るとさっ

ぱり盛られてないなと、いかがかな、どうした

のかなと思うんですけれども、北エリアは、あ

そこ行くと結構家族連れとかで散策、ことしは

雪が少ないですから、散策して非常に憩いの場

所になりつつ、そしてこういったカフェとかレ

ストランとかすると人も呼び込むというような

ことで、そっちのほうの進捗は、全然進んでな

いようですけれども、どうなんでしょうか。 

荒澤精也商工観光課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 これまでどうしても南側

の耐震改修を早急に手がけたいという部分があ

りまして、結構南側を中心にさせていただいた

ということで、北側のエリアについてはちょっ

とおろそかになったという部分がありますが、

実際に４期の利用計画の中では、子供たちが元

気に駆け回る遊びの広場であったり、それから

広々とした畑いっぱい花が咲く彩りの場であっ

たりとか、そういった遠足村的な、もしくはピ

クニックができるようなということで利用計画

の中で定めております。 

  令和２年度の予算的には、修繕の中で北側の

水道の引き込み修繕を一応73万円ほどかけまし

て引き込みしながらインフラの部分でも整備し

ていきたいなということで、将来的にはこの中

に利用計画の中であずまやであったりとか、あ

とは遊歩道の整備とかということもありますが、

とりあえず今現在ずっと南側ばかりということ

もあったものですから、北側のほうで自由に散

策していただけるような形で、とりあえず水道

の引き込み、さらには簡易的なテントとかパラ

ソルみたいなのを設置しまして、遠足であった

りとかピクニックであったりとか、そういった

自由に使っていただけるような形で考えており

ます。 

  昨年度ずっと引き続きやっている菜の花はも

ちろんいたしますし、その後の部分でも、ソバ、

今年度もしましたけれども、ソバを植えたりと

か景観作物であったり、彩りの部分についても

植栽のほうなんかも、予算にはないですけれど

も、こちらの部分で何とか捻出しまして考えて

いきたいと思っておるところでございます。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） よく説明わかりました。

ひとつよろしくお願いしたいと思います。期待

しています。 

  次、113ページの教育費の体育施設費の中の

市民球場指定管理料についてお伺いします。 

  あそこは、冬期間、スポ少とか児童生徒が土

で野球に親しむというようなことで評判いいん

ですけれども、一部利用者からもう少し６時か

ら８時までやるのを延長してもらいたいという

ような声があるんです。ということは、６時か

らやって30分か１時間ぐらい体を温めて、正味

１時間ぐらいで、あと最後片づけ方すると正味

の時間が少ないかな、何かやってもらいたいと。

今、スポーツ少年野球、新庄市強いですね。去
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年も新庄小、沼田小と全国大会に行って盛り上

がっているんですね。児童が少なくて、今度は

北辰の児童と沼田の児童も合併してまた次の全

国大会を目指すというような、非常に盛り上が

っているような環境なんですけれども、その

方々からも、時間もう少しできればしてもらい

たいなという声あるんですけれども、その辺ど

うなんでしょう、延長できないでしょうかね。 

渡辺政紀社会教育課長 委員長、渡辺政紀。 

奥山省三委員長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 今、市民球場の中の室内

練習場のことでございましたけれども、なおか

つ子供たち、小学生、スポ少の体育施設の使用

時間のことについての御質問だったと思います。 

  子供たちにとりまして、体を動かす機会とか

スポーツにおいての、競技スポーツにおいての

練習の重要性というのは十分わかっているとこ

ろございまして、今年度の体育施設の小中学校

の無料化とかそういうことで、子供たちのスポ

ーツをする場の環境整備とかそこの重要性は

重々わかっているものの、やはりその反面、近

年スポーツ少年団の活動の中において、どうし

ても練習時間の長時間化とか、対外試合が多か

ったり、子供たちが休む時間がないと。仮に夜

遅くまでなってしまって、帰宅した後、就寝ま

での時間が本当に短くなってしまうというよう

な状況もありまして、どうしても子供たち、特

に小学生などにおきましては一番体の成長期の

中で休養をとることも必要だという部分があり

まして、今の段階では８時までの利用で抑えて

いただくようなことでお願いしているところで

ございます。 

１５番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１５番（小嶋冨弥委員） そういったことも含め

て、保護者は一生懸命練習しろ、強くなれとい

う思いが強いと思うんです。そういうこともや

はり知らしめ、何かの機会に教育委員会で知ら

しめるような手段をして理解をしてもらえば、

理解できるんじゃないかなと思いますので、そ

の辺もひとつ機会あるごとに伝えてもらえばい

いんじゃないかなと思いますので、よろしくお

願いします。ありがとうございました。 

 

 

散      会 

 

 

奥山省三委員長 以上をもちまして本日の審査を

終了させていただきます。 

  次の予算特別委員会は、あす12日木曜日午前

10時より再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

     午後３時５５分 散会 
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予算特別委員会記録（第４号） 

 

 

令和２年３月１２日 木曜日 午前１０時００分開議 

委員長 奥 山 省 三     副委員長 叶 内 恵 子 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   庄  司  里  香  委員 

  ３番   叶  内  恵  子  委員     ４番   八  鍬  長  一  委員 

  ５番   今  田  浩  徳  委員     ６番   押  切  明  弘  委員 

  ７番   山  科  春  美  委員     ９番   佐  藤  文  一  委員 

 １０番   山  科  正  仁  委員    １１番   新  田  道  尋  委員 

 １２番   奥  山  省  三  委員    １３番   下  山  准  一  委員 

 １４番   石  川  正  志  委員    １５番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １６番   佐  藤  卓  也  委員    １７番   髙  橋  富 美 子  委員 

 １８番   小  野  周  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所 
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長     
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員     
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会  

事 務 局 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会  
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第９号令和２年度新庄市一般会計予算 

議案第１０号令和２年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第１１号令和２年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

議案第１２号令和２年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

議案第１３号令和２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第１４号令和２年度新庄市水道事業会計予算 

議案第１５号令和２年度新庄市下水道事業会計予算 
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開      議 

 

 

奥山省三委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  それでは、これより３月11日に引き続き予算

特別委員会を開きます。 

  審査に入る前に、昨日も申し上げましたが、

再度確認のため、審査及び本委員会の進行に関

しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質疑は、答弁を含め１人30分以内といたしま

す。質問の際は、必ず予算書のページ数、款項

目、事業名などを具体的に示してから質問され

るようお願いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審査に入ります。 

 

 

議案第９号令和２年度新庄市一般

会計予算 

 

 

奥山省三委員長 昨日の審査に引き続き、議案第

９号令和２年度新庄市一般会計予算についてを

議題といたします。 

  一般会計の歳出について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ、討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

  討論の発言を許可いたします。 

  原案に対して賛成ですか、反対ですか。（「反

対です」の声あり） 

  原案に反対討論として佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 2020年度、令和２年度

一般会計予算に反対討論を行います。 

  まず最初に、評価する点、たくさんあるんで

すけれども、私が見つけて思ったところだけ挙

げさせていただきますと、市営バスのバス料金

を高校生と70歳以上の高齢者に100円の引き下

げ、高齢者免許証自主返納者へ１人２万円のバ

ス・タクシー利用券助成、障害者福祉タクシー

券１万円、給油券4,000円分、移送サービス２

万4,000円分のいずれかの１つを選んで、その

対象者を身障４級の一部の方、療育手帳Ｂの方、

精神障害２級・３級までということで最大538

人拡充する予定だということでした。 

  わらすこ広場の無料化、また体育施設の小中

学生の使用料無料化、高校生の半額化、第２子

保育料半額補助、障害児保育支援、ひとり親家

庭学習支援、子ども食堂開設費支援、学童保育

の拡充、個別学習支援員を１名増員、給付型奨

学金、看護師１名分増額、さらに看護師確保対

策事業による奨学金返還額の１人当たり年最大

18万円という助成、非正規雇用である会計年度

任用職員の待遇の改善、そして道路や防雪柵、

流雪溝など、市の計画に沿って進める予算を拡

充した姿勢、また前年度に続いて学校図書館の

司書２名配置、そのほかたくさんあるわけです

が、少しつつましく言ってみました。 

  反対理由を述べます。 

  １番、国の悪政の防波堤となって住民を守る

姿勢が重要ではないかということです。 

  例えば、若者の個人情報を本人の同意なく自

衛隊に提供するという、これは問題です。個人
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情報保護の立場から大問題です。 

  安倍内閣は、憲法９条の改悪で再び戦争する

日本にしようとしています。アメリカの言いな

りになって軍事費拡大と自衛隊の海外派兵を行

い、自衛隊員の命を危険にさらしている現状で

す。 

  また、市有施設の使用料に消費税増税分を加

算したことも問題だと思います。 

  安倍内閣による消費税８％、さらに10％と二

度の増税によって、昨年10月から12月期は年率

にして国内総生産ＧＤＰは7.1％減と大変な冷

え込みになりました。その上、新型コロナウイ

ルスへの対応は、感染症対策費の削減、新年度

予算はゼロという一方で、科学的な知見もなく

安倍首相の独断専行で学校閉鎖を押しつけ、日

本経済はリーマンショック以上の大打撃となっ

ております。経済の景気回復には消費税５％へ

の減税ではないでしょうか。増税するなら大も

うけをしている大金持ちと大企業に、国同士の

紛争は話し合いで解決する外交でという憲法９

条を守り、戦争する日本にしてはならないとの

立場に立つのが市民の暮らしを守ることにつな

がると私は思います。 

  また、官民共通番号、マイナンバーカード利

活用拡大は、市民にはメリットはありません。 

  安倍内閣は、2021年３月に健康保険証とし、

2022年には国民全員に拡大しようとしていると

のことでした。番号カード全員所有は超管理国

家への道です。常時携帯が義務となり、街頭や

施設に設置される三次元監視カメラ、番号カー

ドで国民が管理され、監視される社会となりま

す。個人情報を守りたいと思っても、官民全て

で守られる保障はありません。税申告を例にと

れば、番号つき個人情報は社会の隅々にまで広

がっていきます。源泉徴収を作成する事業者は

給与を支払う個人の番号を全て知ることになる

からです。官においても、警察などによって刑

事事件捜査、破壊活動防止法、暴力団対策法、

組織犯罪対策法、その他の広範な治安利用に特

定個人情報の提供が認められています。そして、

それは特定個人情報保護委員会の権限からも外

れ、本人開示もできないようになっています。

番号でひもづけされた個人情報が大量に一瞬で

流出する事態になりかねません。それを防ぐに

は、官民分野にまたがる共通番号制にしないで、

ドイツ、イタリア、オーストラリアのように分

野別の番号制にとどめるべきだと思います。 

  反対理由の２番目は、市有施設の統廃合より

も長寿命化で毎年のメンテナンスに力を注ぐべ

きだということです。 

  小中一貫校である明倫学園建設で約53億円と

いうことでした。建設単価も上がっております。

市の借金、地方債は令和２年度末で168億7,000

万円の見込みになっています。大幅に借金がふ

えています。小中一貫校は、学校統廃合のため

のものであり、子供の足で通える小学校をなく

させられた子供は地域を奪われるに等しいもの

です。小学校高学年として大事なリーダー経験

をさせられないという問題も非常に重要です。

市有施設は毎年のメンテナンスに力を注げば地

域内の業者の仕事がふえます。市有施設の軀体

は100年もつと専門家としての資格を持つ職員

の方が答えております。その立場で施設活用を

図るべきだと思います。 

  次に、３番目には、指定管理制度、民間委託、

民営化は、働く人の貧困化、地域経済の悪化を

招くだけでなく、住民の安全な暮らしを脅かす

危険があるということです。行政としては人件

費節約ができたと言っておりますが、現場では

低賃金で不安定雇用、黒字は請負者の利益とな

ります。使い道は自由です。税金が民間の利益

追求に回される仕組みは問題だと思います。低

賃金の不安定雇用を広げた結果、非正規をふや

しています。特に女性は非正規雇用が多くなっ

ています。当市の若者の流出や少子化を進める

ことになっているのではないでしょうか。直営
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に戻し、できるだけ正規職員をふやすべきだと

考えます。 

  このたび一時的にでも山屋セミナーハウスを

直営にしたのは賢明な判断だと思います。 

  次に、４番目に、生活に苦しむ市民の家計を

温める施策が必要です。 

  高齢者タクシー券の復活、国保税の市独自の

減免、介護保険料、利用料の減免、介護度２の

方への紙おむつの支給、学校給食の無償化、高

校卒業までの子供の医療費無料化、また生活道

の除雪は１人だけの対象でもできるようにして

ほしいと思います。排雪補助事業は使いやすい

ように改善をすべきです。住宅リフォームの拡

充、また老人福祉センター利用料の引き下げな

ども検討してほしいと思っています。 

  以上で反対討論を終わります。 

奥山省三委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。これよ

り採決いたします。 

  議案第９号令和２年度新庄市一般会計予算に

ついては、反対討論がありましたので、電子表

決システムにより採決を行います。 

  議案第９号について原案のとおり決すること

に賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委員は

反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

奥山省三委員長 押し忘れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 それでは締め切ります。 

  表決の結果は、賛成14票、反対１票、棄権１

票であります。賛成多数であります。よって、

議案第９号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第１０号令和２年度新庄市国

民健康保険事業特別会計予算 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第10号令和２年度新

庄市国民健康保険事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、

歳入と歳出を一括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） おはようございます。 

  それでは私から令和２年度新庄市国民健康保

険事業特別会計の質問をさせていただきます。 

  まずは135ページ、第１表の歳入歳出予算の

評価なんですが、このたびの予算計上において

は新型コロナウイルス肺炎の保険給付費は盛り

込まれていないと思います。きのうＷＨＯの事

務局長が世界的な感染の危機を発言したという

ことであります。 

  それを踏まえまして、現在やこれからの動向

を考えて、当然２款保険給付費１項療養諸費の

増が考えられると思います。これをどのように

見込んでいるのかをお伺いしたいと思います。 

  また、そのことが３款国民健康事業費納付金

に与える影響も伺います。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 新型コロナウイルス関連の予

算増が考えられるということで、そちらへの対

応についての御質問ですけれども、現在山形県

におきましては感染された方がいらっしゃらな

いということがまずありまして、どこの市町村

でも、新庄市でもそうですが、予防にまず努め

ているという状況があります。感染する方が出
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ないように今後も努めていきたいと思っており

ますが、もし万が一の場合は給付費等の増につ

きまして補正対応する等については、御相談、

協議の上、対応させていただきたいと思います。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 先ほどの質問に入って

おりますけれども、事業費納付金に与える影響

というのをどう考えておりますか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 事業費納付金への影響ですけ

れども、現在、平成30年度から国保の県単位化

になったことによって、幾ら医療費が原則かか

っても市町村はその納付金の範囲内でといいま

すか、納付金を払うことによって医療給付を受

けることができるという仕組みになっておりま

すので、今のところは心配はないのではないか

と思っております。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 納付金に与える影響は

まだないということで、県単位化になったとい

うのがメリットの一つかなと思われます。 

  歳入でありますけれども、５款繰入金に与え

る影響というのは、一般会計の繰入金に関して

はどのような影響を予測されておりますか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 ５款一般会計繰入金につきま

しては、一般的に一般会計からの補助というこ

とで、市町村からの義務として行わなければな

らない法定分と歳入不足の解消等に政策的に行

う法定外の部分ありますけれども、今後の状況

によっては影響があるかもしれませんけれども、

現時点ではないと理解をしております。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 余り市民に与える影響

は今のところ確認されないというか、予測の範

囲ではないという答弁だと思います。 

  これは将来的な話になりますけれども、国保

事業納付金の算定基準の一つにその地域の医療

水準というのがあります。これに関してですけ

れども、今後県立新庄病院が完成されて開院し

た場合、この地域の医療水準というのが上がる

と思うのですが、その辺、事業費納付金の影響

をどのように考えているのかお伺いいたします。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 納付金につきましては、大き

く２つ、被保険者数と所得水準に応じて国保事

業費納付金の額が決定されるという仕組みにな

っております。 

  平成27年のデータになりますが、新庄市は県

内市町村では下から２番目、医療費は低い、余

りかかっていないという状況にあります。ただ、

やはり県立新庄病院が新しく充実することによ

りまして、医療費は少なからず上昇していくの

だろうと考えております。その影響が納付金に

どれだけ反映されるかにつきましては、今のと

ころちょっと読めない、もしくは少しは上昇す

るかもしれないと考えております。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 納付金の上昇、イコー

ルではないでしょう、完全にイコールではない

ですけれども、やはり一般会計の繰入金の増と

いうものが考えられると思いますので、その辺

の監視はよろしくお願いいたします。 

  次、143ページの１款総務費１項総務管理費

１目一般管理費です。 

  これは、従来、我が市の国民健康保険事業特

別会計においては人件費としてのいわゆる職員

給与費として計上していなかったわけなんです

けれども、これは151ページに給料明細書がつ
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いております。ここからは読み取れない。これ

は会計年度任用職員の給与しかのっていないと

いう仕組みになっております。つまりこれは今

まで一般会計の人件費に含まれた会計にしてき

たわけでありますけれども、今後は国保の特別

会計、これの明確化、明瞭化のためにはきちん

と予算計上すべきではないかと考えますが、い

かがでしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 現在、職員の人件費につきま

しては一般会計に計上しております。予算要求

等の作業の中で、県内の他市では特別会計に計

上している市もあるということをお聞きしまし

た。今後、制度面だったり財政面、あと同じ市

の特別会計の中でのバランス等、状況を確認し

まして、取り扱いについて、要求について検討

していきたいと思います。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 手法としては、１つの

手だてとすれば、職員給与費等の繰入金という

形の一般会計からの繰り入れというような形に

とっていけるのかなと思いますけれども、とに

かくこれ明確にしてきっちり分けておかないと、

人件費等がのっていないというのは一種の、一

般会計からの繰入金をちょっと圧縮していると

いうふうな会計になるかと思いますので、この

点は御注意を願いたいと思います。 

  同じ款ですけれども、２項徴収費１目賦課徴

収費１節報酬があります。これは本会議の初日

の補正審議において、県の補助金に該当するた

めに会計年度任用職員の報酬を計上するという

財政課長の説明がございました。この補助金制

度というのは、他の款項目、これの会計年度任

用職員報酬にも該当するものでしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 こちらの制度は、国保特別会

計において該当しているものでございます。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ということは、一般管

理事業費の会計年度任用職員の報酬というのが

503万2,000円上がっておりますけれども、こち

らにも該当するという考えでよろしいでしょう

か。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時２３分 休憩 

     午前１０時２４分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいま１款２項１節、こち

らの徴税費、賦課徴収費におけます会計年度任

用職員報酬356万2,000円の内容につきましては、

納税専門員４名のうちの２名分を国保会計で計

上させていただいているということで、従来で

すと一般会計で対応させていただいていたとこ

ろでありますが、特会のメニューが新しくふえ

たということで、このたびの３月補正で計上さ

せていただきまして、なおかつ令和２年度にお

きましても計上させていただいたという内容で

ございます。よろしくお願いいたします。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 国保に特化した会計年

度任用職員の報酬に関しての特例という考えで

よろしいかと思いますけれども、その辺もはっ

きりしないと、全ての課において、一般会計に

おいてもその会計年度任用職員の報酬自体がこ

ういう県の補助金があるとすれば見過ごすこと

はできないなと思ったもので質問させていただ

きました。 
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  次ですけれども、146ページの２款保険給付

費４項出産育児諸費１目出産育児一時金、これ

は当市の任意給付という形になっているかと思

います。1,470万円計上しておりますけれども、

この算定基準、いわゆる予想される出産数、ど

のように捉えてはじき出したのかをお伺いいた

します。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 出産育児一時金につきまして

は、健康保険法等を根拠に支給をさせていただ

いているものです。１人42万円という金額にな

りまして、来年度につきましては35名を予定し

ております。 

  なお、平成30年度は24名、平成29年度は18名

という件数になっております。 

  42万円のうち３分の２につきましては一般会

計からの繰り入れで賄っているという制度にな

ります。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 御存じのとおりかなり

出産数も減少し、子供の減少というものが問題

ということになっております。それを抑制する

施策とすれば有効なものだなと考えております。

この42万円というのは国の基準であろうかと思

いますが、任意給付ということで、当市として

の加算というのが可能かなと思われますので、

今後この出産育児一時金の増額、この検討等は

何かなされているんでしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 出産育児一時金の増額ですけ

れども、国の調査で現在出産費用が51万円ほど

平均してかかっているという数字がありました。

それに伴いまして、この42万円という数字自体

も10年ほど据え置きのままになっておりますの

で、引き上げをしたいというふうなニュースと

いうか、記事も拝見しておりますので、独自で

ということはちょっと難しい面があるかと思い

ますけれども、国の制度で42万円が引き上がる

可能性はあるかと思いますので、まずは状況に

ついて見ていきたいと思っております。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ということは、国の制

度が変わらないと当市としての任意給付であっ

ても加算はできないということですか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 当市として出産育児一時金に

上乗せして支給することについては今後の検討

課題になるかと思いますけれども、別に例えば

出産祝い金はどうかという御提案等もいただい

ておりますので、そういった状況等も勘案しま

して検討させていただきたいと思います。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） ぜひこれは、さっきも

言いましたけれども、出産数が減少してきて、

どこの市も同じような給付金であれば同じよう

な減少をたどると。新庄市は非常によく頑張っ

て加算してくれているというメリット面があれ

ば、当市への移住、それから促進もなると思い

ますので、御検討ください。 

  国保は、保険税増額なかなかできず推進して

きているわけですけれども、この収支バランス

をとるために、一般会計から繰り入れ、法定繰

り入れを行って、それから基金の取り崩し等も

行って運営しているわけなんです。そして、減

免制度とか短期被保険者証、資格証明書、これ

を使って救済を図っているということです。 

  反面ですけれども、医療費の適正化とか収納

率を向上させろという県の指導、それが保険者

の努力義務としてありますけれども、そういう

ジレンマがあると思います。大変クレームが多
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くて、市民の生命に直結する事業であって気苦

労も多い、残業も多くて大変だなと思っており

ますが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

  以上です。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 137ページの国民健康

保険税が前年比で436万5,000円伸びていますが、

国保税の加入者の人数とか税率とか状況はどう

でしょうか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 国保税の一般被保険者を代表

にさせていただきまして説明させていただきま

すが、139ページをごらんいただきたいと思っ

ております。 

  こちらのほう前年度比573万6,000円増の内容

となっております。加入世帯数としましては前

年度比でマイナス115世帯、被保険者数でマイ

ナス344人、ともに毎年減少傾向にございます。 

  平成30年度から国保の財政運営の責任主体が

市町村から都道府県に変わったことによります

県単位化に変わったわけでございます。これに

よりまして、国保の特別会計全体では前年度比

マイナス6.9％減少見込みでございますが、歳

入の国保税では前年度比プラス0.7％増という

ことで見込んでいるところでございます。こち

らのほう一般被保険者分と退職被保険者分に分

かれます。 

  この前年度比の増分につきましては、令和元

年度当初予算との比較でございますので、現年

課税分は被保険者数の減少に伴い減額となりま

すが、滞納繰越分につきましては、資格証、短

期証などの交付を必要とされる方が一定数見込

まれることからも、昨年同様、収納率を18％と

設定したことによりまして若干増額と設定し、

国保全体ではプラス434万6,000円増ということ

での計上させていただいたところでございます。 

  なお、退職被保険者では、令和元年度までは

経過措置として計上していたものでございます

が、令和２年度分からは退職被保険者の分が皆

無となりましたので減少している状況でござい

ます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私としては国保税引き

下げができるのではないかという旨で聞きたい

と思っているんですが、その前提として、138

ページの２を見ますと保険給付費がマイナス

9,380万7,000円減額となっています。この原因

は医療費の抑制策とか入院ベッドの削減とかそ

ういったことがかかわっているのでしょうか。 

  それから、同じページの３で県への納付金が、

138ページの３で県への納付金というのがある

と思うんですけれども、それがマイナス4,387

万円で、支出のほうが歳出合計でこれらで大幅

な減になっているわけです。ということは、医

療費抑制や入院ベッドの削減なども含めて、か

からなくなっているということかなと見ている

んですが、どうですか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 まず国民健康保険の被保険者

数ですけれども、２月末現在で7,549人となっ

ております。世帯数が4,559となっております。

また、退職被保険者数が３名ということになっ

ておりまして、来年度についてはどなたもいら

っしゃらないということになります。 

  ここ何年か被保険者数が１年間で400名ほど

減っておりまして、単純に１人当たり約30万円

ぐらいの医療給付費がかかっているんですけれ

ども、400名減ることによって１億円ほど医療

費が、概算ですけれども、減少するということ

になっております。そういったことで、歳出に

つきましても減少を見込んでいるということに
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なります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） １億円ぐらい毎年の減

りぐあいから医療費が減るだろうと見込んでい

るというお話でしたが、歳出全体を見ると２億

円余り減っているわけでありまして、そうなり

ますと国保税の引き下げができるんでないかな

と思うんです。その理由ということでも、141

ページの６、繰越金というのがありますが、前

年比で１億7,394万9,000円マイナスとなってお

ります。３月、今現在ですけれども、今年度の

黒字額、繰越金になりそうな金額はどのぐらい

でしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 今年度の繰り越し見込み額に

つきましては、数字持ち合わせてなかったんで

すけれども、今年度までの３年間におきまして

５億円を積み立てるという目標ということで行

ってきております。 

  保険税の引き下げ等の改定の見通しにつきま

しては、令和２年度、来年度におきまして国保

の運営協議会におきましても議論していただい

て、可能であれば引き下げができるような方向

に事業運営していきたいなと思っております。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 

奥山省三委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 ちょっと補足をさせていただき

ます。 

  国民健康保険、基本的に特別会計という制度

がありまして、基本的には国保の加入者の御負

担、いわゆる保険税で運営をしているというの

が大前提でございます。 

  その中で、佐藤委員からは、歳出が減れば十

分歳入の面でも値下げが可能ではないかという

御意見もいただいておりますが、歳出が減ると

いうことはある面では被保険者数が減るという

ことですから、当然歳入の面でも保険税として

は減るという形に当然考えられるわけです。 

  そういう中で、先ほど健康課長は５億円積み

立てたいと。県単一化になりまして、その中で

たまたま新庄市については納付金という県への

納付金が、今まで納めていた、県に納付してい

たやつよりも少し減っているという状況がござ

います。 

  あわせて、税率改正を行って、引き上げ幅を

大きく、大きくといいますか、引き下げたわけ

ですから、まずは何年かの国保財政を見ながら、

その後の税率改正については検討させていただ

くという形になろうかと思います。決して、引

き下げられる状況になればいいんですけれども、

必ずしもそうはならないのかなと。財政状況を

見ながら検討させていただきたいということで、

よろしくお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 財政状況、このたび予

算として見させていただいたときに、黒字額が

多いように感じるんです。確かに年間加入者

400人減り、大体１億円ぐらいの医療費がかか

らなくなる、保険料ももちろん下がるんですけ

れども、医療費も減る、１億円ぐらい減るだろ

うと見ていたら、もっと減っているような状況

になっているんじゃないかなと思うんです。そ

れは多分、病床削減とか医療費を抑えることも

響いて入院できにくくなっているという県立病

院の話もありますし、そういうことから医療費

がかからなくなっているのかなと思ったりして

いるんですが、そういうことを考えると国保税

が今も重いと考える方が多いです。 

  特に、子供が生まれることを喜ぶのはみんな

そうなんですけれども、ところが国保税に限っ

てみれば１人３万9,292円も均等割が赤ちゃん

が生まれただけでつくわけです。そして２人い

れば７万8,584円、３人になれば11万7,876円、
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私の友人で６人子供がおられた方がいますが、

それだけで23万5,752円、こういう収入がある

かなと思われる世帯、国保加入者は社会保険に

入ってないから国保加入になるわけで、社会保

険でない分だけこの国保税が、子供がいるとい

うだけで均等割がこのような重い、子供の均等

割が重い、これで苦しんで払えなくなっている

方がおられるわけです。 

  この会計を見たときに、黒字が多くなってい

て、課長がおっしゃるように、引き下げできな

いかなと検討したいと思っておられるのは、市

民の立場に立った、私はありがたい立場だと思

います。市民の国保税の重さに苦しんでおられ

る、特に子供がいる世帯で苦しんでいる、そこ

を副市長も見る必要あるんじゃないかなと思う

んですけれども。あと財政状況です。今の財政

状況です、黒字が多くなっていると。どう思い

ますか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 国民健康保険事業ということ

ですので、例えば先ほど出ました新型コロナウ

イルスへの対応する医療費の増嵩が見込まれる

ということは、ないほうがいいわけですけれど

も、必ず絶対ないということはありません、と

思います。また、令和５年度になりますけれど

も、県立新庄病院が新しくなることによって、

診療科目がふえる等の要因でまた医療費がふえ

るということも想定されますので、そういった

不測の事態に備えるという意味でも慎重に運営

をしていきたいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） もちろん慎重にやって

いただきたいということはそのとおりだと思い

ます。ちょっとお聞きしたいんですが、新庄市

の18歳以下の国保の加入者の中で18歳以下のお

子さんの人数は何人ぐらいなんでしょうか。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時３８分 休憩 

     午前１０時３９分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 ただいま18歳以下の被保険者

数につきましては、平成31年４月１日を基準日

としまして617人ということで算定しておりま

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 子供の均等割額１人当

たり３万9,292円、これでいいですか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 そのとおりだと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 18歳以下の子供の均等

割を岩手県宮古市は全廃ということで英断をし

ておりますが、そうなると新庄市ではどのぐら

いの国保税になると見ていますか。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時４０分 休憩 

     午前１０時４１分 開議 

 

奥山省三委員長 再開します。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 以前、佐藤委員から一般質問

をいただいた際にお答えしている内容からしま

すと、試算では約2,100万円ということでの試

算をさせていただいたことはございます。医療

費分３万4,400円掛ける617人ということでの計
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算を一度させていただいたことがございます。

そちらにつきましては一般質問の中での御回答

をさせていただいたところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 例えば宮古市のように

18歳以下の子供の均等割をなくすというか、免

除するという立場に立ったとすると2,244万円

ぐらいでできるんです。そういう意味では、今

の黒字額から見て、新庄市の18歳以下の子供の

均等割をなくして、子供に優しい新庄市、子育

てのできる、応援する新庄市と胸を張って言え

る一つになると私は思うんですが、市長はどう

考えるでしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 子供の均等割の軽減につきま

しては、全国市長会や全国知事会等におきまし

ても要望を提出しておりまして、また国保その

ものが県単位化という制度になったこともあり

ますので、今のところはその推移を見守ってい

きたいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 全額、私は全額してほ

しいなと思いますが、ほかの自治体では自治体

の力に応じてさまざま、もう少し縮めて３番目

だけとか２番目からとか、３分の１とか、そう

いうことで少しずつ、子供に、子育てに優しい

自治体になるために努力をしている自治体が出

てきております。そういう立場でぜひ検討して

いただきたいと思います。 

  あと次に、生活保護基準以下の所得の世帯の

減免について、特別の事情があれば市長は減免

ができるというのが申請減免の中で書いてあり

ます。それを認めるという立場に市長がなって

いただければ、国民健康保険税払えないで苦し

んでおられる方、重くて苦しいなと思っている

方に申請減免があるんだよと職員が知らせるこ

とができれば、ありがたい市役所になることは

間違いないと思うんですけれども、ここの国保

会計の中で聞いてくれと言われた税務課長、ぜ

ひ答えていただきたいと思います。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 昨日、一般会計の歳出におき

まして御質問いただいた際にお答えしておりま

すけれども、国保会計の繰出金につきましては

健康課長が答弁したとおりでございますが、国

保におけます低所得者への減免措置につきまし

ては一般会計の歳出にはなじまないと考えてお

ります。現行制度におけます減免措置は国民健

康保険税条例等の規定によるものでありますの

で、その法定減免は国保特会での計上をさせて

いただいているところでございます。 

  こちらのほう市長答弁でもさせていただいて

いるとおり、委員御指摘の中の法定外繰り入れ

の部分につきましては、やはりその制度上マイ

ナス評価となることを県に確認しているという

ことがございまして、どうしても今の現状では

対応し切れない部分があるということを確認し

ている状況でございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私が先日税務課長にお

渡しした資料見たと思いますが、あれを県に確

認したんですか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 佐藤委員からいただいており

ます厚生労働省国保財政の法定繰り入れ区分と

いうことで、独自の資料を提示いただいたとこ

ろでございます。こちらの内容について県に確

認しております。特別な事情という取り扱いに

つきまして若干見解の相違があるのではないか

と感じております。 



- 303 - 

  地方税法第717条の条文にあります特別な事

情というものは、「天災その他特別の事情があ

る場合において減免を必要とするもの、貧困に

より生活のため公私の扶助を受けるもの、その

他特別の事情があるものに限り地方団体の条例

の定めるところにより減免できる」としており

ます。地方税法第717条の記載には、特別な事

情とは災害等により納税者の担税力が著しく低

下したと認められる事情の場合を指していると

解釈しているものでございます。市国民健康保

険税条例第23条も同様の規定をしております。

また、国保法第77条では、保険料の減免を指し

ておりますが、条例等の定めにより減免できる

ものであるということで規定しているものでご

ざいます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変勉強していただい

て、ありがとうございます。私も勉強になりま

した。 

  その中で、ふっと心にひっかかったのは、担

税力のある、担税力がない場合、担税力という

のは何なのか考えると、その人の収入が税金を

納められる力があるのかということだと思うん

です。 

  この間、先日お話しした方などは、食費１カ

月１万円で暮らしておられるという方でした。

しかし車を手放せないと。手放せないというそ

れだけで生活保護申請しないで頑張っている方

でした。そういう方が年金生活の方の中に少な

くないと私は思っています。そういう方に対し

て、国保税高くて払えないんだという方が出た

ときに、お聞きして、職員は担税力がないと考

えると思うんです、お聞きすれば。そのときに

帰って課長に相談して、担税力がない人だった

とお話しして、そういうのは免除できるように

するしかないなというふうにできれば、そうし

てくれれば、職員も働きやすいです。そうじゃ

ないですか。そういう判断ができるように規則

なりを特別な事情の中身を市で、担税力がない

というのは生活保護以下の生活の収入の方だと

いうふうに規則などで課長が認めるような条項

なりをつくって、職員を励まして、やる気を出

させるようにする、それが市民に温かい市役所

じゃないんですか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 佐藤委員がおっしゃっていま

す生活保護以下という方につきましては、こち

らでは把握しているところはございません。 

  あくまでも生活保護というのが基準になって

おりますので、こちらのほうを適正に運用させ

ていただくことが我々の業務ではないかと思っ

ております。国保制度におきましても、その基

準がもとになっておりますので、我々として制

度運営に努めることが最善策であると考えます

ので、御理解いただきたいと存じます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） お金に本当に苦しんで

おられる市民にとって、市役所職員に大変厳し

い批判の目というか、声が上がっています、

「市役所職員は」みたいな感じでね。それは職

員にとっても非常につらい。働く上でのストレ

ス、すごいものがあると思います。本当は、職

員は市民のためになったと、これが市職員とし

ての喜びじゃないですか。そういう意味で、担

税力がない、生活保護にはいろいろな事情でな

らない、選ばない、なれない、そういう方の中

で担税力がないなと職員が感じたときに申請が

できるような、申請減免を拡充するというか、

担税力がないという中身を生活保護基準と照ら

してどうなんだと、収入はどうか、食費はどう

か、そういう点で税務課として見れるような職

員を育てる、それは課長じゃないですか、ある

いは市長じゃないですか。 
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加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 再度繰り返させていただきま

すが、減免措置につきましては客観的に担税力

の有無により適用の可否を決定するものでござ

います。税の公平性の確保という面からも条例

の規定に基づきまして厳格に運用していくつも

りでございます。以上です。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 

奥山省三委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 税が課税なりますと、やはり納

付していただく市民にとっては相当の御負担が

かかるのかなと思っております。 

  国保という保険の制度におきましては、佐藤

委員御存じのように、適正な申告をしていただ

ければその収入が把握できるわけで、その所得

に応じて７割、５割、２割の軽減措置を行って

おります。新庄市は国保税、４税課税というシ

ステムをとっております。所得割、固定資産税

割、あと世帯に課税する平等割、あと被保険者

の数による均等割と、この４つの制度があるわ

けですが、４つの課税で行っているわけですけ

れども、軽減につきましては当然所得割、平等

割、均等割について軽減を行うという形になっ

ております。それは適正な申告をしていただか

なければその収入の把握ができないわけで、基

本的にはきちんとした申告をしていただくとい

うのが大前提になるわけですが、それぞれの所

得に応じて公正な課税を行っているというのが

今の国民健康保険制度でございますので、ぜひ

御理解をいただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国民健康保険税が本当

に力に応じてなっているかどうか、その多くが、

何というか、深いところをよく見れば、所得税

とか大金持ちや大企業などは税金がぐんとまけ

られてるわけです。社会保険料にしても、所得

の多い人は限度額みたいなことがあって、多い

って、ただ多いじゃないです。極端に、私たち

から見れば大金持ちと言われる人たちは限度額

で上が切られているわけです。お金がない、お

金がないという国の財政がつくられ、上が税金

を納めてないような状況がつくられる中で国の

財政が厳しくなり、そして国保税には補助金が

少なくなり、金が本当に苦しくてという人たち

に無理無理取っているところがあるということ

です。私は、税金の取り方は、もうけを上げた、

大もうけを上げた方に力に応じて取っていただ

くというのが大事だと思っています。 

  それから、資格証明書の発行の予算とか短期

保険証の発行の予算はどこに書いてあるんでし

ょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 資格証明書等の発行に伴う予

算につきましては、特に計上しておりません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 横浜市だったと思いま

すが、資格証明書の発行をやめ、短期保険証も

発行をやめたということが報道されています。

それはどうしてだか御存じでしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 横浜市となりますとかなりの

被保険者の方もいらっしゃるということがまず

一つあると思います。また、資格証明書、短期

保険証を交付することで収納率を上げるという

目的も大きく一つあるわけだと思いますけれど

も、そこの成果が上がらなかっただとか、いろ

いろな要素があると思われます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） これが実は収納率の向

上につながらなかったそうです。そこで、職員
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の事務負担を減らすということでしたそうです。

どうでしょうか、新庄市でも。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 税の公平性という大原則に基

づきながら、検討のほうはさせていただきたい

と思います。 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時０１分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） それでは、私から質問

させていただきます。 

  ページ数144ページになります。 

  １款３項１目、こちらに国民健康保険運営協

議会委員報酬が出ております。どなたがその委

員会に出ているんでしょうか、よろしくお願い

いたします。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 国保の運営協議会の委員につ

きましては、市会議員の中から委員をお願いし

ている部分ありますけれども、あと被保険者の

方、また社会保険等の職域の代表等の方からお

願いをしております。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。議員か

ら、そして職域のほうから、そして被保険者の

方から成る運営協議会だと思います。そちらに

おいて、いろいろな、今回も要は金額だったり

そして基金の積み上げもどのくらいするのかを

決めていただく審議会だと思います。 

  そのほかにおいて、ページ数149ページにな

ります。 

  ５款１項１目、そこにおいて積立金ですね。

先ほど課長の答弁の中には積立金を５億円ため

ると言っておりましたが、その５億円に届いた

のでしょうか。今の基金残高は、積立金がどの

くらいになっているのかお聞きいたします。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 昨年度末で約４億円を積み立

てしておりまして、今年度末におきまして１億

円で５億円という予定としております。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  なぜ５億円かといえば、先ほど言ったとおり、

どんな病気になるかわからない、特に近年です

とインフルエンザによって１億円２億円はすぐ

に飛んでしまうということもありますし、それ

こそ近年では COVID-19がはやればあっという

間にこの基金がなくなるわけなので、最低で５

億円が欲しいということで５億円をためさせた

経過あります。黒字であってもある程度の病気

を想定しなければこの国保はすぐ壊れてしまう

ような存在ですので、やはり被保険者のために

もある程度の積立金が必要な金額だと私は思っ

ております。 

  そこにおいて、さっき課長の答弁で、この金

額ですか、ここに引き下げるというお話があっ

たんですけれども、運営協議会の中ではそのよ

うな話あったんですかね。まず運営協議会の中

でそういう審議がなければ、この議会には、こ

こには上がってこないと思うんですけれども、

運営協議会の中で引き下げるとか料金改定をす

るというお話はまずあったんでしょうか。なけ

れば、先ほどの課長答弁を撤回していただきた

いんですけれども、いかがでしょうか。 
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亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 まず、私の先ほどの答弁を撤

回させていただきたいと思います。 

  なお、来年度、令和２年度におきまして、令

和３年度からの国保税についての審議をお願い

しておりまして、一応今年度１回目ということ

で事前に開催もさせていただいております。よ

ろしくお願いします。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） わかりました。やはり

何か値下げとか、要は料金改定の話がまだ出る

のはおかしいわけで、あくまでも審議会を通し

ていかないとその話はいきませんので、撤回し

てまずよかったなと思います。 

  ぜひともその料金の改定だったり、特に県か

らの給付金なんかは要は予想していたよりかな

り下がり、年々高くなっている様相になってお

ります。それに対応するためにも、ある程度、

先ほど言った積立金や、そして被保険者のため

のものをしっかりと、皆さんのために使うお金

ですから、そこら辺はしっかり注意をしていか

ないと、安易に改定だとか値下げということは

いかないと思うんですけれども、その審議会の

中でも多分そういう話が出ていると思います。

ですから、そこら辺を踏まえて今回の上程はし

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

  そして、またページ数148ページ、４款２項

１目、そちらに健康づくり推進委員会の予算も

計上されておりますけれども、やはりそこら辺

も一緒にやって、要は健康づくりを一緒するこ

とによって金額の抑制もなると思うんですけれ

ども、そこの取り組みと一緒に、先ほど言った

値段の改定の答弁も一緒によろしくお願いいた

します。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 委員言われるとおり、医療費

抑制のみならず、健康づくり事業をするという

こともかなり重要なことになってきております

ので、両方あわせまして事業を推進していきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

１６番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１６番（佐藤卓也委員） 最後になりますけれど

も、あくまでも、繰り返しになりますが、料金

の改定なりは、運営委員会協議会から、市長か

ら諮問され答申されたもので運営されると思い

ますので、そこら辺を踏まえて、要は国保運営

の健全な運営をしていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号令和２年度新庄市国民健康保険事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第10号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 
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議案第１１号令和２年度新庄市交

通災害共済事業特別会計予算 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第11号令和２年度新

庄市交通災害共済事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） おはようございます。 

  予算書156ページ、歳入の部分になりますが、

共済会費収入というところで、今年度552万

5,000円、人数にして説明欄のところにありま

すけれども１万6,000人ほどの加入を見込んで

いらっしゃる。この事業に関しては、昨年９月

定例会に行われました決算委員会でもちょっと

私は疑問があるという旨で発言させていただき

ました。 

  今回、事務事業評価というところで、事業を

判断する一つの指標になるものと思いますが、

誰でもインターネット上でダウンロードできる

と。既に平成30年度の部分の事務事業評価が出

ていますので、こちらをもとに質問させていた

だきたいなと思います。 

  事務事業評価、時系列を追った事業運営状況

という表があります。平成28年度の加入率で

49.84％、ここで既に50％を割っている。昨年

度９月定例会で、平成31年度ベースの加入率、

多分議論していると思うんですけれども、40％

をちょっと超えている程度であるということで、

４カ年で10％、既に今年度40％を切るのではな

いかなと推計できるんですが、令和２年度当初

予算の中では加入率何％の計画をされているの

か、まずお伺いいたします。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 当初予算上では約45％ぐらい

を見込んでいるところでございます。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） ちょっと見立てが甘い

のか。この保険が全て私はだめだと言っている

のではないんです。 

  事業の趣旨は、１日１円、成人であれば年額

350円、子供の場合は300円というわずかな金額

の中で自転車事故等の万が一に備える、入院、

それから治療期間に応じたお見舞金が支給され

るということで、今月定例会の補正の中でも実

質本当に助かっている方がいらっしゃるという

ような補正がございましたので、事業全てを私

は否定するわけではないのですが、ここですね、

本当に市の長計事業でございます。職員もかか

わっている。人件費もかかっている。 

  あともう一つは、決算委員会のお話でも申し

上げましたが、これと同じような保険は既に民

間でもやられている。ここで本当に職員どんど

ん定数が減っていく中で事業の取捨選択をして

いかないと職員が非常に大変であると。あとは

残念ながら昨年度の決算ベースでいくと６割の

方が入っていないということですね。 

  私は、これはそろそろ廃止に向けた道筋を歩

むべきではないかなと思います。６割の方が加

入しない、必要でないと。４割の人が入ってい

らっしゃるので、ここを重要な事業として位置

づけるのかどうか、その辺の行政の判断がそろ

そろ必要なのではないかなと私は思うのですが、

いかがお考えでしょうか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 以前から交通災害共済に関し

ましては民間の保険があるというようなことで

役目を終えたのではないかという議論は確かに

ありました。その際に、交通災害共済の加入率

が50％を切った場合は廃止も含めて検討すると
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いうようなことで今進んできております。当然

その件に関してはさまざまな機会で検討を進め

てきているところです。 

  今、委員おっしゃいましたとおり40％の人が

加入している、１万4,000人の人が加入してい

るわけでございますが、それが多いと見るのか

少ないと見るのか、そこでかなり大きく変わっ

てくるのかなと感じております。当然６割の人

は必要としていないということでございますの

で２万1,000人ほどになるんですが、そこをど

う捉えるかというところもあります。 

  今回当初予算に計上した経緯としましては、

昨年行われましたまちづくり会議の中で、２つ

の地域から交通災害共済についてぜひとも続け

てくださいというような強い要望があったとい

うことでございます。その部分と今お話ししま

した40％の部分と勘案しまして、今年度は予算

を計上したということでございます。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 課長の答弁にもありま

したように、平成30年度の事務事業評価の中で

ＰＤＣＡのうちのＡ、最終的にどうするんだと

いうところでは「廃止を含めた検討もすべき

だ」という答えが出ているわけです。これは決

算委員会の席でも申し上げました。 

  この場で言ってしかるべきかどうかわかりま

せんが、平成30年度の決算ベースで基金が多分

8,700万円ぐらいだったかと記憶しているんで

すが、それが税の徴収で得られたお金ではない。

この事業に賛同される方が、残りの部分、長い

時間かけて積み上げてきた基金があります。そ

の部分の処分の仕方も非常に大きな問題になっ

ているのかなと推察されます。 

  例えば、今年度既に加入の申込書が全戸に配

布されている中で、直ちにこの予算委員会にお

いて反対はできない状況になっていますが、一

旦この事業の廃止をしたとしても、入った部分

の影響は丸々１年延びるわけです。廃止を決定

してから２年ぐらいかけないとこの事業は完全

に終わらないというような説明をいただきまし

たけれども、そろそろ、廃止ありきではないん

ですが、本当に40％を切るような状態が続くよ

うであれば、本格的な議論、検討を始めないと

いけないと私は思っていますが、例えば廃止あ

りきではないにしろ、事業の廃止を含めた検討

という答えが出ていますので、これまでの積み

上げられてきた基金ですね、取り扱いについて

課内では検討されてきたんでしょうか、もし差

し支えなければお示しいただきたい。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 交通災害共済につきましては、

以前加入率も80％を超えていたという時期もご

ざいまして、かなりの基金が積み上がっており

ます。現在8,153万2,000円ほどございます。そ

の積み立てた性質といいますか、当然仮の話に

なりますが、基金条例を廃止した際は一般会計

に入っていくと考えられるんですが、あくまで

も目的があって積み立てたものですので、交通

安全関係、道路とかそういうところに使用して

いただきたいと考えているところです。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

奥山省三委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 石川委員から昨年からずっと提案

いただいているわけであります。内部でも、正

直言ってその積立金の取り扱いということを明

確にしないと廃止と言えないということで、内

部で検討していると。道路という方法もありま

すし、一旦休止して8,000万円を全員が加入し

たことにする、申し込まなくても。この原資が

何年間でなくなったらそのまま廃止にするとい

うようなことなど、さまざまなことが考えられ

るのかなと。先ほど課長が言った目的税であり

ますので、一般会計でほかに使うということも

なかなか難しい。これまで積み上げてきた市民
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のお金でありますので、申し込みは当分ここか

ら例えば来年度からは中止しますと。事故があ

った場合については原資で今までどおり払い、

それが終わったら終わりだというようなことも

あるのかなということで、どれがいいか内部で

もさらに検討させていただきたいなと。本当に

市民にお返しする、しなければいけないお金だ

と認識しておりますので、いましばらく時間を

いただきたいなと思っております。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 市長じかに答弁いただ

きましたのでこれ以上は聞きませんが、我々も

皆さんも、そして市民の方も納得できるような

方向を早く、方向性だけでも示していただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいまの石川委員の

共済、これをなくす方向で、廃止の方向でとい

うお話について考えるんですけれども、例えば

生活保護の世帯などは市が払って入っていただ

いていると思っているんですが、どうですか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 生活保護の方は市が一般会計

からの持ち出しで入っていただいているという

形になっております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） というふうにして、一

般に生活保護世帯の方は保険にはなかなか入れ

ないと。そういう意味からも、守る意味で、市

で入らせているというか、入ってもらっている

と。何かあったら、交通事故に遭ったらそれで

補塡していただいてお見舞いもできるしという

ことで、守ることにもなっています。また、一

般のほかの自転車とかいろいろな保険がありま

すが、お金がなくて苦しんでいる方、お金がな

い方が、これほど安い保険があるだろうかと、

入れるのはあるだろうかという点ではどう考え

ますか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 制度が始まった時点での交通

状況とかそれから世帯の所得状況とか考えます

と、低額である程度の補償をするというような

ことですので、ただ今後、自転車の保険とかそ

ういう交通関係の保険についてはさまざまな種

類がございますので、そこら辺はこれから考え

ていきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 民間でありますと何が

違うかといいますと、利益が目的になって、利

益が出れば事業者に黒字として自由に使えるお

金になるわけなんですが、公的な保険の場合は、

この場合は、先ほどから市長もおっしゃるよう

に、やはり払ってきた方々に、あるいは市民に

直接、黒字が出てもそれは市民のものだという

考えで使われるわけです。官と民の違いはそこ

にあると思うんです。 

  そういう意味では、お金がなくても生活保護

であっても市民の人間としての最低の人権を公

の職員が守っている。市職員が守っている。市

職員は市民の人権を守る仕事だと私は思います

が、そういう点から民間と公の違いがあるので

はないかと思うんですが、どうですか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 人権、それから生活保護、そ

れから低額な会費、そこら辺につきましてはさ

まざまな考えがあるかと思います。やはり収入

といいますか、所得の低い人にとってはありが

たい保険ではあるのかと思いますが、普通の交
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通傷害関係の保険であってもさまざまな種類が

あるかと思います。そこら辺は余り詳しくは話

せませんが、もともと交通災害共済の条例の中

で生活保護の方も入っていただくというような

考えはございます。こちらとしてはそういうふ

うに考えているところでございます。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 市の立場として、これ

からこの事業を継続していくと。特会を持って

いくというふうな、しばらくの間はという期限

つきですけれども、前回も御提案というか、質

疑申し上げましたが、この収納方法においてで

す。去年からですか、各自持参が原則と、区長

の負担を減らすという意味合いだと思います。

来年度、令和２年度においても同じように持参

方式なのでしょうか、それとも何らかの改善策

を講じた上での収納方法でしょうか。 

森 正一環境課長 委員長、森 正一。 

奥山省三委員長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 委員おっしゃいますとおり、

昨年の申し込みのときから持参ということで、

以前は区長が取りまとめの上、金額もあわせた

上で持ってきていただいたというようなことで、

かなりの御負担があったと。今回、個人での申

し込みとしたところではございますが、やはり

集落地区におきましては区長が取りまとめるよ

というようなところもかなりございます。そう

いうところも含めまして、来年度も個人での申

し込みとしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

１０番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１０番（山科正仁委員） 前回も申し上げました

けれども、高齢者とか交通不便な方もいらっし

ゃいまして、区長のいいよという快諾があれば

集落的にはいいんでしょうけれども、なかなか

それもお願いできないという方も多い。それに

おいて、今、石川委員がおっしゃったように、

収納率が低いということが、市で事業に対する

いろいろな積極性のことをもうちょっと考えた

上での収納の方法を考えていかないと、ますま

す加入者がいなくなるという現実があると思い

ますので、その辺はしっかり区長にも伝えてい

ただいて、できれば御協力いただきたいという

ような内容でお願いしたいと思います。 

  以上です。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第11号令和２年度新庄市交通災害共済事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第11号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第１２号令和２年度新庄市介

護保険事業特別会計予算 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第12号令和２年度新
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庄市介護保険事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 予算書の161ページの

予算本文でありますけれども、歳入歳出の総額

がそれぞれ39億1,969万7,000円で３％増となっ

ております。 

  そこでお尋ねしたいのは、今日の高齢化、そ

して平均寿命の伸びとの関係とか、あと健康寿

命とか在宅介護のあり方などを考えた場合に、

新庄市の場合、ピークはいつごろにやってくる

んでしょうか。予算総額のピークはいつごろに

やってくるんでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 介護保

険の給付の伸びですけれども、やはり高齢者の

人口、それから被保険者、介護認定の率などで、

そこのベースのわずかな伸びが大きく給付額に

も反映していくものと思われます。いわゆる

2025年問題と言われておりますけれども、高齢

化のピークが来るのは新庄市でも2025年前後、

二十六、七年のあたり、今第７期ですけれども、

第10期あたりにピークが来るのかなと思ってお

ります。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 39億円台、間もなく40

億円を超えようとしております。単純に数字比

較にはなりませんけれども、今年度予算で新庄

市の市税収入総額が44億円です。一方では明倫

学園の建設がありますからそれなりの金額にな

っていますけれども、その建設がなければ教育

費総予算をはるかにしのぐという予算になりま

す。そういう点では、以前にも言いましたけれ

ども、健康寿命をいかに延ばしていくかという

ことが非常に大事な政策だと思います。 

  それに関連してお尋ねしますが、176ページ、

いろいろな給付ありますけれども、その中の２

款１項５目施設介護サービスの給付であります

が、13億7,338万2,000円となっています。今、

施設介護といいますと、お茶飲み話といいます

か、私、老人たちの集まりの中によく行くんで

すけれども、「なかなか入っとごねくてや」と

いう話とかいろいろあるもんですから、まずと

りあえずこの13億7,338万2,000円の件数につい

てお尋ねしたいと思います、どのぐらいなのか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 施設介

護サービス給付費の算定の根拠なんですけれど

も、ここで施設と言っておりますのは介護老人

福祉施設、いわゆる特養とそれから老人保健施

設の２種類の給付費を上げております。 

  件数ですけれども、老人福祉施設、特養が

3,500件、こちらは年間の請求件数ですので、

これを単純に12で割っていただくと290名とい

うことになります。老人保健施設は1,900件と

見積もっております。月にして158名というこ

とで計算をしております。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） ありがとうございまし

た。それで、よく世間話で「施設が足りない」

「入るところがない」という話がありますけれ

ども、新庄市の場合にはいかがなんでしょうか。

いずれピークになると思うんですが、「入ると

ころがない」ということは現在ではどうなんで

しょうか。 
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青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 入所に

困っているであろう方ということで、人数とし

ては特別養護老人ホームへの待機者数というこ

とで参考に述べさせてもらいたいんですけれど

も、平成31年４月１日時点で要介護３以上で特

養の申し込み待機である方が82名ということに

なっております。このうち有料老人ホーム等で

過ごされている方もおりますので、在宅者はそ

のうち23名の方が在宅サービスを使いながら待

っているということです。 

  さらに、待機期間別の人数になりますけれど

も、何年も前から名簿上に載せていただいてい

るという方も少なくありません。やはり念のた

めといいますか、先々を見通して早目に申し込

んでいるけれども、入所される御家族の気持ち

としては、声がかかるたびに、まだいいんじゃ

ないかとか、もう少し頑張ってみようと、そう

いった気持ちの揺れ動きの中で入所というのが

決定されていくのかなと思います。そういった

ことで、全般的に待機期間としては数カ月とい

うことでお聞きしているところです。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） 人生を全うしていくた

めに、社会のセーフティーネットとしては非常

に大事な制度でありますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  もう１点、高齢者の貧困化、よく新聞などで

報じられていますけれども、これは国民年金制

度にも関するわけでありますけれども、「行ぐ

どごねえや」と、今の国民年金の受給の範囲で

は「私入れるどごねやず」という話も時たま聞

くんですけれども、それは新庄市だけの問題で

はなくて、日本全体です。それらに対応するよ

うな何か新しい制度も出てこなければならない

と思っていますが、その辺についてはどんな情

報をお持ちでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 高齢者

の収入を支える制度ということでは特に新しい

制度というのは聞いておりません。 

４ 番（八鍬長一委員） 委員長、八鍬長一。 

奥山省三委員長 八鍬長一委員。 

４ 番（八鍬長一委員） いずれ社会問題の一つ

として出てくると思いますので、その辺、的確

な情報を探っていただきたいと思います。 

  終わります。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） ２点ほど質問させてく

ださい。お願いします。 

  平成12年からスタートした介護保険制度です

けれども、歳入の保険料についてです。167ペ

ージ、１款ということです。平成12年よりスタ

ートした介護保険制度ですが、本市の加入者数

及び認定者数を教えてください。 

  また、昨今、ケアマネジャーによるケアプラ

ン作成の費用の一部を負担という国の政策が発

表されましたが、結局は実施できませんでした

が、その作成には１名当たり平均でどのぐらい

の費用がかかるのかもお教えください。 

  また、少子高齢化は本市でもあります。たく

さんの問題を抱えていると思います。ぜひとも

今後の課題についてもお尋ねいたします。 

  もう１点です。ページ数は175ページ、２の

１の１の18ですかね、在宅介護サービス給付費

についてです。 

  私は、八鍬委員とは別な視点からで、職員の
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方の待遇などについてお聞きしたいです。充足

率は大丈夫なのでしょうか。在宅介護は、市内

でも車とかリフトつきバスとか随分見かけます

けれども、その問題点はどうでしょうか。職員

の待遇などはどうなのでしょうか。他市との比

較なども教えていただきたいです。よろしくお

願いします。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 最初に、介護保険料第１号被

保険者に算定させていただいております現年課

税分７億6,700万円、こちらにつきましての被

保険者数でございますが、全体では１万1,251

人と想定して、前年度比プラス77人、金額にし

て914万200円の減ということで算定しておりま

す。以上です。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 介護職

員の充足率、それから待遇という御質問でござ

いますけれども、最上地域で組織しております

介護職員の検討会があるんですけれども、その

中では、職員は充足しているとは言いがたい状

況であるということで、職員の待遇の改善、そ

れから新規の介護の担い手の育成ということで

は最上郡内で集まって協議しているところでご

ざいます。 

  待遇につきましては、報酬の部分で加算とい

うものがあるんですけれども、そちらの加算を

とっていないところに対する事業所への指導で

すとか、それから新規の職員の養成ということ

で、無資格の方でも雇用していただいて、初任

者研修などその費用を県で半分補助する制度が

ありますので、そういったものを使っていただ

きながら育てていくようなことで、職員の確保

というのを少しでもできるように目指している

ところでございます。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） 先ほどのケアプランの

作成の費用についてはどうなのでしょうか、お

教えいただきたいです。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 ケアプ

ラン作成の費用は、今のところ個人の負担はな

いということになっております。それで、今後

の介護保険の制度改革の中でそれがいずれ自己

負担が発生するのではないかとか話題になった

ところでございますけれども、次期の介護保険

の中ではそちらは見送られるということで、心

配はないのかなと思っております。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） 作成費用は今でもかか

っているわけですよね、税の中で。そういうこ

とでもやはりその負担というのは重いのかなと

思ってお聞きした次第でございます。 

  先ほどの充足率についてなんですけれども、

やはりその待遇が新庄市だけじゃなく最上郡内

全域少し安いということをよくお聞きするんで

すよ。もちろんこの職種だけに限ったことでは

ないと思うんですけれども、傾向としてこうい

う職業を若い方が選ばないという問題点はどの

ように感じておられますか。よろしくお願いし

ます。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 やはり

介護職のイメージとして、大変だというイメー
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ジがつきまとうところでございますけれども、

こちらにつきましてはコア学園などが実施主体

となりまして、見学のツアーですとか相談会と

いうことを実施しております。ゆめりあでもＰ

Ｒの機会を設けたりするなどしてイメージの払

拭、それから正しく理解して魅力を発信すると

いうことに努めております。 

２ 番（庄司里香委員） 委員長、庄司里香。 

奥山省三委員長 庄司里香委員。 

２ 番（庄司里香委員） ぜひとも、担い手不足

になったら、団塊の世代とかこれからどんどん

こちらの介護のほうに入るということがありま

すので、ぜひとも担い手不足にならないように、

何とか充足率を高めていただけるようにお願い

いたします。頑張ってください。よろしくお願

いします。以上で終わります。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 168ページの２の保険

給付費がプラス１億509万円です。それから４

の地域支援事業費がプラスの1,460万9,000円と

いうことで、この支出を見たときに、主な大き

な支出を見たときに１億1,716万3,000円ふえて

います。 

  一方、収入を見ますと、歳入を見ますと、特

に４を見ていただきたいんですけれども、国庫

支出金がマイナス763万2,000円になっているん

です。そのほか県支出金を見ても1,694万5,000

円しかふえてないし、繰越金は大きくあります

けれども、繰越金は8,560万9,000円あったり、

そしてこの３つが歳入の柱になって、基金とい

うのは一応黒字になったのをためていたことに

なるので、何かのときにと考えると経常的に今

の新庄市の介護保険に必要な金を賄うべき公的

なお金が減っていると私は見ています。 

  私の計算によれば、今のこの予算だけで

2,000万円ぐらい少ないというふうに見ました。

これは、要介護者がふえ、介護にお金が毎年、

多分毎年だと思いますが、１億円ぐらいふえる

中で、必要な国や県の支出金が2,000万円ぐら

い足りないというような介護保険になっている

のではないかという気がするんですが、これに

ついて、会計を担当する課長としてはどのよう

に見ておられるでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 歳入に

つきましては、決められた財源の比率の法定ど

おりに算定しているところでございます。 

  基金につきましては、そのまま取り崩しにつ

きましては次期の介護保険策定の中で検討させ

ていただきたいと思います。 

奥山省三委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開します。 

  健康課長より発言の訂正の申し出があります

ので、これを許可します。健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 午前中に佐藤委員より質問の

ありました短期保険証と資格証の予算計上につ

いて訂正をお願いしたいと思います。 

  事業名では表記しておりませんが、予算書で

言いますと143ページの中の総務管理費の一般

管理費の中でこの予算を計上しております。よ

ろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 介護保険のことで続い

て質問します。 

  169ページの１の１の介護保険料がマイナス
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906万2,000円となっています。今度の新しい

2020年度に介護保険料の改定があるように聞い

ていますが、どうでしょうか。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 169ページ、介護保険料第１

号被保険者の減少理由についてお答えさせてい

ただきたいと思いますが、高齢化に伴いまして

要介護者の増加により介護費用の総額も大幅に

上がっており、第１号被保険者の負担額の増加

が見込まれる中、65歳以上の人口も年々増加傾

向にございます。 

  しかし、令和２年度、介護保険料第１号被保

険者につきましては、前年度比マイナス906万

2,000円減としております。これは、令和元年

度後期に低所得者対策として介護保険料の改定

により第１段階から第３段階の保険料が下がっ

ており、令和元年度当初予算と比較しますと令

和２年度当初予算は減少している状況にござい

ます。 

  なお、令和２年度におきましてもさらなる低

所得者対策が見込まれるところでございますの

で、現時点では確定しておりませんので、令和

２年度の補正対応で見込んでいるところでござ

います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 令和元年度の後期改定

で１から３段階の方々が下がっている、その内

容を具体的に教えてください。 

加藤 功税務課長 委員長、加藤 功。 

奥山省三委員長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 第１段階から第３段階の変更

点になりますが、令和元年度におきまして当初

予算ではその保険料率が0.375％だったものが

令和２年度では0.3％、保険料にしまして２万

7,900円が２万2,300円、そして第２段階におき

ましては保険料率では0.575％が0.50％、保険

料にして４万2,700円が３万7,200円、第３段階

につきましては0.725％から0.70％、金額にし

まして５万3,900円から５万2,000円に変更にな

っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変ありがたいことだ

と思いますので、介護保険料が下がるというこ

とはめったにないことで、該当者は少し下がっ

たということを聞いただけでも少しほっとする

かもしれませんので、いいことも教えていただ

きたい、上がるだけでなくて、下がる場合もあ

る、下がる人もいるということを周知していた

だきたいなと思います。今後も下がる、低所得

者の方に介護保険料が軽減になるようにさらに

運動を進めていただきたいと思います。 

  次に、175ページの２の１で居宅介護サービ

スですが、職員確保のため大事なこととして、

若い人が今１年ないし３年でやめるという職員

が多いと聞いております。全産業よりも１人当

たり平均で５万6,000円も低いというのが介護

職員の賃金だそうです。やめる割合が高い若年

者の支援、処遇改善加算を本体報酬に組み込ん

で、緊急に１人５万円の処遇改善を行うよう強

く要望していく必要があるように思いますが、

どうでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 介護報

酬につきましては、市独自で定めたりすること

はできませんので、国への要望ということで対

応してまいりたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ぜひお願いいたします。 

  さっきの介護保険料の低くなる部分について
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も、課長初め市長も含めてあらゆるところで国

にみんなが声を上げるということがこの改善に

もつながると思いますので、どうかお願いした

いんです。 

  それから、次に、180ページの４の１なんで

すが、総合事業委託料というのがありまして、

158万9,000円と出ています。これは要支援１・

２の方の在宅介護サービスとかかわるのでしょ

うか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 ４款１

項１目の介護予防・生活支援サービス事業費の

総合事業の部分でございますけれども、総合事

業委託料、それから下の事業負担金のところ、

こちらの対象者というと要支援１・２の方、そ

れから事業対象者ということで認定された方が

対象となります。下の事業負担金は、要支援の

方、事業対象者の方への訪問介護と通所介護、

ヘルパーとデイサービスの事業の負担金という

ことで、介護給付と同じように国保連を経由し

て事業所に支払われるものです。 

  これと別に委託料としてありますのは、通所

型Ｃとして実施しております短期間の訓練の効

果を狙った通所型の委託料となっています。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 

  総合事業に関して、対象は要支援１・２、今

現在はこの方々への訪問ヘルパーやデイサービ

ス、これが総合事業となっているわけなんです

が、市からの負担が介護のほかの要介護の方の

支援に比べると８割の市から持ち出し、ここか

ら持ち出しとなると聞いております。そうなる

と働く人の賃金も事業所の受け取る事業費も８

割ということで、事業所としては経営が成り立

たない、ヘルパーとしてはとても低賃金でやり

たくない、こうなっている傾向が非常に強いん

じゃないでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 総合事

業のサービスの単価につきましては、市町村独

自に定めることができるものでございます。こ

の事業を立ち上げたときに、介護保険の報酬を

参考に、ほかの市町村の報酬も参考に設定した

ところでございます。 

  ８割というのは、ヘルパーの部門の身体介護

を要しない家事援助の部分については身体介護

を要する報酬の８割と設定しました。それから

通所に関しては、丸一日のデイサービスに対し

て半日程度のデイサービスをその８割と報酬を

設定してきたところです。 

  介護保険の計画、事業計画策定、令和２年度

ございますけれども、その策定に合わせて介護

保険の動きに見合うような形で市の単価につい

ても検討してまいりたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 検討していただくとい

うことで、ぜひ家事援助についてなんですが、

これを８割ということで新庄市で決められてい

るために、どこの事業所も引き受けなくて、ヘ

ルパーも行きにくくて、受けるほうが不自由し

ているというか、そしてまた事業所も運営に赤

字になるということで、とても苦しくて大変だ

と。回されている事業所もあるそうですが、

「それ来ても赤字なんだよな」みたいな気持ち

になっちゃって、とても大変だと、「倒産か」

みたいな感じになる事業所が少なくないとも聞

いております。そこで、ぜひ検討の中で10割と

いうふうに考えていただくように、もう一回お
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願いしたいんですが、どうでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 家事援

助の部分につきましては、必ずしも身体介護が

必要でないということで、その介護に当たるス

タッフの要件も緩和しての報酬設定となったと

ころです。狙いとしましては、介護の担い手を

広くそこに求めたいということもありまして、

そういった考えになっております。 

  次期の報酬単価につきましては、計画の中で

十分に検討してまいりたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） スタッフがとにかく足

りないということは現場の方々も言っておられ

るということで、スタッフのなり手をふやすよ

うに、またなった方々が続けられるような賃金

になるようにお願いしたいと思います。 

  もう一つ、182ページの４の５の地域ケア会

議についてですが、ケアプランの作成費、先ほ

ど庄司委員からも出ましたが、これについてで

すが、これを自己負担にするという話がありま

したが、今のところはなっておりません。自己

負担になったら介護サービスを受けづらくなる

ということで、これは自己負担にさせるべきじ

ゃないなと思うんですが、どうでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 適切な

サービス提供、利用に関しましては、ケアプラ

ンはやはり必須なものと考えております。先ほ

ど調べましたけれども、単価につきましては１

プランの作成で一月１万円以上の報酬が入ると

いうことで、それが自己負担になれば1,000円

という決して小さくはない料金がかかってくる

わけでもあります。ということで、国でも慎重

に審議されているようですので、経過を見守り

たいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この介護保険の会計を

見たときに、非常に保険給付の伸びが大きくて、

これに対して、１億円以上伸びたのに国や県の

支出金を見たりすれば、一般会計の繰り入れな

ども見ても、十分にこの保険給付に見合うだけ

の国からの援助がない、国や県の援助がない介

護保険になっておりまして、それを改善するに

は介護保険料の値上げかみたいな、そういうこ

とにしかなっていかないみたいな気がします。

これでは保険料値上げで今も市民は全体的に介

護保険料が取られるたびに首を絞められるよう

な高齢者の気持ちにさせられているとよく言わ

れます。そして、この保険料を取られることが

あるもんだから利用を控えるという方が少なく

ないとも聞いております。 

  必要な介護は十分に受けていただきたい、そ

うすることが健康な高齢者をつくることだし、

その人が自分らしく生きられることを保障する

ことになると思うんです。それをしていくため

にも、やはり国庫負担の増額というのが絶対に

必要な介護保険ではないかと思っておりますが、

どうでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

青山左絵子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長青

山左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 現在の

保険給付の国庫負担が４分の１、25％というこ

とでございます。これにつきましては、全国の

組織であります市長会等を通しまして毎年提言

でも上がっているように見受けられますので、
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引き続き要望してまいりたいと思います。（「終

わります」の声あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第12号令和２年度新庄市介護保険事業特

別会計予算は、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第12号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第１３号令和２年度新庄市後

期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第13号令和２年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題と

いたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 191ページ見ていただ

きたいんですが、ここに歳入歳出両方載ってお

りまして、歳出を見ますと広域連合納付金とい

うのが前年比較で5,000万円ふえております。

これはつまりは後期高齢者医療保険が前年に比

べてこれだけ医療費が伸びたんだということの

あらわれだと私は受け取りました。 

  それに対して、歳入を見ていただきたいんで

すが、その医療費の多い部分がどうなったかと

見ますと、１款保険料が4,356万4,000円も、

15％も伸びております。繰入金も前年比で

1,053万7,000円伸びておりまして、9.1％増で

す。この２つで医療費の伸びを、保険料増で後

期高齢者に行っているような気がしますが、今

度の後期高齢者医療保険料の状況はどのように

なっているのでしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 後期高齢者医療の保険料率に

つきましては、高齢者の医療の確保に関する法

律によりまして各県の広域連合で定めることと

されております。また、２年ごとに見直しを行

うということが規定されておりますので、今回、

令和２年度、３年度の保険料率の算定がされた

ところです。 

  後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の

負担の明確化を図るために、医療給付費の約１

割を保険料で負担するものとされております。

保険料を算出するための保険料率ですが、均等

割額と所得割率はおおむね２年を通じて財政の

均衡を保つことができるものと高齢者の医療の

確保に関する法律で同じく規定されております。 

  令和２年度、３年度につきましては、軽減後、

１人当たりの保険料額が令和元年度と比較しま

して4,514円、9.16％の増加ということになっ

ております。 

  この新しい保険料の上昇要因といたしまして

大まかに４点ほどございます。１つ目が１人当

たりの医療費を前年度と比較して0.76％伸びる

と推計をしていると。２つ目が、後期高齢者負
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担率の改定というのがございまして、これが

11.18％から11.41％に上がることで保険料負担

が増加するということがあります。３つ目とし

まして、国から示された財政力の不均衡を調整

する普通調整交付金の算定基礎数値が下がった

ために保険料負担が増加するということがあり

ます。４点目として、平成29年度から段階的に

保険料の特例的な軽減措置が見直され、本則に

戻るものもありまして、保険料負担が増加する

ということが大きく４点挙げられております。 

  なお、保険料の上昇抑制策として、医療給付

費等準備基金等から２年間で24億円を算入して

いるところでもあります。 

  令和２年度と３年度の保険料率ですが、所得

割率が8.68％になります。均等割額が４万

3,100円、１人当たりの軽減後としまして５万

3,781円という結果となっております。 

  なお、この制度の保険料の仕組みとしまして、

法令により全国一律に決められておりますので、

所得格差による負担の不均衡を調整する仕組み

が設けられております。山形県の場合、全国の

所得水準を下回るために、格差分につきまして

は調整交付金により補われております。これら

の調整の結果、山形県の１人当たりの平均保険

料としましては全国的には低い額となっており

ます。 

  なお、現在、新庄市の後期高齢者医療の加入

者は約6,000名となっておりまして、軽減を受

けている方が７割いらっしゃるという状況にな

っております。よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変詳しく教えていた

だきまして、ありがとうございました。 

  この会計を見たときに、後期高齢者といえば

やはり75歳以降なので、医者に行って医療費か

けねばならない人たちがふえることは間違いな

いわけです。その医療費の伸びを後期高齢者医

療保険料増という形で直接感じさせる、痛みを

感じさせるというか、そういう制度になってい

る、そういう会計にいよいよなってきたという

気がいたします。こういう制度で、高齢になれ

ば、後期高齢になれば病気になるのはほとんど

当たり前のような状況になるのに、病気が悪い

ことのように扱われているような気がいたしま

すが、それでいいんでしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 まず医療給付費の財源構成と

いうのがございまして、約１割、10％が加入者

からの保険料で賄われております。残り９割の

うち５割につきましては、国・県、市等の公費

を充てています。また、残り４割につきまして

は若年者の保険料ということで、支援金という

形で財源が構成されているところです。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 後期高齢者、ある市民

の方は、急に後期高齢者医療保険料が上がった

ときにびっくりして体が震えたそうです、ええ

っみたいな感じで。それを担当に聞きました。

そしたら軽減措置が外れてということで、上が

ることになったんだという話で、後期高齢者の

その市民の方はとても納得いかないということ

で、苦しんでおられました。それは、直接その

姿を見、責められるのは市職員です。そういう

意味で、市民が苦しむ、市職員が苦しむ、そう

いう関係が悪くなるのがこういう税や保険料の

一方的な値上げの問題です。 

  本当は、後期高齢者は必要な医療を十分に保

障するべきだと思います。保険料を上げたり負

担を上げたりしないで、保険料は安く、医療は

ほとんど無料で、どうぞ幾らでも受けてくださ

いと、そして十分な医療を受けながら自分らし

く最大限健康に生きてほしい、これが本当は敬

老ということじゃないでしょうか。どう思いま



- 320 - 

すか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 佐藤委員のおっしゃるとおり

の部分もございますけれども、後期高齢者の方

の１人当たりの医療給付費としまして年額で約

73万円ほどかかっているというデータがござい

ます。それを全て無料で賄うということは、全

体的なバランスであったりとか公平性を考えた

ときに、そこはある一定程度の負担もお願いせ

ざるを得ないのかなと考えております。よろし

くお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 少しは、少しなら仕方

ないかもしれませんけれども、しかし年金も下

がる中で、そして子供たちなど、扶養してくれ

るような子供たちも賃金が下がる中で、年金も

下がる中で、取られる介護保険料だったり後期

高齢者医療保険料ががんと上がってくるという

のは、高齢者に対する失礼な政治だというか、

高齢者を大事にする政治ではないんでないかと、

どちらかというと高齢者いじめに近い政治では

ないかと。この制度はそういう制度であるとい

うことを今回の会計はあらわしているんでない

でしょうか。 

  そういう意味で、広域連合の全国組織で2019

年６月、厚生労働省に要望したそうです。国庫

負担の引き上げ、そして75歳以上の窓口負担の

中止、もちろん保険料値上げも中止してほしい

ということがあったと思います。それも市長と

してあらゆる立場で意見を言う中に入れていた

だきたいと思いますが、どう思いますか。 

奥山省三委員長 佐藤委員に申し上げます。質問

ですけれども、議題から外れているように思い

ます。質問を変えていただきたいと思います。

令和２年度の会計予算ですので。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この後期高齢者医療保

険料を抑える手だて、また引き下げするような

手だてをどのようにしたらいいと考えておられ

るのか、お願いします。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 予算書で言いますと193ペー

ジにもありますけれども、健康診査であったり

重症化予防のための事業であったり、病院への

重複頻回等の受診であったりということは一部

あるかと思います。早期発見・早期予防という

ことが年代を重ねられても重要になってくると

思いますので、こういった健康づくりの施策等

を通して医療費の引き下げにも努めてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 健康づくり、健康づく

りと、この場であらゆる方々が、あるいは担当

課長から、市長から、皆さんから健康づくりが

大事だと。それは一般的にはそうだと思います。 

  しかし、それは余り言われますと、障害者だ

ったりあるいは病気になってしまっている人と

か、これは健康づくりに頑張っていた人だって

突然病気になるわけです。突然、次は障害とい

う形になる方があるわけです、健康にどんなに

気をつけていても。そういった方々が安心して

障害になっても病気になっても必要な医療が受

けられ、そして手だてが受けられ、その人らし

さを発揮できて最期まで全うできる、それが本

当の健康な社会じゃないかと思うんです。 

  健康づくり、もちろんいいです。しかし、病

気になったりしたときに間違いなく病院に入院

できたり、治るまで診てもらったりできる、そ

ういうことが十分にできることが本当の健康社

会じゃないかと思うんです。そういう方向こそ

目指されるべきだと思うんですけれども、どう
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ですか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 健康づくり含めまして安心し

て医療機関に受診できる機会があるということ

は、生きていく上で大切なことだと思います。

令和５年度には県立新庄病院が新しくなるとい

うこともありますし、その他診療機関も新庄市

内は充実しているかと思いますので、全体的に

健康づくりと医療機関に安心して受診できる体

制づくりに努めていきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいまの保険給付費

のこととかかわってなんですけれども、病床削

減を加速するための補助金が今度の2020年度出

され、それは１年限り、病床削減を加速するた

めの補助金が出ると。さらに、それ以降は病床

削減の法案提出も狙われていると聞いておりま

す。そして、2025年までに、現在幾らかわかり

ませんが、大幅な入院ベッド数を削減するとい

う計画があるわけです。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

質問が議題から外れていますので、注意してく

ださい。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういうことが、県立

病院、私たちの一番近いところの県立病院では

そのようにしてその計画でどんどん病床削減さ

れている。そうすると医者も削減される。そう

すると市民にとっては長い待ち時間だったり短

時間診療だったり。 

奥山省三委員長 ここは市議会ですので、勘違い

しないでください。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、私は医

者をふやすということとかそういうことが、安

心してかかれる医療体制をつくるために必要だ

と思います。 

奥山省三委員長 佐藤委員に申し上げます。質問

を変えてください。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私は、後期高齢者の市

民が安心して医療にかかれるということが、そ

して安心して治療を受けられる。 

奥山省三委員長 ページ数は何ページですか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今のは後期高齢の広域

連合納付金にかかわる保険給付金の内容だと思

います。それでいいですか。 

奥山省三委員長 ページ数は。 

１ 番（佐藤悦子委員） ページ数は、ここでは

191ページの歳出の３款と見ています。 

奥山省三委員長 この数字の予算に対して異議が

あるわけですか。 

１ 番（佐藤悦子委員） ３款の後期高齢者医療

広域連合納付金。 

奥山省三委員長 この数字の予算に対して異議が

あるわけでしょう。（「そうです」の声あり）だ

から、数字を直すような、そういう質問をして

ください、思いではなくて。 

１ 番（佐藤悦子委員） ３款の後期高齢者医療

広域連合納付金４億5,709万2,000円という金額

についてです。 

  これは、新庄市の例えば入院ベッドである県

立病院の入院のベッドが減らされることが前提

になっているかもしれません。だけど減らして

いいのだろうかということなどです。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

ただいまの質問ですけれども、本議題の質疑と

違うと認めますので、この件に関しての答弁は

必要なしと判断いたしますので、よろしくお願

いします。 

  ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。
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討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第13号令和２年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議がありますので、電子票

決システムにより採決を行います。 

  議案第13号について原案のとおり決すること

に賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委員は

反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

奥山省三委員長 押し忘れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 それでは締め切ります。 

  表決の結果は、賛成15票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第13号は原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 

 

議案第１４号令和２年度新庄市水

道事業会計予算 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第14号令和２年度新

庄市水道事業会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 最初に、水道について

１件ほどお聞きします。 

  給水件数が１万4,286件とありますけれども、

これは新庄市内の何％ぐらいを網羅しているよ

うな感じになりますか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 給水件数の割合というこ

とですけれども、普及率で、これにつきまして

は人口ベースで計算しておりますけれども、平

成30年度末で95.9％の普及率になっております。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 100％じゃないという

ことなんですが、今後、どの区域がまだ水道入

ってなくて、これからその区域が布設されるの

かなと思いますけれども、どうでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 普及率では100％に行っ

てないんですけれども、水道が使える区域、整

備率としましては、稲崎の１件を除きますので、

99.99％で水道が使える状態になっております。 

  ただ、普及率が95.9％といいますのは、やは

り井戸水を使っている方が人口ですと約1,400

人ほど、世帯数では500世帯ほどいると見込ん

でおります。地域的には、新庄市は扇状地にあ

りまして地下水が豊富ですので、市街地も含め

あるいは泉田方面とかさまざまなところで井戸

水をまだ使っている方がいらっしゃいます。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 次に、公共下水道事業

についてお聞き……（「まだ」の声あり）ごめ

んなさい、じゃ終わります。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 14ページの２の（１）

に現金預金が10億4,038万円ありまして、前年
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と比べますと1,735万円ふえています。これに

ついてですが、この受取利息は６万3,000円と

出ていましたが、利率は幾らなんでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 現金につきましては

0.01％です。そのほかに定期預金等も別途あり

ます。定期預金は0.1％だったと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがとうございます。 

  次に、企業債というのが６ページの２の１に

ありまして、ここに企業債が延べ10億5,545万

7,000円というふうに、ここにある限りはそう

見たんですが、これでよろしいですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 企業債につきましては、

予算書に載っている部分については当年度の部

分ということになりまして、企業債全体といた

しましては、決算書に記載しておりますが、現

在の残額としましては15億5,000万円ほどにな

っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） その企業債15億5,000

万円の支払利息が3,878万8,000円、６ページに

載っておりますが、利率は何％ですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 今、残額で古いものは平

成４年度に借りたものがありまして、それにつ

いては4.4％あるいは4.5％になっておりますけ

れども、一番新しいといいますか、平成18年度

に借りたものについては1.9％の利率になって

おります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 現在の企業債が15億

5,000万円で、支払利息が4,000万円弱という利

息を払っているわけです。一方、預金は10億円

を超えてなるわけで、それは0.01％とか、そち

らの利息は６万3,000円にしかならないわけで

す。余りにもこの差は、利息払いが大き過ぎて、

こういう家計で、例えば貯金はある、0.01％か

ら0.1％の貯金、10億円の貯金がある、借金は

15億円で利息が4,000万円近く払っていると。

このようなことを見たときに、一般的に家庭は

繰り上げ償還とか借りかえとか、ばりっと現金

預金あるわけですから、やるのが当たり前だと

思うんです。どう思いますか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 利率と繰り上げ償還とい

う件につきましては、数年前に５％以上の利率

のものについては繰り上げ償還が認められてお

りまして、繰り上げ償還を実施しております。

現在残っているものについては全て５％未満の

利率になっております。 

  新庄市初め各事業体ともそういったまだ高い

利率のものについての繰り上げ償還をしていた

だくよういろいろな協会等を通じて国あるいは

政府にも要望しているところでありますけれど

も、今のところ５％未満の繰り上げ償還が認め

られていない、やはり定款に基づいて利率を設

定して借りていますので、そちらの制度が変わ

らないと返せないという状況でありますので、

なお今後とも国に要望していきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今の答え、大変いい答

えだと思うんですけれども、今回の上水道には

載っていないんですけれども、償還の方法とし

て、借りる場合、必ず企業債についてはこのよ

うに載っているわけです。「借り入れ先の貸し

付け条件による。ただし企業財政の都合により
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措置期間及び償還期限を短縮しまたは繰り上げ

償還もしくは低利に借りかえすることができ

る」と書いてあるわけなんです。だとしますと、

これを前面に出して、これ書いてあるとおりや

っていただきたいと強力に言っていいような気

がするんですが、これを持ち出して強力にやっ

ていますか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 借り入れ条件につきまし

ては、その年々の定款に基づきまして借りてい

るわけですので、今の定款をそのまま適用する

ということにはならないということになります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私はそのときの定款が

どうだったかというのは今資料ないので、見返

していただいて、ぜひその方向で頑張っていた

だきたいと思います。 

  それから、今の現金預金にかかわって、これ

だけ現金預金があるということは、老朽管更新

などの改善強化にもっと力を入れてもいいんじ

ゃないかなと思うんですけれども、どう思いま

すか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 老朽管につきましては、

水道事業としましては、第２次拡張事業、平成

11年に終了しましたけれども、そこのところが

過去の工事のピークになっておりまして、まだ

それの耐用年数が来ておりませんので、経年化

率としては全国平均よりもまだ低い状況にあり

ます。 

  ただ、今後十数年、20年近く先にいきますと

そちらの耐用年数が来ますので、その場合には

更新しなくちゃいけない。ただ、現在の経営状

況から過去と同じような事業規模の工事はでき

ませんので、その辺は現在ストックマネジメン

ト計画、今年度策定しましたけれども、施設の

老朽度に応じて一部前倒し、あるいはまだ健全

なものについては先送りするなどして事業費の

平準化を図るようなことの計画を現在策定中で

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 老朽管更新計画は考え

ているんだということですね。わかりました。 

  だとすると、この金額はため過ぎではないか

と私は思うわけです。水道料金の状況は、新庄

市は県内でも最高レベルではないですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 現在の水道料金では、10

立方メートルまでは10位と下位にあるんですけ

れども、20立方メートルまでは２位、30立方メ

ートルを超えますと１位という状況であります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういうことであれば、

これだけためている水道の現金預金ですので、

加入者へ温かい施策になるように、高いところ

を大幅に下げるような施策が必要なんじゃない

かなと思うんですけれども、どうですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 現金預金につきましては、

ほかの事業体においても大体１年分の収益を確

保しておくことが適当と言われています。これ

につきましては、やはり災害が起きたときに、

新庄市におきましても東側、西側にも断層あり

まして、その発生確率も全国的には高いレベル

にあると言われておりますが、そういった災害

発生したときには断水も考えられます。そうし

た場合には収益を上げられない、その一方で早

急に断水を解消するための修繕をしなくてはい

けない、そのための支払いもしなくてはいけな
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いということもありまして、そういったことに

備えてある程度の現金預金を保有しておくこと

が必要だと思いますので、この現金をもってす

ぐ料金値下げするということではございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 特に20立方メートル以

上使うというのは子育て世代だったりするだろ

うと思われます。高齢者世帯だと少な目だと思

われます。子育てに優しい新庄市になりたいと、

今年度から市長頑張ってきつつあるように思う

んですけれども、その方向を考えますと、そこ

に応援できるような優しい水道料金にしていく

ことが、新庄市住みやすいんじゃないかと、子

供を持った方々が思うかもしれない。そういう

ことを考えたら、水道料金引き下げ、20立方メ

ートル当たり下がるように考えられないかなと

思うんです。 

  前に石川議員だったかと思いますが、口径を

変えるとどうのとあったんですけれども、そう

いうのは水道料金引き下げになるんですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 市長の施政方針にもあり

ましたように、現在の用途別料金から口径別料

金への移行というものを現在検討しておりまし

て、来年度実施に向けていろいろな説明等も行

っていきたいと考えております。 

  ただ、現在の用途別料金につきましては、普

及を目的といたしまして、家庭用の料金を割安

にして、経済的負担能力の高い団体営業用を高

く設定しており、これによって普及率を上げて

きたという実績がございます。 

  ただ、先ほど申し上げましたように、整備率

が99.99％まで行きまして、今後につきまして

は整備拡張から安定供給するための維持管理に

移行しているような状況でありますので、料金

についても普及の目的からより公平性の高い口

径別料金への移行というのも今現在検討してお

ります。 

  口径別料金になりますと家庭用と団体営業用

が同じ単価になるということですので、総体的

にといいますか、改定率がゼロ％の場合でも家

庭用が上がって団体営業用が下がるという仕組

みになります。ただ、その辺の上げ幅とか水量

区分について、なるべく値上げ幅を少なくする

ような方向で今検討しているんですけれども、

口径とか使用水量によってはかなり上がる区分

も出てくるかと思いますので、その辺、現在検

討しておりますし、またこの検討の結果につき

ましても市民や市議会にも丁寧に説明していき

たいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 丁寧な説明をいただき

まして、目が覚めるような思いがいたしました。

ありがとうございます。 

  ということはですよ、今、家庭用を安くして

いただけないかなという私の願いの方向で言っ

ているわけなんですが、口径別にすると家庭用

が上がるということなんですね。上げ幅を抑え

ようとは考えているけれども、上げるというこ

となんですね、家庭用を。それでいいんでしょ

うか。家庭用を上がらないように、できるだけ

下げるようにしていただけませんでしょうか、

どうですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 全体を見ますと総体的に

はそういう傾向になるということでありますけ

れども、口径とか使用水量によってさまざま変

わってきますので、それについてこの場合では

どうだというのは、今現在検討中ですので、そ

の辺ある程度結果が出ましたらその都度お示し

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 家庭用を上げるという

のが納得できないんですよ。市民もそうです、

多分。この間、議会報告会で言われましたから、

「高いんだって」と言われましたから。そうい

う意味では家族の多い方々が高いということに

ならないように、上げないと言ってください。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 現段階で上げないと明言

することはできません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） これは、現金預金が毎

年毎年10億円前後で、この予算はふえる見込み

であるわけです。この間の東日本大震災のとき

があってもこのようにやってきたわけです。や

れたわけですよ。それ考えたときに、こんなに

ためる必要ないと私は思うんです。しかしため

ると言っている。だけど家庭用を上げるかもし

れないとなるのは市民は納得できないと思いま

すよ、これだけ現金があるんだから。市長、ど

うでしょうか。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

奥山省三委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 この問題の背景には、前回も申し

上げましたが、基本的に新庄市が県に支払わな

ければいけないという制度がきちんと今後とも

残っている、神室ダムの償還ということがあり

ますので、使っても使わなくても県には払う、

安くしようが、しまいが、決められたお金は返

さなくちゃいけないと。 

  私は、今、上下水道課といろいろな協議をし

ているわけでありますけれども、正直申し上げ

まして、10立方メートルは10番目というところ

にあるわけです。20立方メートルになると３番

目ぐらいになる、30立方メートル以上になると

トップになってしまうということをどう解消す

るかということが一番大きな問題だろうという

協議をしているところであります。 

  ですから、上がるかもしれないというのは10

立方までしか使ってない方々、10番目の方々、

一番使うだろうと言われるのが調査しますと16

立方メートルと出ているわけであります。そう

しますと16立方メートルでも20立方になっちゃ

うわけなんですね。そこの辺の差額をどうする

かということで、スライドして斜めにしていっ

て平均的になるような形にならないだろうかと。

一番負担が大きいであろう16立方メートル、家

族４人あるいは家族５人の20立方メートルの

方々が21立方メートルになったらいきなり30に

上がっちゃうという10立方メートル単位の仕組

みから、それぞれが使った仕組みにならないだ

ろうかという検討をしているということをぜひ

御理解いただきたいと思います。 

  上がるかもしれないと言ったところは10立方

メートルの人たち、わずかな人たち、わずかな

人はわずかしか使わないんですけれども、11立

方メートルでも20立方メートルの換算になって

しまうと。単価がですね、単価がそうなってし

まうと。その辺を口径別で検討できないかとい

うことに入っているということを御理解いただ

きたいと思います。 

  それから、10億円についても、これまで何度

か水道料金の値下げをしたり、それぞれの家に

引き込みになっているメーター料を月100円と

いうことで年間1,200円いただいていたのをそ

れもなくしたわけであります。ぎりぎりのとこ

ろまでなくした限界が今現状だと思っています。 

  上下水道課として考えるのは、将来、人口減

少が訪れると。コンパクトシティーの中でどう

環境を維持していくかということを非常に慎重

に考えなくちゃいけない時期に来ているわけで

あります。そういう意味での資産をきちっとと

っておかなくちゃいけない、また災害等への備

えもしなくちゃいけないという観点から現金を
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保有しているというところであります。これを

一時期７億円まで下げたわけでありますけれど

も、それから徐々に来ていると。11億円、12億

円あったときには下げたということもぜひ御理

解いただきたいと思います。 

  今後の将来に安定的な水を供給するというの

が水道事業の大きな役割だということもぜひ御

理解いただきたいと思います。 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時０２分 休憩 

     午後２時０９分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 11ページの給与費明細

書を見ているんですが、一般職が８人、会計年

度任用職員はゼロということでしょうか。 

  そして、４ページに委託料が載っておりまし

て、1,168万6,000円が載っておりますが、これ

は委託先はどこで、何人の職員がおられるのか

ということで、お願いします。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 令和２年度の任用職員に

ついては記載のとおりゼロであります。 

  それから、４ページの委託料につきましては

水質検査等の業務委託ですので、これは水道事

業の中での委託ということではなくて、専門機

関に委託する分で1,168万6,000円ですので、こ

の中にはこちらの職員といいますか、人件費分

は入っておりません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 水道料金などを集める

窓口の方々は委託先ではないんですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 そちらの委託につきまし

ては、６ページの業務総係費の委託料5,745万

3,000円の中に管工事組合等に委託しているも

のが入っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） こちらの委託先の管工

事組合の職員は何人雇われているんでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 窓口業務というんですか、

事務室にいる分につきましては８名であります

けれども、そのほか管工事組合としてメーター

検針員を雇用しておりますので、そのメーター

検針員の数までは把握しておりません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） それらの働き方あるい

は雇用のあり方についてかかわって見させてい

ただきます。 

  水は住民の命と健康に直結するもので、安全

で清潔、しかも低料金であるべきだと思います。

だから私は公営なんだと思います。市の側には

水道についての知識、経験に習熟した専門的な

力量のある職員の体制が残るようにしなければ

いけないと思いますが、これについてどうすべ

きかとお考えでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 今、委員指摘のような水

道事業における経験とか技術の継承というもの

は非常に大事なものでありまして、本市の水道

事業におきましてもそういったことが継承でき

るように、年長の者が部下に常日ごろから技術

の継承、指導したりとかあるいは現場に行った
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りとかというようなことで継承するように努め

ております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私は、正職員をふやす、

そして知識、技術を身につけさせることが大事

だと思うんです。不安定で低賃金の雇用をふや

してはならないと思うんですが、どうでしょう

か。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 経営方針に係る主要な部

分につきましては直営で行っております。窓口

業務であったりとか窓口での受け付け等の事務

につきましては必ずしも直営でなくてもできま

すので、その部分について委託しております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 災害対策という面から

考えても、先ほど課長から出たように、災害の

場合には運営権者の側の経営負担としてかなり

のお金がかかり、これがもしも民間であった場

合にはできなくなっていく、責任を負えない、

こういうことになってまいります。 

  そういう意味で、直営で続けていくべきだし、

そして職員を、技術のある、知識のある職員を

必ず育てていくという、このことが水を、住民

の命と健康を守る、水を守る大事な柱だと思い

ますので、正職員をふやしていく方向で、知識

継承させるように、力を入れていくようにぜひ

お願いしたいと思います。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 予算書３ページ、収入

の部分で給水収益９億1,900万円ほど計上され

ております。 

  直前の質疑とかみ合うのですが、水道事業の

一番の狙いは、先ほど市長もお話ししていると

思いますが、低廉な水を、しかも安心安全な水

を安定的に供給する、ここが事業の柱かと思い

ますが、そういう考え方でよろしいですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 委員おっしゃるとおりで、

水道法の目的にもそのとおり記載しております

ので、そのとおりであります。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 以前にも同僚議員の小

嶋議員も質疑の中で、有事の際も想定される、

ですからある程度ストックが必要だと。市長も

先ほど同じお答えされているので、その件は問

いませんが。 

  議会初日に市長の施政表明にもあったとおり、

料金体制、徴収体制の見直しを図るということ

で、先ほども議論されていましたが、口径別の

料金の組み立て、いよいよ検討を始めていただ

けるということでしたが、令和２年度において

どこまで課の中で話しされて、あとは議会への

報告の前には、当然上下水道の審議委員の皆様

もいらっしゃいますので、そこへの新しい体系、

出すのか出さないのか判断はお任せしますが、

報告の時間的には大体来年度の対応と考えてよ

ろしいでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 用途別料金から口径別料

金への移行といいますのは大きな変更でありま

すので、これまでのような何％値上げとかとい

う単純なものではありませんので、あと議案第

34号におきましてこれまでの下水道事業運営審

議会を上下水道運営審議会に改正する条例を審

議していただいておりますので、可決後は水道

料金につきましても審議会でまずは審議してい

ただくことになります。 
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  その審議の経過も踏まえまして、機会を捉え

て議会あるいは市民に対しても丁寧に説明して

いきたいと考えておりますが、やはり現在の経

営状況とか将来の先ほど申し上げました更新事

業とかも控えておりますので、そうしたことも

かなりのボリュームになりますので、１年ぐら

いの期間を丁寧に説明するための時間に費やし

ていきたいと考えております。 

１４番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１４番（石川正志委員） 上下水道課、企業とい

うところで、市の一般事務とは大きく異なって

いるというところで、私も前に口径別を調べて

はいかがかと申し上げた観点は、１つは先ほど

冒頭で低廉な水と、安い水と言いましたが、新

庄市の状況を考えますと安易に水道料金を引き

下げるというだけでは、将来的な不安定、だか

らその分、今の課長答弁にもありましたが、市

民への丁寧な説明、納得のいただける水道料金

を組まなきゃいけない、そのための企業努力の

一つとしての口径別の料金にしたらどうなるん

だろうというお話をしてくださいねといった、

私の言ったのはそういったところの観点もござ

います。今の答弁は兼ねていますので、この件

に関してはあとは聞きませんが。 

  それから、水道事業の中で、県からの受水費、

それから今抱える職員ということで、おおむね

費用は限定されているというところで、いかに

これから給水量、それから給水人口をふやして

いくのかということが、水道料金を安くできる、

引き下げできる要因になるかと思います、残念

ながら定住人口どんどん減っていくんですが。 

  例えば、令和５年度に改築移転される県立病

院、そこを主に新庄市の安全な水を使っていた

だけるようにすると、今もあるんですが、より

新庄市の水を安心安全に、しかもいっぱい使っ

ていただくための工夫というものが私は必要に

なるかと思いますが、そういったところの考え

方あれば教えてください。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 現在の県立新庄病院は、

上水道のほかに自己水であります井戸の両方を

使っておりまして、月によって割合違いますけ

れども、おおむね９割程度を自己水である井戸

水で補っているようであります。 

  改築になる県立病院の水道に関する協議にお

きましては、県立新庄病院は災害拠点病院に指

定されているため、災害時においても病院で安

定的に水道水を使用するためには自己水が必要

でありまして、移転先においても上水道と井戸

の両方を併用するということでありました。 

  県立病院の井戸水の使用水量については、正

確にはこちらで把握しておらないんですけれど

も、下水道の汚水排水量を見ますと毎月5,000

から9,000立方メートルほど使っているようで

あります。もしこれを全量上水道にしていただ

けるのであれば今後の水道料金の改定の中で大

口割引等を検討するところでありますけれども、

現在と同様の使用状況になると自己水が多くて

上水道が少ない場合についてはピンポイントで

の大口割引というのは現在検討しておらないと

ころであります。 

  ただ、先ほど市長答弁にありましたように、

現在の料金体系が水を使えば使うほど高くなる

という逓増型になっておりますので、その辺の

カーブを緩くするような方策をとりまして、新

庄病院に限らず、大口利用者の料金を現状より

も少し下げるような形で利用拡大を図っていき

たいなと考えております。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。
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討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第14号令和２年度新庄市水道事業会計予

算は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第14号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第１５号令和２年度新庄市下

水道事業会計予算 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第15号令和２年度新

庄市下水道事業会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 28ページの２の１で企

業債利子がありまして9,063万1,000円となって

おります。この企業債全部で幾らなのか、お願

いしたいと思います。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 申しわけございません、

下水道事業につきましての現在の起債残高の資

料、手持ちでございませんので、後ほど答弁さ

せていただきます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 30ページの負債の中の

企業債を見ますと、令和２年度の最後は67億

8,602円、これ42ページですけれども、という

ふうになりまして、次年で３億4,279万円の企

業債がふえる見込みになっておりますが、この

内容はどうでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 今年度までの３年間で浄

化センターの改修工事を行っておりまして、そ

の関係で起債がふえている状況にあります。 

  それから、資料ありましたので、先ほどの起

債残高でありますけれども、令和２年度末で起

債残高が64億円ほどございます。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 先ほどは失礼しました、

つい下水道のほうまで言ってしまいまして。 

  私からは、令和２年度新庄市上下水道事業当

初予算説明書、これに基づいてお話しさせてい

ただきます。 

  今現在、公共下水道普及接続されている件数

が7,853件ということなんですが、下水道認可

区域の中でこれは何％ぐらいの率を担っていま

すでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 認可の中で整備済みは

73.4％であります。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） そうしますと、その残

りの20数％ですか、今後何年ぐらいで完成させ

る予定でしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 
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奥山茂樹上下水道課長 残りの27％ほどの中には

未開発地といいますか、原野、田んぼ等もござ

いますので、それらを除く、宅地、住宅地が張

りついているような箇所につきましては、あと

４年で現在の認可区域を完了させたいと考えて

おります。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 下水道区域外ですと当

然浄化槽対応となりますけれども、これにはお

わかりのように単独槽と合併槽があります。合

併槽義務づけなってから随分時間がたちますけ

れども、まだ単独槽のおうちがかなり相当数あ

ると思いますけれども、その割合なんかわかり

ますか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 合併浄化槽の事務も上下

水道課で行っておりますけれども、今、浄化槽

の単独浄化槽と合併浄化槽の割合については、

申しわけないですけれども、資料の持ち合わせ

ございませんので、申しわけありません。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） わかりました。 

  なぜ聞いたかといいますと、やはり単独槽で

すとにおいがするんですね、まだ。合併槽でも

まだこもるところがあると非常ににおいがして、

苦情が出るときが多々あるんですよ。単独槽か

ら浄化槽に義務的に直してくださいということ

にはできないでしょうけれども、お金もかかる

ので、その辺、移行するときに、何らかの補助

金を出すから少なくとも合併槽にしてくれませ

んかとか、そういった政策というか、ございま

せんですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 浄化槽につきましては、

一般会計で浄化槽に対する補助制度あります。

住宅の新築、改築に伴うものとそれからくみ取

り便所から合併浄化槽への切りかえ、要はリフ

ォーム部分と、国と県の補助事業がありますの

で、そちらで対応しております。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） そうですね、済みませ

ん、忘れていました。 

  次に、公共下水道、大分普及しているわけで

すけれども、本管埋めます、そして宅地にます

を入れます、そこまでは市の仕事としてやられ

るわけですけれども、肝心かなめの民家のおう

ちが、商店も含めて、つながないでいる箇所が

本当に目立つんですけれども、そういった対応、

つないでくれませんかというのか、つなぎなさ

いと命令形では言えないでしょうけれども、そ

ういった対応というか、されていますか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 下水道の普及につきまし

ては、毎年350件ほど訪問して普及活動を行っ

ております。ただ、日中に回りますので、約半

分ぐらいの方が不在ということで、チラシ、依

頼状の投函ということになっています。 

  在宅の方でも、お願いして、つなぐ意向であ

るというのが約２割で、その残り３割がやはり

資金不足、例えば高齢者で「うちを直す予定は

ないわ」とかというようなことで、計画がない

という方が３割ほどいるという状況ですけれど

も、普及率の向上というのは非常に重要なこと

でありますので、今後とも普及率の向上の活動

を行っていきたいと思います。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） ますから接続をするま

でに相当のお金がかかるかなと思っています。

10万20万円じゃなくて、ちょっと敷地の大きい



- 332 - 

おうちですと数百万円とかかる場合があるんだ

そうです。それがネックで、下水のますは宅地

内に入れたんだけれども、つながない、そうい

った背景があるように思います。そんな意味で

普及率が少しいい数字が出ないのかなと思って

いるところですけれども、やはりそこにも何ら

かの、さっき言った助成金というのが具体的に

ありましたですかね。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 普及促進のための補助制

度としましては、便所の水洗化に伴います利子

補給制度がございます。ただ、昨今、利率が非

常に低くなっておりますので、例えば100万円

借りても利息分は数千円という状況で、過去に

おきましては数万円の利子補給というのがあっ

たんですけれども、現在は利率が低くて、補給

する額が低いもんですから、利用者は減ってお

りますけれども、まだ毎年数件の方が利用して

いる状況であります。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 当初予算案の説明書の

中で、ちょっと見ていきましたら、数字が違う

んじゃないかなというところが１カ所見えたも

んですから。９ページの上段ですね、工事請負

費の⑥トウメキ地区φ200、そしてＬ30メート

ルで640万円とあるんですけれども、その裏の

図面を見ますと90メートル640万円と、これ30

メートルなのか90メートルなのか、どっちでし

ょうか。というのは、工事費をメーターで割る

と単価が何倍と違うもんだから、これ随分高い

なと思ったら図面のほうが90メートル。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 大変失礼しました。概要

の30メートルが正解で、こっちの図面の90メー

トルが間違っておりました。30メートルです。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） じゃ30メートルという

ことで。随分やはり、メーター換算だと公共事

業の場合はメーター21万円ですか、１メートル

入れるのに21万円かかると。随分高いもんだな

と思って聞いたところでした。 

  今、トウメキ地区ということでお話しさせて

もらっているんですが、ついでに、ここの事業

が今年度から数年かけて下水道が入るというこ

とですけれども、私、四、五年前に、トウメキ

地区、公民館でなくて、デイサービス施設に、

公民館がわりにして、夕方、下水道工事をやる

ので、それの説明会に来てくださいということ

で行ったことがあるんです。多分四、五年前で

すが、そのときには、当時は四、五年であの地

区は下水道を入れるという説明があったのにい

まだに全然工事入ってないもんだから、不思議

だなと思って見ているところなんです。 

  何を言いたいかといいますと、あそこは宅地

化が全部完了しました。四、五年前ですとまだ

２割ぐらいは未着工の部分があって、要するに

造成工事に入る前に市で水道管を入れられるよ

うな状況だったんですよ。御存じのように、あ

の地区は完全に完成してからまだ１年とか２年

とか、最後はですね、それしかたってないまち

なんですね。そこに新しく道路を掘削して下水

道管を入れるというのは、どうもちょっとクエ

スチョンだなと。余りにも順序が逆だなと感じ

ているんですけれども、どうでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 初めに、当初の工程より

もおくれた理由といたしましては、トウメキ地

区の汚水につきましては万場町側のほうにＪＲ

を推進で抜きまして排水する計画になっており

まして、そのＪＲとの協議が山形のほうで内諾

を得たところが、仙台のほうに行ったらそのや
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り方ではだめだということがありまして、いろ

いろなルートとかの変更に時間を要して着工が

おくれたということがございます。 

  それから、現在、開発ほぼ終わっているとい

うことですけれども、ただ大分前に、既に前の

開発業者で開発した区域がございまして、その

箇所につきましては相当年数がたっております

ので、まずはそこの地区を迎えにいくというこ

とでの工事を予定しております。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） 確かに今回入れるとこ

ろは20年ぐらい前に完成した場所なんですけれ

ども、浄化槽としては合併槽が入っていて、ま

だ20年というとそんなに古くないというか、新

しいまちかなと思っているんですよ。 

  私心配なのは、管は入れました、ますも宅地

に入れました、つなぐ人がどんだけいるかなと、

多分10人に１人いるかなと、ちょっと心配なと

ころあるんです。余計な心配だと言われればそ

れまでかもしれませんけれども。 

  そういったこともあるので、こういった宅地

開発を特にされるときは、水道は当然ながら、

下水道の認可区域であれば下水道も入れてくだ

さいよと指導しますよね。そのときにきちっと

業者と相談、煮詰めた相談、具体的な話をすれ

ば、道路できました、完成しました、また数年

後に掘っくり返して下水道入れるなんてそうい

う無駄なことがなくなるんじゃないかなと思っ

ているんです。その辺もっと詰めた打ち合わせ

してもらえれば、有効な税金の使い方もできる

のかなと思っておりますので、その辺ひとつよ

ろしくお願いします。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

奥山省三委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 御提案まことにありがとうござい

ます。 

  以前、当時の担当課から報告があったわけで

ありますけれども、まずあそこは緊急的に競売

にかかったということがございまして、それま

ではそのまま所有していたということで、競売

で急展開したということがございます。こちら

としては、できるんであればそこを通したいと

いうことで申し上げたところなんです。しかし、

競売ですので、全体の金利を払わなくちゃいけ

ないということで、１年、来年工事に入りたい

ということを申し上げたところ、無理だと、合

併浄化槽でいくしかないというような相談を受

けたところであります。そこで断念した経過が

ございます。 

  その後、当然そこはつないでいただけないだ

ろうという判断をし、時間経過をもって埋める

ということの方向転換したところであります。 

  御指摘のとおり、こちらとしては経過７年と

いうことで、７年過ぎたら入れるので、入れて

いただきたいという申し入れしたんですけれど

も、現場に行くと、やはりせっかく入れたもの

を７年ではと、20年ぐらいになったらというよ

うなお話を聞いておりますけれども、将来引い

ていただけるためにも、こちらの余力のあると

きに、計画にあるときにあそこ一帯に管を入れ

たいという思いがございますので、ぜひこの経

過を御理解いただきたいと思います。 

６ 番（押切明弘委員） 委員長、押切明弘。 

奥山省三委員長 押切明弘委員。 

６ 番（押切明弘委員） わかりました。 

  以上で私の質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 下水道事業会計、20ペ

ージに第２条云々というのがありますけれども、

それよりも予算に関する説明書の29、30ページ

を見ていただいたほうがいいのかなと思ってい

ました。 
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  資本的収入及び支出の項目に１款１項２目16

節委託料が計上されております。雨水計画変更

業務委託600万円ですね。 

  市長の施政方針の中にも豪雨による浸水対策

ということが明記されておりました。私も、今

から七、八年前からですか、準用河川矢目田川

の河川改修というのをずっと言い続けてきまし

た。そしてその後、二、三年後だったかな、矢

目田川の流域調査を行いました。ああ階段一歩

上ってくれたんだな、喜んでおりました。それ

からまた二、三年して、地元の自治会関係者の

方と現地視察をしました。ああまた一歩進んだ

なと思っていました。 

  ちょうど一昨年ですか、８月の集中豪雨によ

り災害が起きました。あの矢目田川はいつも二、

三年に一遍は氾濫する川でありまして、家屋の

浸水被害、それから東山アンダー冠水により交

通が遮断されるという事態が頻繁に起こってお

りまして、何とかしなきゃならないだろうなと

思っておりまして、私も口が酸っぱくなるほど

毎年恒例行事のように予算委員会、決算委員会

で質問してきた経緯があります。 

  今回の600万円にかかわってお聞きするんで

ありますけれども、もう一つ、当初予算案の説

明書の11ページ、拝見させていただきました。 

  そうしますと、計画の名称、新庄市における

安心安全な下水道の整備計画、令和２年度から

令和６年度の５年間、これ私初めて見ましたの

でびっくりしたんでありますけれども、その中

で、雨水計画の中で赤く線引いておりますよね。

見ると余り小さくてよくわからないんですが、

升形川らしきものにちょっと、この水路の出っ

張りが見られるわけです。多分これがこのたび

の雨水計画の変更部分じゃないかなと思ってお

りますが、以前から都市整備課で例えば線路の

下の水路のトンネル、隧道というんですか、あ

れを広げるとか、あとは線路沿いに放水路をつ

くるとか、またはもっと上流のほうに分水する

とかいろいろ苦労されてきたと思う。ＪＲの下

に穴あけると８億円かかるなんてＪＲから言わ

れて断念しただろうし、また河川事業であれば

４億円以上かからないと補助対象にならないと

か、かなりハードルをうまくくぐり抜けたんだ

か寄せたんだかわからないけれども、頑張って

くれた。前の都市整備課長ね。今の課長も頑張

っていますけどね。 

  このたび、たしか昨年の予算委員会の中で、

上下水道課長が日程関係についてちょっとお話

をしていましたよね。令和元年度といいますか、

例えば河川占用協議、それから本省との事前協

議ということでされたと思うので、そこで内諾

を得たということなんだろうけれども、当初か

ら線路沿いの放水路１本で事前協議とか占用協

議をされたかどうかお聞きしたいと思います。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 ただいま下山委員から過

去の経緯とかるる説明あったわけですけれども、

おおむねそういったことで進んでまいりました。 

  河川事業での整備といいますのはかなりハー

ドルが高いということで、平成30年の８月豪雨

で下水道のマンホールポンプとそれからそれに

係る制御盤も冠水した被害を受けまして、そう

いったことを県庁の下水道に報告したところ、

下水道の雨水の対策の中でそういった補助メニ

ューがあるよということで指導を受けまして、

県から国土交通省に協議してもらった結果、採

択に、要件に当てはまりますよという回答を得

ましたので、令和２年度に雨水幹線の計画変更、

現在は川がそのまま升形川のほうに、線路下を

くぐって升形川のほうに真っすぐ流れていると

ころでしたけれども、委員指摘のとおり、線路

のところで水がつかえてあふれるということが

ありましたので、線路の手前で升形川のほうに

抜く、そのトンネル部分で処理し切れない余っ

た水を升形川のほうに抜くという計画変更する
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ための予算600万円を今回計上させていただい

ているところであります。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） ということは、事前協

議の段階では市としてはその線路沿いの放水路

１本に絞って交渉したということで考えてよろ

しいのかな。 

  としますと、実は、私も現地視察に同行させ

てもらったときに、ちょっと升形川と矢目田川

の高低差がどうなのかなと実は心配をしており

ました。最近の川は河床が高くなって、その高

低差がとれるかどうかなということで心配をし

ておりますが、まず今回600万円の計画変更の

業務委託の内容、どういうことを委託されるの

かお知らせ願えますか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 現在、公共下水道の都市

下水路に指定されているものが８本あるんです

けれども、そのうちこのたびの条例改正により

まして福田都市下水路につきましては一般会計

の都市下水路に移行しまして、公共下水道分の

雨水ということが７本になる計画、７本になり

まして、そのうちの今回この升形川２号幹線、

河川で言いますと矢目田川の計画変更というこ

との、県の変更認可を取るためのさまざまな流

量とか、これでどれくらい水が吐けるのかとい

うような計算をしまして、それの計画変更を策

定する分が600万円ということになります。 

  なお、これで計画変更認可なりますと令和３

年度に実施設計をいたしますので、その中でた

だいま下山委員の指摘ありました矢目田川と升

形川の河床とか計画水位とかの検討をいたしま

して、どのくらいまで耐えられるのかなという

ことの詳細につきましては令和３年度の実績の

中で検討したいと思います。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 今回の矢目田川改めと

いうか、升形川２号雨水幹線と呼んだほうがい

いだろうと思いますけれども、これ１本だけじ

ゃないということね、計画変更の中身は、福田

とかいろいろ入れてということ。１本で600万

円、ちょっと。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 先ほど公共下水道の中の

法適用になる雨水幹線は７本と言いましたけれ

ども、そのうちの１本がこの矢目田川、下水道

のほうでは升形川２号雨水幹線とありますけれ

ども、計画変更するのは升形川２号雨水幹線だ

けであります。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） そうしますと、計画変

更業務委託だけで600万円かかるということ。

実施設計入ってないわけよね。そうしますと、

これあれですか、業務委託に関しては補助制度

とかあるの。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時５２分 休憩 

     午後２時５３分 開議 

 

奥山省三委員長 再開します。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 今回の委託につきまして

も、防災安全交付金事業の中で行いますので、

交付金事業になります。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 600万円と聞いたとき

に、例えば計画変更を申請するに当たって、あ

る程度実施計画とか、こういう形で変更します
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よと、私は必要かなと思ったんですよ。そうし

たら先ほどの説明では実施設計は令和３年度で

しょう。去年は令和２年度中に計画変更と実施

設計するということを言っていましたので、両

方入って私は600万円だと思っていたわけ。業

務委託そんなにかかるのかな、ちょっと疑問に

思ったもんですから。例えばいろいろな資料を

用意しなきゃならないとか、担当課で全部クリ

アできないということなんだろうけれども。昨

年の３月の説明では令和３年度に工事を行うと

言っていたから、本当喜んでいたんだけれども、

今の話聞くと何か１年ずつずれてきちゃってい

るかなと思うのよね。手順的にそれしかできな

いんであればこれはしようがない。 

  ただ、いつ起きるかわからない豪雨災害なの

で、やると決めたらなるべく早く進めてもらい

たいのよ。まだ実施設計もしないので定かでは

ないだろうけれども、大体担当課としてどれぐ

らいの事業費を見ているのか。はたまた、先ほ

ど言った社会資本整備総合交付金かな、これが

大体補助制度に該当するわけですか。しない、

また別。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 一般的な総合交付金では

なくて、防災のほうの防災に関連します防災安

全の交付金事業になります。（「補助率」の声あ

り）50％だと思いますけれども、済みません、

正確には後でお答えします。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 50％らしいということ

なんですが、そうすると財源的にこれはあれで

すかな、企業債対応かな、それとも他会計から

の出資金という形で一般会計から50％入れる予

定なのか、そういう財源の手当てということも

考えていかなきゃならないんだろうなと思って

います。いかがですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 工事につきましては起債

対象になりますけれども、業務委託に関しては

単独費、裏財源としては単独費になります。

（「単独費はどこから」の声あり） 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 ほかの工事も全てそうで

すけれども、資本的収支の中で支出に対して収

入が足りない場合につきましては内部留保資金

を活用、補塡するのが企業会計になります。 

  ただ、令和２年度につきましては、内部留保

といいますか、過年度分の内部留保がありませ

んので、当該年度の減価償却の分を先食いして

自己財源にするという仕組みになっています。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） ということは、企業債

も発行しない、他会計からも、他会計といえば

一般会計なんだろうけれども、そちらから持っ

てこないで自前でやれるということに捉えてい

いのかな。あと補助金使って。 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時５９分 休憩 

     午後３時００分 開議 

 

奥山省三委員長 再開します。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 大変失礼しました。 

  汚水は私費、雨水は公費といいますか、税金

でという原則があります。今回、雨水排水、雨

水対策でありますので、税金といたしまして、

財源としましては一般会計の繰入金を充てる予

定になっております。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 
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奥山省三委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） やはり雨水対策をして

いただくと周辺住民は大変喜ぶと思います。ぜ

ひいいものをつくってください。 

  さっきもちょっと言ったけれども、升形川と

の高低差があるので、例えば樋門とかいろいろ

な手法を使ってやられると思いますけれども、

つくってよかったというものをつくっていただ

きたい。本当に都市整備課と上下水道課には敬

意を表したいと思います。 

  ただ、一つ、これでクリアできるもの以外に

もあるということだけは頭に入れてほしい。流

域の支流というか、そっちのほうだってとめて

おかないと、土石流とか土砂とか、まだそっち

おさまってないと思うのよ。そこら辺も頭に入

れてこれからの雨水対策に取り組んでいただき

たいと思います。以上です。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第15号令和２年度新庄市下水道事業会計

予算は、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第15号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

閉      議 

 

 

奥山省三委員長 以上をもちまして、本予算特別

委員会に付託されました全ての案件についての

審査を終了いたしました。 

  ここで、予算特別委員長として御挨拶申し上

げます。 

  令和２年度の予算７件の審査につきましては、

ふなれな議事進行にもかかわらず、各委員の活

発な質疑のもとに審査を終了することができま

した。委員の皆様、執行部の皆様の御協力に心

より感謝申し上げます。 

  なお、執行部におかれましては、本委員会に

おいて出された貴重な意見等につきまして、市

勢発展と市民福祉の向上のため十分に精査され、

予算の適正かつ効率的な執行に最大限生かされ

るよう要望いたします。 

  それでは、これをもちまして予算特別委員会

を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでございました。ありがとう

ございました。 

 

     午後３時０２分 閉議 

 

 

    予算特別委員会委員長 奥 山 省 三 

 




